
1 

（別紙） 

様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国際観光振興機構 

評価対象中期目

標期間 

中期目標期間実績評価 第４期中期目標期間 

中期目標期間 平成３０～令和４年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 観光庁 担当課、責任者 国際観光課長 齊藤 敬一郎 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官  渋武 容 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

令和５年７月６日に「独立行政法人国際観光振興機構外部有識者会議」を開催し、外部有識者３名、法人の理事長、法人の監事より意見聴取を行った。 

 

外部有識者 3 名（敬称略。五十音順。） 
○熊谷 則一・涼風法律事務所 弁護士 
○西村 幸夫・國學院大學観光まちづくり学部長 
○長谷川 恵一・早稲田大学 商学学術院 教授 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

特になし。 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

A：法人の業績向上努力により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 

A 

評定に至った理由 項目別評定は全般的にＡ評定が多くを占めており、また全体の評定を引き下げる事象もなかった。 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」(平成 27 年 4 月 1 日国土交通省決定)の規定に基づき、

項目別評定の算術平均(以下算定式のとおり。)に最も近い評定が「Ａ」評定であること及び以下の「法人全体に対する評価」等を踏まえ、「Ａ」評定とする。 

（Ａ４点×２（重要度が高い項目のため）×3項目＋Ａ４点×６項目＋Ｂ３点×３項目）÷（１２項目＋３）＝３．８ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 コロナ前は特に訪日プロモーション業務や国際会議の誘致・開催支援等で高い実績を挙げており、令和元年の過去最高の訪日旅行者数 3,188 万人の達成に大きく貢献した。ま

た、コロナ禍においても、オンライン等で工夫を凝らし、コロナ収束後を見据え、訪日意欲・関心の維持・向上や、新たなテーマの事業にも積極的に取り組んだ。令和４年１

０月の水際緩和後は、機動的に訪日プロモーションを展開し、インバウンドの速やかな回復に寄与したこと。以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得ら

れていると認められると評価した。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

令和２・３・４年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、各国・地域における入国規制・ロックダウン・イベント開催制限、我が国における出入国規制やイ

ベント等活動制限、旅行業界の廃休業等の影響により、機構の業務実施に大きな支障が出たことから、総務省「独立行政法人の評価に関する指針（平成 31 年 3 月 12 日）」３．

各評価の目的・趣旨・基本方針（１）年度評価⑤「予測しがたい外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行っていた場合

には、評定において考慮するものとする」を踏まえ評価を行った。 

 

３．課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

該当なし 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

該当なし 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 特になし 

 

 

その他特記事項 特になし 
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 

中期目標 年度評価 中期目標期

間評価 

項目別

調書№ 

備考欄  中期目標 年度評価 中期目標期

間評価 

項目別

調書№ 

備考欄 

 平成

３０

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

  平成

３０

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 訪日プロモーション等業務 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ  Ⅰ-1    （1）組織運営の効率化  

Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ  Ⅱ   

（1）訪日プロモーション業

務 
         

   
（2）業務運営の効率化 

① 国別戦略に基づくプロ

モーションの徹底 

Ａ〇

重 

Ｓ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ｂ○

重 

Ａ〇

重 

Ａ○

重 
 

   
①効率化目標の設定等 

② デジタルマーケティン

グの本格導入 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 
 

   
②調達等合理化の取り組み 

③訪日外国人旅行者の戦

略的誘客の実現 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ｂ〇

重 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 

Ａ〇

重 
 

   （3）業務の電子化及びシス

テムの最適化 

 （2）国際会議等の誘致・開

催支援業務 
S 重 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ  

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

国内受入環境整備支援業務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅰ-2 

   （1）予算（人件費の見積り

を含む）、収支計画及び資金

計画 

       別紙 

①②③ 

 

（3）国内受入環境整備支援

業務 
         

   （2）財政運営の適正化 

（3）自己収入の確保 
Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅲ 

 

① 観光案内所の整備支援業

務 
Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

   Ⅳ．短期借入金の限度額 
― ― ― ― ― ―  Ⅳ 

 

 

②通訳案内士試験業務 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   

   Ⅴ．不要財産又は不要財産に

なることが見込まれる財産の

処分に関する計画 

― ― ― ― ― ―   

Ⅴ 

 

 
         

   Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又

は担保にする計画 

― ー ― ― ― ―  Ⅵ  

             Ⅶ．剰余金の使途 ― ― ― ― ― ―  Ⅶ  

            Ⅳ．その他の事項  

             （1）内部統制の充実及び情

報セキュリティ対策の推進 
Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ⅷ-1  

 

            （2）活動成果等の発信 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ⅷ-2  

            （3）関係機関との連携強化 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  Ⅷ-3  

            （4）人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ⅷ-4  

             （5）独立行政法人国際観光

振興機構法（平成 14 年法律 ― ― ―         Ⅷ-5 
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第 181 号）第 11 条第 1項に

規定する積立金の使途 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 訪日プロモーション等業務（一定の事業等のまとまり） 

関連する政策・施策 政策目標 6 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 
施策目標 20 観光立国を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 1号 

当該項目の重要度、困難

度 

重要度：高 

（1）訪日プロモーション業務 
①国別戦略に基づくプロモーションの徹底 
②デジタルマーケティングの本格導入 
③訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

行政事業レビューシート事業番号 
国土交通省 0272 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成３０年

度（達成率） 

令和元年度

（達成率） 

令和２年度

（達成率） 

令和３年度

（達成率） 

令和４年度

（達成率） 

 平成３０年

度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

① 

国
別
戦
略
に
基
づ
く 

 
 

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
徹
底 

SNS 

ファン数 

10,000,000

人 

6,858,547

人 

7,694,188 人 

（113.1%） 

8,908,041 人 

（112.8%） 

9,646,443 人 

（104.9%） 

10,407,372人 

（108.4%） 

11,353,726人 

（113.5%） 

予算額

（千円） 

10,819,614 18,103,290 23,471,419 28,099,950 22,078,168 

 

ウェブサイト

等の年間ユー

ザー数 

50,000,000

人 

― 40,608,600人 

（128.9%） 

46,693,086人 

（133.4%） 

13,571,067人 

（33.1%） 

45,852,440人 

（101.9%） 

87,744,627人 

（175.5%） 

決算額

（千円） 

9,870,520 

 

10,634,599 8,284,776 12,632,351 17,995,401 

 

商談件数 33,600 件以

上 

36,418 件 41,973 件 

（124.9%） 

42,686 件 

（127.0%） 

6,669 件 

（19.8%） 

12,660 件 

（37.7%） 

22,743件 

（67.7%） 

経常費用

（千円） 

9,912,911 

 

10,553,368 8,250,270 12,524,356 17,758,603 

 

商談参加者の

評価 

4 段階評価で

最上位の評価

を得る割合が

45％以上を目

指す 

― 42.7% 

（94.8%） 

62.4% 

（138.7%） 

53.9% 

（119.8%） 

63.1% 

（140.2%） 

69.6% 

（154.7%） 

経常利益

（千円） 

10,131,224 

 

11,098,538 9,127,281 14,330,236 20,276,171 

 

招請したメディ

アが作成した番

組・記事の接触

者数 

360,000,000

人 

以上 

― 1,716,902,22

7 人 

（476.9%） 

1,026,266,94

6 人 

（285.1%） 

139,847,498

人 

（38.8%） 

327,329,533

人 

（90.9%） 

289,823,619

人 

（80.5%） 

行政コス

ト 

（千円） 

- 10,560,776 

 

8,252,081 12,530,866 17,761,351 

 

③ 

デ
ジ
タ
ル

マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
の

SNS 

ファン数 

10,000,000

人 

6,858,547

人 

7,694,188 人 

（113.1%） 

8,908,041 人 

（112.8%） 

9,646,443

人 

（104.9%

） 

10,407,372

人 

（108.4%） 

11,353,726人 

（113.5%） 

行政サー

ビス実施

コスト 

（千円） 

9,641,452 

 

- - 

 

- 

 

- 
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ウェブサイト

等 

の年間ユーザ

ー 

数 

50,000,000

人 

― 40,608,600人 

（128.9%） 

46,693,086人 

（133.4%） 

13,571,067人 

（33.1%） 

45,852,440人 

（101.9%） 

87,744,627人 

（175.5%） 

従 事 人 員

数 

     

④ 

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
戦
略
的
誘
客
の 

実
現 

個別コンサル

ティン 

グ件数 

4,000 件以上 3,618 件 4,092 件 

（113.7％） 

3,749 件 

（101.3％） 

2,748 件 

（72.3%） 

3,169 件 

（81.3%） 

4,964件 

（124.1%） 

      

情報提供に対

する事業パー

トナーの評価 

4 段階評価

で最上位の

評価を得る

割合が 50%

以上を目指

す 

― 54.2％ 

（108.4％） 

69.2％ 

（138.4％） 

 68.5

% 

（137.0%） 

62.8% 

（125.6%） 

66.1% 

(132.2%) 

      

セミナー等の

開催回 

数 

25 回以上 

― 

38 回 

（152.0％） 

44 回 

（176.0％） 

28 回 

（112.0%） 

 

36 回 

（144.0%） 

36回 

（144.0%） 

      

⑤ 

国
際
会
議
等
の
誘
致
・
開
催
支
援

業
務 

商談件数 3,400 件以

上 

3,407 件 4,148 件 

（122.0％） 

4,963 件 

（146.0％） 

 

432 件 

（12.7%） 

1,504 件 

（44.2%） 

2,968件 

（87.3%） 

      

商談参加者の

評価 

4 段階評価

で最上位の

評価を得る

割合が 30%

以上を目指

す 

― 

45.6％ 

（151.9％） 

51.2％ 

（170.7％） 

70.0% 

（233.3%） 

53.3% 

（177.7%） 

63.8% 

（212.8%） 

      

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

① 国別戦略に基づ

くプロモーションの

徹底 

現地目線のきめ細

かなプロモーション

を推進するため、訪

日プロモーション重

点市場毎に、最新旅

行トレンドを把握

し、ターゲット層等

を明確にした国別戦

略を策定するととも

に、個々の事業ごと

に目標（KPI）を設

定し、事業成果の厳

格な管理・PDCA サ

イクル化を更に徹底

する。また、各国の

状況に精通している

外国人有識者の知見

を活用する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪旅行者

の旅行意欲をかき立

てる魅力的なコンテ

ンツを発掘し、イン

ターネット等の様々

なツールを駆使して

発信することによ

り、日本を旅行先と

して認知・意識して

いない層を取り込む

プロモーションを実

施する。 

 

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

① 国別戦略に基づ

くプロモーションの

徹底 

訪日プロモーショ

ン事業の実施主体と

して、最新の旅行ト

レンドを把握しなが

ら訪日プロモーショ

ン重点市場毎に戦略

を策定し、ターゲッ

ト層を明確にしたう

えで、ブロガーやメ

ディアの招請、ウェ

ブサイトやソーシャ

ルネットワークの活

用等により日本の認

知度を高めるととも

に、有力旅行会社キ

ーパーソンの日本へ

の招請、商談会の開

催等により訪日旅行

商品の造成を促進す

る。 

取組を進めるうえ

では、政府目標の動

向を踏まえ、個々の

事業ごとに招請した

メディアによる番

組・記事の接触者数

等の定量的目標

（KPI）を設定し、

事業成果を厳格に管

理する等、PDCA サ

イクル化を徹底し、

適正かつ効果的に事

業を実施する。ま

＜主な定量的指標＞ 

 

① 国別戦略に基づく

プロモーションの徹底 

・中期期間中に、 機

構のソーシャルネ ッ

トワークサービス の 

フ ァ ン 数 を 1,000

万人にする。 

 

 ・中期期間中に、 機

構が作成するウェ ブ

サイト等の年間ユ ー

ザー数を 5,000 万 人

にする。 

 

 ・機構が提供する訪 

日旅行商品の販売、造

成のための商談件 数

を年 33,600 件以 上

とする。 

 

 ・商談参加者の評価

が、4 段階評価で最上

位の評価を得る割 合

が 45％以上となるこ

とを目指す。  

 

・機構が招請したメ 

ディアが作成した番 

組・記事の接触者数 

を年 3.6 億人以上と 

する。 

 

 

②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

・中期目標期間中に、

機構のソーシャルネッ

＜新型コロナウイルス感

染症による影響と機構の

対応＞ 

・ 中期期間開始以降、令

和元年度までは、大き

な外的要因による制約

なく訪日外客の受入

や、各種プロモーショ

ン事業の実施が行えて

きたところであるが、

令和 2年度以降（中国

等一部市場については

令和元年度第 4四半期

も影響あり）の新型コ

ロナウイルス感染症

（以下：コロナ）の世

界的拡大により、 

- 一部の例外を除く

国際往来の停止や

制限（日本側及び

相手市場側） 

- 市場における度重

なるロックダウン

等や我が国におけ

る緊急事態宣言等

による外出制限・

イベントの開催制

限や中止 

- 旅行関連事業者の

相次ぐ廃業、休業 

等のインバウンドへ極

めて大きな影響が生じ

た。 

・ その結果、計画やその

数値目標達成の前提と

なる、 

- 直接に訪日を促す

広告宣伝 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

（1）① 国別戦略に基づくプ

ロモーションの徹底 

・ コロナ前は、各種プロモ

ーションの適正かつ効率

的な実施で、過去最多の

訪日旅行者数（平成 30

年 3,119 万人、令和元年

3,188 万人）へ貢献。数

値目標を概ね高水準で達

成。 

・ コロナ禍では商談会やメ

ディア招請等の実施等に

影響甚大も、オンライン

等で工夫を凝らし、コロ

ナ収束後を見据え、訪日

意欲・関心の維持・向上

や、新たなテーマの事業

に取り組み、数値目標は

令和 2年度から令和 3年

度では改善。 

・ 水際措置緩和が決まって

以降は、早期のインバウ

ンド回復に向け、緩和内

容を海外向けに迅速に告

知し、訪日旅行の計画や

予約購入を促すプロモー

ションを積極的に展開。

その結果、訪日客の速や

かな回復を実現。 

・ 最終的に、中期数値目標

も、コロナ禍で事業実施

に直接的な影響を受けた

商談件数以外はいずれも

達成。 

 

評定 Ａ 評定 Ａ 

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×３項目×２（重要度の高い項目のた

め）＋Ａ４点×１項目）÷（４項目＋３）＝４ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、

Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、

重要度の高い項目については加重を２倍とし

ている。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 訪日プロモーション業務において、機構は設

定した数値目標のうち、9 項目において令和 3

年度の時点で対中期目標達成率が 100％を超え

ているのが 12 項目中 8 項目（うち 120％越え

が 5 項目）。各種プロモーションの適正かつ効

率的に実施したことにより、令和 1 年度には

3,188 万人という過去最多の訪日外国人旅行者

数に貢献した。 

 また、コロナ禍においても、オンライン等を

駆使し、コロナ収束後を見据え、新たなテーマ

の事業に積極的に取り組んだ。 

以上のことを踏まえ、中期計画における所期

の目標を上回る成果が得られる見込であると

認められることから、A 評価とする。 

  

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜細分化した項目の評定の算術平均＞ 

（Ａ４点×３項目×２（重要度の高い項目のため）

＋Ａ４点×１項目）÷（４項目＋３）＝４ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：

４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い

項目については加重を２倍としている。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 訪日プロモーション業務において、機構は設定

した数値目標のうち、10 項目において令和 4 年度

の時点で対中期目標達成率が 100％を超えてい

るのが 8 項目（うち 120％越えが 6 項目）。各種プ

ロモーションの適正かつ効率的に実施したことに

より、令和元年度には 3,188 万人という過去最多

の訪日外国人旅行者数に貢献した。 

 また、コロナ禍においても、オンライン等を駆使

し、コロナ収束後を見据え、新たなテーマの事業

に積極的に取り組み、令和４年１０月の水際緩和

後は、機動的に訪日プロモーションを展開し、イン

バウンドの速やかな回復に寄与した。 

 

以上のことから、小項目の算術平均に最も近い評

定が A 評定であること、また中期目標における所

期の目標を上回る成果が得られたと認められるた

め、「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当で

あるとの意見で一致した。 
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②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

た、各国の状況に精

通している外国人有

識者等の知見を活用

する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪を中心

とした旅行者の旅行

意欲をかき立てる魅

力的なコンテンツを

発掘し、デジタルマ

ーケティングやその

他市場ごとに有効な

メディア等を活用し

て、旅行先として多

様な魅力を有する日

本を認知・認識さ

せ、訪日無関心層を

訪日関心層へと態度

変容させるためのプ

ロモーションを実施

する 

数値目標 

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

1,000 万人にする。 

・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間ユーザー数を 

5,000 万人にする。 

・中期目標期間中、

機構が提供する訪日

旅行商品の販売、造

成のための商談件数

を年平均 33,600 件

以上とする。 

・中期目標期間中、

商談参加者の評価

が、4 段階評価で最

トワークサービスのフ

ァン数を 1,000 万 人

にする。 

 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成するウ

ェブサイト等の年間ユ

ーザー数を 5,000 万

人 にする。 

 

 

③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

・中期目標期間中に、

事業パートナーに対す

る海外事務所員や本部

職員による個別コ ン

サルティングを 4,000 

件以上とする。 

 

・事業パートナーに対

する調査において、機

構からの情報提供が、

4段階評価で最上 位の

評価を得る割合が 

50％以上となることを

目指す。 

 

・地方公共団体・DMO 

等国内関係主体を対象

に、各種研修会、ワー

クショップ、セミ ナ

ー等を年間 25 回以上

開催し、地方への誘客

等につながる的確な情

報やノウハウ を提供

する。 

 

 

④国際会議等の誘致・

開催支援業務 

・中期目標期間中、海

- 人が集う形態をと

るセミナーや商談

会 

- 実際の訪日を前提

とする招請関連事

業 

等の実施が困難となっ

た他、訪日が難しい環

境下でウェブサイト等

を通じて日本の観光情

報にアクセスする需要

が減少する等、機構の

事業は甚大な影響を被

った。 

・ 一方で、短期的にはコ

ロナ禍において訪日外

客を受け入れできない

中でも、将来のインバ

ウンドの再開に向けた

準備として海外の業界

関係者及び消費者にお

ける情報ニーズは非常

に高く、また、一部諸

外国は我が国に先行し

て国際観光を再開しつ

つあったため、競合国

に市場が奪われるリス

クに対応するべく消費

者に向けて日本への興

味関心を維持・喚起す

る必要があり、コロナ

禍でオフライン事業に

一部制約がある中で

も、ウェビナーやオン

ラインによる情報発信

の強化等、従来とは違

った事業展開も含め対

応を行った。また、中

長期的には、コロナ回

復後を見据えたこれま

でとは異なる新たな市

（1）②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

・ コロナ前は、訪日外国人

旅行者の旅行トレンドを

把握する等データ分析に

基づくマーケティング、

外国人視点によるウェブ

サイト等のコンテンツの

充実等に取り組み、数値

目標も達成。 

・ コロナ禍では、水際規制

でウェブサイトや SNS の

アクセス需要に影響があ

る中、SNS は数値目標を

達成、ウェブサイトユー

ザー数もコロナ禍２年目

は大幅改善し年度の数値

目標を達成。質的にも基

盤整備によりデータ分析

に基づくマーケティン

グ・プロモーションを実

施する体制を強化。 

・ 水際措置緩和が決まって

以降は、インバウンド再

開後のスタートダッシュ

の実現に向け、最新トレ

ンドを踏まえた手法によ

る情報発信等を行い、最

終的に数値目標も高水準

で達成。さらに、機構の

デジタルマーケティング

の知見を最大限活かし広

域 DMO へのデジタルマー

ケティングの助言や広告

展開をし、質の高い国内

支援を実現。 

・ 最終的に、数値目標につ

いては、一部コロナ禍で

未達の年度もあったもの

の、いずれの項目も中期

目標を達成。 
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化するとともに ICT

専門人材を配置し、

訪日外国人旅行者の

移動履歴等ビックデ

ータの解析により旅

行トレンドを把握す

る等データ分析に基

づくマーケティング

の実施や、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本

部・海外事務所にお

いてマーケティング

等の専門人材を配置

し、より効果的な訪

日外国人旅行者の誘

客を行う。 

また、海外におけ

る現地関係者や民間

企業との連携を強化

することにより、イ

ベントやセミナーの

開催、情報発信等オ

上位の評価を得る割

合が 45％以上とな

ることを目指す。 

・中期目標期間中、

機構が招請したメデ

ィアが作成した番

組・記事の接触者数

を年平均 3.6 億人

以上とする。 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

機構のウェブサイト

や SNS（フェイスブ

ック等）の活用等に

より、訪日外国人旅

行者の移動履歴等ビ

ックデータを収集・

分析し、市場別プロ

モーションの最適

化、ウェブサイトの

コンテンツの充実を

進める等、デジタル

技術とデータ分析に

基づくマーケティン

グ及びプロモーショ

ンを実施する。 

数値目標  

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

外の国際会議・インセ

ンティブ旅行主催者等

と、機構、国内 の地

方公共団体及び民間事

業者等との商談件数を

年平均 3,400 件以上

とする。 

 

・商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、4段階評価で

最上位の評価を得 る

割合が 30％以上とな

ることを目指す。 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

①国別戦略に基づくプ

ロモーションの徹底 

訪日プロモーション

事業の実施主体とし

て、最新の旅行トレン

ドを把握しながら訪日

プロモーション重点市

場毎に戦略を策定し、

ターゲット層を明確に

したうえで事業を進め

ているか。また、政府

目標の動向を踏まえ、

個々の事業ごとに招請

したメディアによる番

組・記事の接触者数等

の定量的目標（KPI）

を設定し、事業成果を

厳格に管理する等、

PDCA サイクル化を徹

底し、適正かつ効果的

場変化への対応も含め

た環境整備を行った。 

・ 令和 4年 10 月の水際

措置の大幅緩和後は、

緩和内容を世界に向け

て迅速に告知するとと

もに、イメージ訴求の

情報発信から販売促進

の広告宣伝に移行し、

訪日旅行の計画や予約

購入を促すプロモーシ

ョンを機動的に展開

し、国際往来再開の好

機を逃さず、競合国以

上のペースで訪日客の

速やかな回復を果たし

た。また、地域関係者

への支援としても、水

際措置の大幅緩和後

は、ニーズ変化を踏ま

えた地域から優良な観

光コンテンツの発信や

地域へのフィードバッ

ク、きめ細やかな地域

へのコンサルティング

を実施し、地域による

情報発信力強化に貢献

したほか、更なる地域

との連携強化を目指

し、広域 DMO との連携

協定を締結するなど、

今後に向けた基盤構築

を推進した。さらに、

国際会議棟の誘致・開

催支援においても、水

際措置の大幅緩和前後

のスタートダッシュと

して、時宜を得た開催

地選定の決定権を持つ

キーパーソンの招請や

フォローアップを行

（1）③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

・ コロナ前において、地域

連携部を設置し体制を強

化した上、情報提供や相

談対応により、地方が行

うプロモーションの質の

向上を支援し地方への旅

行者誘客に向け取り組む

とともに、オールジャパ

ン体制でプロモーション

を実施。コロナ前は年度

数値目標も達成。 

・ コロナ禍では、水際規制

による活動減少や出張困

難等で特に海外事務所と

の個別コンサルの機会が

減る中、オンラインでの

リアルタイム発信等の工

夫も行い戦略的に情報発

信。また、地域から収集

したコンテンツの評価・

活用状況等を地域にフィ

ードバックし、コンサル

ティング等を通じて、地

域の観光資源の磨き上げ

に貢献。最終年度には、

国内の地域や企業からな

る賛助団体・会員向けイ

ンバウンド旅行振興フォ

ーラムのリアル開催を再

開し、対面でのコンサル

ティング等を実施。さら

に、広域連携 DMO（観光

地域づくり法人）との連

携協定の締結等の将来に

向けての基盤整備を推進

した。その結果、いずれ

の中期の数値目標も超過

達成をした。 
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ールジャパン体制で

の誘客を図る。 

さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地方

自治体・DMO 等との

連携の促進や地方支

援を専任とする部署

の体制強化により、

地域への誘客・消費

につながる外国人目

線のニーズ等の的確

かつ迅速な情報提供

や地域の観光資源を

掘り起こしプロモー

ションしていくため

のノウハウの提供等

を通じて、地方が行

うプロモーションの

質の向上を支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 万 人にす

る。（再掲） 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間ユーザー数を 

5,000 万人 にす

る。（再掲） 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本

部・海外事務所にお

いてマ ーケティン

グ等の専門人材を配

置し、事業パートナ

ーに対するコンサル

ティングを 実施す

る等、より効果的な

訪日外国人旅行者の

誘客を行う。  

また、在外公館、

他の独立行政法人、

地方自治体、民間企

業等との連携を積極

的に 行い、イベン

トやセミナーの開

催、情報発信等オー

ルジャパン体制での

誘客を図る。 

さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地方

運輸局、地方自治

体・DMO 等との連

携、地方支援を専任

とする部署の体制強

化、地方におけるセ

ミナー等の開催 を

通じて、外国人目線

に事業を実施している

か。更に、各国の状況

に精通している外国人

有識者等の知見を活用

しているか。 

 

②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

デジタルマーケティ

ングを活用して訪 日

外国人旅行者の移 動

履歴等ビックデー タ

の解析により旅行 ト

レンドを把握し、 外

国人視点によるウ ェ

ブサイト等のコン テ

ンツの充実を進め て

いるか。 データ分析

を基に した自治体等

へのコ ンサルティン

グやウ ェブサイト等

を通じ て行う自治体

等の情 報発信の品質

向上を 支援している

か。 

 

③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

在外公館や地方自治

体等と連携し、オール

ジャパン体制で訪日外

国人旅行者の戦略的誘

客が実現しているか。

地方への訪日外国人旅

行者の誘客のために、

地域への誘客・ 消費

につながる外国人目線

ニーズ等の情報提供や

相談対応、地域の観光

資源をプロモーション

していくための助言等

を通 じて、地方が行

い、有望案件につなげ

た。 

 

＜主な業務実績＞ 

（1）①国別戦略に基づく

プロモーションの徹底  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、海外の旅行会

社等の訪日旅行商品

造成・販売支援や観

光情報の発信等の各

種取組を通じて、過

去最多の訪日外国人

旅行者数（平成 30年

3,119 万人、令和元年

3,188 万人）達成に貢

献した。事業の実施

にあたっては、訪日

プロモーション重点

市場ごとに戦略を策

定し、ターゲット層

を明確にした商談会

やメディア招請等の

機会を有効活用し、

地方への誘客促進や

季節分散を図るとと

もに、定量的目標

（KPI）を設定し、事

業成果を厳格に管理

する等、PDCA サイク

ル化を徹底し適正か

つ効果的に事業を展

開した。 

・ コロナ禍以降（令和 2

年度以降）において

は、旅行業界向けに

は収束後を見据え、

海外の旅行会社の訪

日旅行商品の造成・

（2）国際会議等の誘致・開

催支援業務 

・ コロナ前においては、海

外での各種 MICE 関連団

体等との国際ネットワー

クを活用した情報の収集

力・分析力を強化すると

ともに、国内においては

大学・学会・産業界等主

催者と連携し、コロナ前

は数値目標も高い水準で

達成。令和元年は、アジ

ア主要 5カ国における国

際会議の開催件数に占め

る割合は政府目標の「3

割」を超えた。 

・ コロナ禍以降は、水際規

制や見本市の中止等も相

次ぐ中、商談件数は年度

数値目標未達となるも、

オンライン等での創意工

夫で年々改善し、参加者

満足度は目標を大幅に超

過する高い水準。また、

コロナを経て、MICE の

ニーズやトレンドに変化

がみられる中、国内主催

者向けの誘致マニュアル

の改訂や、調査事業を実

施することで、プロモー

ション基盤の質的向上を

実現。さらに、水際措置

の緩和前後のスタートダ

ッシュとして、時宜を得

たキーパーソンの招請や

フォローアップを行い、

有望案件につなげた。 

・ その結果、最終的に、中

期数値目標も、コロナ禍

で事業実施に直接的な影

響を受けた商談件数は未
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(2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

 我が国の MICE 

（Meeting, 

Incentive Travel, 

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推

進基本計画」に位置

づけられている「ア

ジア主要国における

国際会議の開催件数

に占める割合 3 割

以上・アジア最大の

開催国」を達成する

ため、引き続き国際

会議誘致に関する取

組を強化する。ま

た、今後これまで以

上にインバウンドを

伸ばしていくために

は、国際会議のみな

らず、MICE 全体に

対する誘致策を促進

する必要があること

から、国際会議以外

の分野についても取

組を強化する。これ

らの取組に際して

は、2019 年のラグ

ビーワールドカッ

プ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

リンピック、2021 

年のワールドマスタ

ーズという大型スポ

ーツイベントが集中

的に日本で開催さ

れ、日本への注目が

集まる機会を捉え、

ニーズ等の情報提供

や相談対応、地域の

観光資源をプロモー

ションしていくため

の助言等を実施し、

地方が行うプロモー

ションの質の向上を

支援する。 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、事業パートナー

に対する海外事務所

員や本部職員による

個別コ ンサルティ

ングを 4,000 件以

上とする。 

・事業パートナーに

対する調査におい

て、機構からの情報

提供が、4段階評価

で最上 位の評価を

得る割合が 50％以

上となることを目指

す。 

・地方公共団体・

DMO 等国内関係主体

を対象に、各種研修

会、ワークショッ

プ、セミ ナー等を

年間 25 回以上開催

し、地方への誘客等

につながる的確な情

報やノウハウ を提

供する。 

 

 

(2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

我が国の MICE 

（Meeting, 

Incentive Travel, 

うプロモーションの質

の向上を支援している

か。 

 

（2）国際会議等の誘

致・開催支援業務 

「観光立国推進基本計

画」（平成 29 年 3 月 

28 日閣議決定）に位置

づけられている「アジ

ア主要国に おける国

際会議の開 催件数に

占める割合 3 割以上・

アジア最大の開催国」

の達成（目標：2020 年

まで）に貢献するよう、

関係者と連携して国 

際会議誘致に関する取

り組みを強化している

か。 また、ミーティン

グ、インセンティブに

ついては、デスティネ

ーションとしての日本

の認知度向上 に訴求

力のある海外 MICE 見

本市等の ベントや媒

体を活用し、露出効果

の最大化を図っている

か。 

販売に係る知識や意

欲の向上及び継続的

な情報発信による訪

日意欲・関心の維

持・向上等を目指

し、日本の最新情報

を提供するため、ウ

ェビナーの実施・ニ

ュースレター配信・

商談会開催及び参加

等を行った。特に、

オンラインによる商

談会を積極的に実施

し、収束後の訪日旅

行商品の造成・送客

につながる情報提供

及び貴重なネットワ

ーキングの機会を提

供することができ

た。また、一般消費

者向けには SNS やイ

ンフルエンサー等を

重点的に活用して、

訪日旅行の情報発信

を行った。令和 4年

10 月の水際措置の大

幅緩和後は、緩和内

容を世界に向けて迅

速に告知するととも

に、イメージ訴求の

情報発信から販売促

進の広告宣伝に移行

し、訪日旅行の計画

や予約購入を促すプ

ロモーションを機動

的に展開し、国際往

来再開の好機を逃さ

ず、競合国以上のペ

ースで訪日客の速や

かな回復を果たし

た。 

達であったが、満足度は

達成した。 

 

 

・ 以上を踏まえ、訪日プロ

モーション等の業務につ

いて、中期計画における

所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。。 

なお、新型コロナウイルス感

染症により影響が生じている

が、「独立行政法人の評価に関

する指針」（総務大臣決定）に

おいて、「予測し難い外部要因

により業務が実施できなかっ

た場合や、外部要因に対して

当該法人が自主的な努力を行

っていた場合には、評定にお

いて考慮するものとする。」と

ある点を考慮する。 



12 

効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大

型スポーツイベント

開催後も見据えた 

MICE の誘致につな

げる必要がある。 

上記を踏まえ、具

体的な活動として

は、海外においては

各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用し、世界

の MICE 市場の動向

及び競合する都市や

団体による誘致活動

に関する情報の収集

力・分析力を強化

し、今後の市場トレ

ンドの把握や課題の

整理・解決を図ると

ともに、デスティネ

ーションとしての日

本への関心を喚起す

るコンテンツの作成

や、デジタルマーケ

ティングを活用した

プロモーションを展

開する等の取組を実

施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、大

学・産業界等国内主

催者との一層の関係

強化・支援強化に取

り組む。これらの活

動に際し、地域のコ

ンベンションビュー

ローとの役割分担を

明確にして効率化を

図る一方、我が国の

ナショナルコンベン

ションビューローと

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推

進基本計画」（平成 

29 年 3 月 28 日閣

議決定）に 

位置づけられている

「アジア主要国にお

ける国際会議の開催

件数に占める割合 3 

割以上・アジア最大

の開催国」の達成に

貢献するよう、引き

続き国際会議誘致に

関する取組を強化す

る。また、今後これ

まで以上にインバウ

ンドを伸ばしていく

ためには、国際会議

のみならず、MICE 

全体に対する誘致策

を促進する必要があ

ることから、ミーテ 

ィング、インセンテ

ィブ等国際会議以外

の分野についても取

組を強化する。これ

らの取組に際して

は、2019 年のラグ

ビーワールドカッ

プ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

リンピック、2021 

年のワールドマスタ

ーズという大型スポ

ーツイベントが集中

的に日本で開催さ

れ、日本への注目が

集まる機会を捉え、

効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大

（1）②デジタルマーケテ

ィングの本格導入  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、訪日外国人旅

行者の旅行トレンド

を把握する等データ

分析に基づくマーケ

ティング、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実に取り組むとと

もに、機構のノウハ

ウを提供することに

より、自治体等の情

報発信の品質の向上

も支援した。 

・ コロナ禍（令和 2年

度以降）において

は、機構の SNS のフ

ァン数については、

新たな市場での SNS

アカウントの開設

や、各 SNS アカウン

トで日々創意工夫を

凝らした投稿を行っ

たこと等が寄与し、

コロナ禍において日

本の観光情報にアク

セスする需要が減少

する中でも、目標を

上回るファン数の増

加を実現した。ま

た、デジタルマーケ

ティングへの対応に

ついて、組織体制の

整備に加え、高度専

門人材の知見や、SNS

やウェブサイトユー

ザーの動向を把握す

るデータ基盤を整備



13 

しての機能を強化す

る。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

イベントや媒体との

連携により、露出効

果の最大化を図る。

加えて産業界と連携

し、海外に対する訴

求を強化する。 

なお、これらの各種

取組に当たっては、

成果の最大化の観点

から、支援対象等の

選択と集中の徹底及

び効率的な実施に留

意することとする。 

型スポーツイベント

開催後も見据えた 

MICE の誘致につな

げるよう留意する。

上記を踏まえ、具体

的な活動としては、

海外においては 

ICCA（国際会議協

会：International 

Congress and 

Convention 

Association）等と

の国際ネットワーク

を活用し、世界の 

MICE 市場の動向及

び競合する都市や団

体による誘致活動に

関する情報の収集

力・分析力を強化

し、今後の市場トレ

ンドの把握や課題の

整理・解決を図ると

ともに、日本の 

MICE ブランド・コ

ンセプトに基づき、

デスティネーション

としての日本への関

心を喚起するコンテ

ンツやデジタルマー

ケティングを活用し

たプロモーションを

展開する等の取組を

実施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、

MICE アンバサダー

等国内主催者との一

層の関係強化・支援

強化に取り組む。こ

れらの活動に際し、

地域のコンベンショ

ンビューローとの役

することで、データ

分析に基づくマーケ

ティング・プロモー

ションを実施する体

制を強化した。令和 4

年 10月の水際措置の

大幅緩和後は、緩和

内容を世界に向けて

迅速に告知するとと

もに、イメージ訴求

の情報発信から販売

促進の広告宣伝に移

行し、訪日旅行の計

画や予約購入を促す

プロモーションを機

動的に展開し、国際

往来再開の好機を逃

さず、競合国以上の

ペースで訪日客の速

やかな回復を果たし

た。 

（1）③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、戦略的な訪日

外国人旅行者の誘客

のため、在外公館、

他の独立行政法人、

地方自治体、民間企

業等との連携を通じ

て、オールジャパン

体制でプロモーショ

ンを行うとともに、

情報提供や相談対応

により、地方が行う

プロモーションの質

の向上を支援し、地

方への旅行者の誘客
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割分担を明確にして

効率化を図る一方、

我が国のナショナル

コンベンションビュ

ーローとしての機能

を強化する。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

海外 MICE 見本市等

のイベントや媒体を

活用し、露出効果の

最大化を図る。加え

て産業界と連携し、

海外に対する訴求を

強化する。 

なお、これらの各

種取組に当たって

は、成果の最大化の

観点から、支援対象

等の選 

択と集中の徹底及び

効率的な実施に留意

することとする。 

 

数値目標 

・中期目標期間中、

海外の国際会議・イ

ンセンティブ旅行主

催者等と、機構、国

内 の地方公共団体

及び民間事業者等と

の商談件数を年平均 

3,400 件以上とす

る。 

・商談参加者に対す

る調査において、商

談の評価が、4段階

に向けた取組を行っ

た。 

・ コロナ禍以降（令和 2

年度以降）において

は、コロナ禍におけ

るインバウンドに関

する情報を、様々な

手法を通じて各地の

事業パートナーに提

供するとともに、終

息後を見据え、地方

自治体等との連携に

よりオールジャパン

体制で日本の魅力を

戦略的に発信した。

また、地域からの優

良観光コンテンツの

発信や地域へのフィ

ードバック、きめ細

やかな地域へのコン

サルティングを実施

し、地域による情報

発信力強化に貢献。、

最終年度には、更な

る地域との連携強化

を目指し、広域 DMO

との連携協定を締結

するなど、今後に向

けた基盤構築を推進

した。 

 

（2）国際会議等の誘致・

開催支援業務   

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、海外において

は各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用した情報

の収集力・分析力を
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評価で最上位の評価

を得 る割合が 30％

以上となることを目

指す。 

 

強化するとともに、

国内においては大

学・学会・産業界等

主催者と連携し、国

際会議の誘致やイン

センティブ旅行誘致

等の活動を強化し

た。海外競合国・地

域との誘致競争が激

しさを増す中、日本

における国際会議開

催件数は、527 件

（ICCA 統計（平成 31

年）前年比 7.1％増、

アジア・太平洋地域

で 2位、世界総合ラ

ンキング第 8位）と

なった。アジア主要 5

カ国における国際会

議の開催件数に占め

る割合は 30.1％とな

り、政府目標の「3

割」を超えた。 

・ コロナ禍以降（令和 2

年度以降）において

は、海外で開催され

る大型見本市や機構

が開催する予定であ

ったセミナーや商談

会が中止となり、商

談件数の数値目標は

達成できなかった

が、コロナを経て、

MICE の開催形式が変

化し、サステナビリ

ティへの意識が向上

する中、機構はナシ

ョナルコンベンショ

ンビューローとして

いち早くこれらの変

化にキャッチし、国



16 

内主催者への支援の

実施や、サステナビ

リティへの調査事業

等を実施すること

で、日本の MICE プロ

モーション基盤の質

的向上を実現。ま

た、水際措置の大幅

緩和前後のスタート

ダッシュとして、時

宜を得た開催地選定

の決定権を持つキー

パーソンの招請やフ

ォローアップを行

い、有望案件につな

げた。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

（1）①国別戦略に基づく

プロモーションの徹底 

・ 機構 SNS ファン数：R4

年 度 時 点 累 計 

11,353,726 人（対中

期 目 標 達 成 率

113.5％） 

(各年度目標達成率 

H30：113.1％、R1：

112.8％、R2：104.9％、

R3：108.4％、R4：

113.5％) 

・ 機構作成ウェブサイ

ト等の年間ユーザー

数：期間中最高実績 

87,744,627 人（対中

期 目 標 達 成 率

175.5％） 

(各年度目標達成率 

H30：128.9％、R1：

133.4％、R2：33.1％、

R3：101.9％ 、R4：

175.5％) 
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・ 機構提供商談件数：

H30-R4 年 度 平 均 

25,346 件（対中期目

標達成率 75.4％） 

(各年度目標達成率 

H30：124.9％、R1：

127.0％、R2：19.8％、

R3：37.7％ 、R4：

67.7％) 

・ 商談参加者評価 4 段

階評価最上位評価割

合：H30-R4 年度平均

58.3％（対中期目標達

成率 129.6％） 

(各年度目標達成率 

H30：94.8％、R1：

138.7％、R2：119.8％、

R3：140.2％ 、R4：

154.7％ ) 

・ 招請メディアによる

番組・記事接触者数：

H30-R4 年 度 平 均

700,033,965 人（対中

期 目 標 達 成 率

194.5％） 

(各年度目標達成率 

H30：476.9％、R1：

285.1％、R2：38.8％、

R3：90.9％ 、R4：

80.5％) 

 

（1）②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

・ ＜再掲＞機構 SNS フ

ァン数：R4 年度時点

累計 11,353,726 人

（対中期目標達成率

113.5％） 

・ ＜再掲＞機構作成ウ

ェブサイト等の年間

ユーザー数：期間中最
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高実績 87,744,627

人（対中期目標達成率

175.5％） 

 

（1）③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

・ 事業パートナーへの

個別コンサルティン

グ件数 

：期間中最高実績（R4

年度）4,964 件（対中

期 目 標 達 成 率

124.1％）  

(各年度目標達成率 

H30：113.7％、R1：

101.3％、R2：72.3％、

R3：81.3％ 、R4：

124.1％ ) 

・ 地方公共団体等向け

各種研修会、セミナー

等開催件数 

：H30-R4 年度平均約

36 回 （対中期目標達

成率 145.6％） 

(各年度目標達成率 

H30：152.0％、R1：

176.0％、R2：112.0％、

R3：144.0％ 、R4：

144.0％ ) 

・ 機構による情報提供

の 4 段階評価最上位

評価割合 

： H30-R4 年度平均

64.2％（対中期目標達

成率 128.3％） 

(各年度目標達成率 

H30：108.4％、R1：

138.4％、R2：137.0％、

R3：125.6％ 、R4：

132.2％ ) 
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（2）国際会議等の誘致・

開催支援業務 

・ 機構、国内の地方公共

団体及び民間事業者

等による商談件数 

： H30-R4 年度平均

2,803 件（対中期目標

達成率 82.4％） 

(各年度目標達成率 

H30：122.0％、R1：

146.0％、R2：12.7％、

R3：44.2％ 、R4：

87.3％ ) 

・ 商談参加者による 4 

段階評価最上位評価

割合 

： H30-R4 年度平均

56.8％（対中期目標達

成率 189.3％） 

(各年度目標達成率 

H30：151.9％、R1：

170.7％、R2：233.3％、

R3：177.7％ 、R4：

212.8％ ) 

 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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(1)―①国別戦略に基づくプロモーションの徹底 

１．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモー

ション業務 

 

①国別戦略に基づ

くプロモーション

の徹底 

現地目線のきめ

細かなプロモーシ

ョンを推進するた

め、訪日プロモー

ション重点市場毎

に、最新旅行トレ

ンドを把握し、タ

ーゲット層等を明

確にした国別戦略

を策定するととも

に、個々の事業ご

とに目標（KPI）を

設定し、事業成果

の厳格な管理・

PDCAサイクル化を

更に徹底する。ま

た、各国の状況に

精通している外国

人有識者の知見を

活用する。 

さらに、滞在期

間が長く、旅行消

費額も多い欧米豪

旅行者の旅行意欲

をかき立てる魅力

的なコンテンツを

発掘し、インター

ネット等の様々な

ツールを駆使して

発信することによ

り、日本を旅行先

(1) 訪日プロモー

ション業務 

 

①国別戦略に基づ

くプロモーション

の徹底 

 訪日プロモー

ション事業の実施

主体として、最新

の旅行トレンドを

把握しながら訪日

プロモーション重

点市場毎に戦略を

策定し、ターゲッ

ト層を明確にした

うえで、ブロガー

やメディアの招

請、ウェブサイト

やソーシャルネッ

トワークの活用等

により日本の認知

度を高めるととも

に、有力旅行会社

キーパーソンの日

本への招請、商談

会の開催等により

訪日旅行商品の造

成を促進する。 

取組を進めるう

えでは、政府目標

の動向を踏まえ、

個々の事業ごとに

招請したメディア

による番組・記事

の接触者数等の定

量的目標（KPI）

を設定し、事業成

＜主な定量的指標＞ 

・中期期間中に、 

機構のソーシャルネ 

ットワークサービス 

の フ ァ ン 数 を 

1,000 万人にする。 

 

 ・中期期間中に、 

機構が作成するウェ 

ブサイト等の年間ユ 

ーザー数を 5,000 

万 人にする。 

 

 ・機構が提供する

訪 日旅行商品の販

売、造成のための商

談件 数を年 33,600 

件以 上とする。 

 

 ・商談参加者の評

価が、4 段階評価で

最上位の評価を得る

割 合が 45％以上と

なることを目指す。  

 

・機構が招請したメ 

ディアが作成した番 

組・記事の接触者数 

を年 3.6 億人以上

と する。 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和元年度）においては、

海外の旅行会社等の訪日旅行商品造成・販売支援

や観光情報の発信等の各種取組を通じて、過去最

多の訪日外国人旅行者数（平成 30年 3,119 万人、

令和元年 3,188 万人）達成に貢献した。事業の実

施にあたっては、訪日プロモーション重点市場毎

に戦略を策定し、ターゲット層を明確にした商談

会やメディア招請等の機会を有効活用し、地方へ

の誘客促進や季節分散を図るとともに、定量的目

標（KPI）を設定し、事業成果を厳格に管理する

等、PDCAサイクル化を徹底し適正かつ効果的に事

業を展開した。国別戦略に基づく各市場に向けた

主な取組事例は以下のとおり。 

 

【日本の認知度向上にむけた情報発信の強化】 

（取組例） 

・ 平成 29 年度から令和元年度に制作した

グローバルキャンペーン事業の動画を

活用し、令和元年度にオンラインで広

告を展開した。広告の実施にあたって

は最も効果的な媒体、実施時期、ター

ゲット、利用クリエイティブを設定

し、「Google Display Network」,

「YouTube」,「Crimtan」,「RTL」,

「Adobe」,「National Geographic」,

「Conde Nast Traveler」,「Trip 

Advisor」の媒体を使用し、広告配信と

リマーケティングを行った。その結

果、総インプレッション数 29億 4,539

万 2,255 回、動画視聴回数 1億 2,574

万 3,138 回、クリック数 1,388 万

1,069 回を達成した。 

・ 令和元年度、欧米豪市場向けプロモー

ションの一環として、グローバルチャ

ンネルである「BBC」、「CNN」、

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

【数値目標】 

・ 中期計画における数

値目標は、コロナ禍

で事業実施に直接的

な影響を受けた商談

件数以外は、いずれ

も超過達成した。デ

ジタル施策や満足度

は順調に実績を積み

重ね推移したが、商

談件数や招請メディ

アによる番組・記事

接触者数は、コロナ

前は順調な推移だっ

たものの、令和 2年

度以降はコロナの影

響により、実施困難

やニーズの減退等が

直接的に影響した。

そのため、特に、商

談件数は、コロナ禍

の減退が大きく影響

し、中期目標を下回

る実績となった。な

お、水際措置緩和が

決まって以降は、順

調な推移となってい

る。 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以

下のような成果を挙げた

（個々の詳細な取組は主

な業務実績を参照）。 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

数値目標については、コロナによる不可

抗力の外部要因による事業影響のため、

ウェブサイト等の年間ユーザー数、商談

件数、メディア招請接触者媒体者数につ

いては特に大きな影響があった。また、

ウェブサイト等の年間ユーザー数につ

いては、世界の個人情報保護規制により

一部の数値集計ができなくなる外部要

因があった。 

 機構作成ウェブサイト等の年間ユーザ

ー数、機構提供商談件数、招請メディア

による番組・記事接触者数について、外

部要因の影響がないコロナ前の平成 30

年度、令和元年度の２ヵ年において、そ

れぞれ目標達成率 120％を超えている点

は評価できる。特に、招請メディアによ

る番組・記事接触者数については、中期

の数値目標の達成率は令和 3年度時点で

も 222.9%と、コロナ前の実績により極め

て高い達成率となっている。コロナ禍に

おいても、ウェブサイト等の年間ユーザ

ー数については、アクセス需要が減少す

る中で、東京 2020 オリンピック・パラリ

ンピック大会開催にあわせた特設ウェ

ブサイトへの誘引強化等の工夫を凝ら

した結果、令和 3年度は年度目標を達成

したことに加え、個人情報保護規制の影

響がない場合の令和 3年度の推計値とし

ては、最大 5,080 万人で、中期の数値目

標を上回る値となっている。 

また、商談件数について、コロナ禍に

おいては、コロナの影響により大規模な

イベントの中止、延期等を世界的に余儀

なくされたことに加え、旅行関連業界全

体が大きな影響を受け、廃業・休業する

＜評定に至った理由＞ 

数値目標については、コロナによる不可抗

力の外部要因による事業影響のため、ウェ

ブサイト等の年間ユーザー数、商談件数、

メディア招請接触者媒体者数については

特に大きな影響があった。また、ウェブサイ

ト等の年間ユーザー数については、世界の

個人情報保護規制により一部の数値集計

ができなくなる外部要因があった。 

 機構作成ウェブサイト等の年間ユーザー

数、機構提供商談件数、招請メディアによ

る番組・記事接触者数について、外部要因

の影響がないコロナ前の平成 30 年度、令

和元年度の２ヵ年において、それぞれ目標

達成率 120％を超えている点は評価でき

る。特に、招請メディアによる番組・記事接

触者数については、中期の数値目標の達

成率は令和 4 年度時点でも 194.5%と、コロ

ナ前の実績により極めて高い達成率となっ

ている。コロナ禍においても、ウェブサイト等

の年間ユーザー数については、アクセス需

要が減少する中で、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック大会開催にあわせた特設ウェ

ブサイトへの誘引強化等の工夫を凝らした

結果、令和 3 年度は年度目標を達成したこ

とに加え、個人情報保護規制の影響がない

場合の令和 3 年度の推計値としては、最大

5,080 万人で、中期の数値目標を上回る値

となっている。 

また、商談件数について、コロナ禍にお

いては、コロナの影響により大規模なイベン

トの中止、延期等を世界的に余儀なくされ

たことに加え、旅行関連業界全体が大きな

影響を受け、廃業・休業する会社も多く、商

談会参加者の確保が難しい状況もあった

が、オンライン開催等の工夫を凝らした結
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として認知・意識

していない層を取

り込むプロモーシ

ョンを実施する。 

 

果を厳格に管理す

る等、PDCA サイ

クル化を徹底し、

適正かつ効果的に

事業を実施する。

また、各国の状況

に精通している外

国人有識者等の知

見を活用する。 

さらに、滞在期

間が長く、旅行消

費額も多い欧米豪

を中心とした旅行

者の旅行意欲をか

き立てる魅力的な

コンテンツを発掘

し、デジタルマー

ケティングやその

他市場ごとに有効

なメディア等を活

用して、旅行先と

して多様な魅力を

有する日本を認

知・認識させ、訪

日無関心層を訪日

関心層へと態度変

容させるためのプ

ロモーションを実

施する 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、機構のソーシ

ャルネットワーク

サービスのファン

数を 1,000 万人

にする。 

・中期目標期間中

に、機構が作成す

るウェブサイト等

の年間ユーザー数

を 5,000 万人に

①国別戦略に基づく

プロモーションの徹

底 

訪日プロモーショ

ン事業の実施主体と

して、最新の旅行ト

レンドを把握しなが

ら訪日プロモーショ

ン重点市場毎に戦略

を策定し、ターゲッ

ト層を明確にしたう

えで事業を進めてい

るか。また、政府目標

の動向を踏まえ、

個々の事業ごとに招

請したメディアによ

る番組・記事の接触

者数等の定量的目標

（KPI）を設定し、事

業成果を厳格に管理

する等、PDCA サイク

ル化を徹底し、適正

かつ効果的に事業を

実施しているか。更

に、各国の状況に精

通している外国人有

識者等の知見を活用

しているか。 

「Euronews」の 3社において、日本の

紹介番組を放映した。ニュースメディ

アならではの視点で、ターゲットのよ

り深い興味・関心に訴える番組制作を

行うとともに、3社を同時に活用する

ことで、各社のエリア及びターゲット

特性を捉え、より広いリーチを達成す

ることが出来た。なお、「BBC」は令和

元年度に制作した桜動画を活用し、9

月～10 月まで 956 本の CM を放送した

（CM視聴可能世帯数 3億 3,047 万 5千

世帯）。 

BBC：4分番組を 5本制作、11 月 12 日～2月

4日で 4分版 110 回、23分編成版 24 回放送

（番組視聴可能世帯数 4億 3,000 万世帯） 

CNN：90 秒番組を 3本制作、10月 19 日～12

月 15 日に 249 回放送（番組視聴可能世帯数

4億 5,000 万世帯） 

Euronews：3分番組を 7本制作、1月 3日～

12 月 22 日に 112 回放送（番組視聴可能世帯

数 3億 7,651 万 2,000 世帯） 

 

【有力旅行会社・キーパーソンの日本への招請、

商談会の開催、出展を通じたプロモーション

等】 

（取組例） 

・ 令和元年、東アジア市場の旅行会社 76

社を招いて大規模商談会「VISIT JAPAN 

Travel Mart 2019 -EAST ASIA-」を開催

した。四国地方の国内セラーも多く参加

した本商談会では、1,672 件の商談が活

発に行われ、商談会後のファムトリップ

では全 5 コースに分かれて四国全県を

巡り、食や自然、地域ならではの体験等、

多様なコンテンツの知識を深め、夏期シ

ーズン以降の商品造成を図った。 

・ 令和元年、豪州（メルボルン、シドニー）

において、現地旅行会社やメディア等を

対象としたセミナー・商談会「ジャパン・

ロードショー（Japan Roadshow） 2019」

を開催した。メルボルンでは、日本から

＜コロナ前＞ 

・ 日本の認知度向上に

むけた情報発信の強

化 （例：動画やオ

ンライン広告等によ

るグローバルキャン

ペーン） 

・ RWC2019 を契機とした

プロモーション

（例：特設サイトや

レセプション等によ

るメディア向け情報

発信等） 

・ 東北への誘客拡大に

向けた取組 （例：

OTA 連携共同プロモー

ション） 

・ 外国人有識者等の知

見を活用した取組 

（例：海外アドバイ

ザリーボード意見の

事業への反映） 

・ 災害発生地域に関す

る取組 （例：台風

21 号被災地へのメデ

ィア招請） 

＜コロナ禍＞ 

・ オリパラを契機とし

たメディア向け情報

発信 （例：聖火リ

レー取材ツアー、ニ

ュースレター発信） 

・ 訪日旅行再開に向け

た旅行会社等を対象

とした情報発信及び

関係強化（例：ウェ

ビナー、オンライン

商談会） 

・ 高付加価値旅行の取

組の強化、日本にお

けるサステナブル・

ツーリズムやアドベ

会社も多く、商談会参加者の確保が難し

い状況もあったが、オンライン開催等の

工夫を凝らした結果、令和 3年度は令和

2 年度の実績を大きく上回る結果を得た

点は評価できる。 

なお、コロナでの事業実施に影響があ

る事業類型がある中、数値目標にはなか

ったものの、例えば、令和 3年度、オリ

パラを契機としたメディアミックスで

の情報発信として、グローバルメディア

にて TVCMを放映、その他バナーや動画を

使ったオンライン広告や屋外広告も実

施し、訪日プロモーション動画視聴者数

が 3.1 億回以上を記録したり、来日制限

があった海外メディア向けには、在京メ

ディア招請に加え、有力メディアに対

し、ニュースレター等での情報提供や個

別アプローチを実施して媒体接触者数

13.4 億人を記録したりと、コロナ禍でも

できる事業類型については工夫を凝ら

して実施し成果を上げた点は大きく評

価できる。 

 また、SNS ファン数については、コロ

ナ禍でアクセス需要が減少する中、訪日

への興味関心維持のための SNS キャンペ

ーン等の工夫を凝らした結果、年度数値

目標を達成し、中期の数値目標も令和３

年度時点で既に達成している。 

 その他、商談参加者の評価が４段階の

うち最上位の評価を得た割合は、中期の

数値目標に対して、令和 3年度までの時

点で 123.3%（達成率）となり、高い満足

度が得られている。 

また、定性的にも日本の認知度向上に

むけた情報発信の強化として、コロナ前

には動画やオンライン広告等によるグ

ローバルキャンペーンを行い、コロナ禍

においては在留外国人をインフルエン

サーとして活用した新たな情報発信に

取り組む等、情報提供の強化を図った。

更に、コロナ禍における持続可能な開発

目標（SDGs）への意識の高まり等を踏ま

果、令和 3・4 年度は令和 2 年度の実績を

大きく上回る結果を得た点は評価できる。 

なお、コロナでの事業実施に影響がある

事業類型がある中、数値目標にはなかった

ものの、例えば、令和 3 年度、オリパラを契

機としたメディアミックスでの情報発信とし

て、グローバルメディアにて TVCM を放映、

その他バナーや動画を使ったオンライン広

告や屋外広告も実施し、訪日プロモーショ

ン動画視聴者数が 3.1 億回以上を記録した

り、来日制限があった海外メディア向けに

は、在京メディア招請に加え、有力メディア

に対し、ニュースレター等での情報提供や

個別アプローチを実施して媒体接触者数

13.4 億人を記録したりと、コロナ禍でもでき

る事業類型については工夫を凝らして実施

し成果を上げた点は大きく評価できる。 

 また、SNS ファン数については、コロナ禍

でアクセス需要が減少する中、訪日への興

味関心維持のための SNS キャンペーン等

の工夫を凝らした結果、年度数値目標を達

成し、中期の数値目標も令和３年度時点で

既に達成している。 

 その他、商談参加者の評価が４段階のう

ち最上位の評価を得た割合は、中期の数

値目標に対して、令和 4 年度までの時点で

129.6%（達成率）となり、高い満足度が得ら

れている。 

また、定性的にも日本の認知度向上に

むけた情報発信の強化として、コロナ前に

は動画やオンライン広告等によるグローバ

ルキャンペーンを行い、コロナ禍において

は在留外国人をインフルエンサーとして活

用した新たな情報発信に取り組む等、情報

提供の強化を図った。更に、コロナ禍にお

ける持続可能な開発目標（SDGs）への意識

の高まり等を踏まえ、令和 3 年に「SDGs へ

の貢献と持続可能な観光（サステナブル・ツ

ーリズム）の推進に係る取組方針」を策定

し、サステナブル・ツーリズムの観点から訪

日旅行の魅力を紹介する取組を行った点

等は、先進的な取組として高く評価する。 



22 

する。 

・中期目標期間

中、機構が提供す

る訪日旅行商品の

販売、造成のため

の商談件数を年平

均 33,600 件以上

とする。 

・中期目標期間

中、商談参加者の

評価が、4 段階評

価で最上位の評価

を得る割合が 

45％以上となるこ

とを目指す。 

・中期目標期間

中、機構が招請し

たメディアが作成

した番組・記事の

接触者数を年平均 

3.6 億人以上とす

る。 

54 団体、現地から 134 人、シドニーでは

日本から 56 団体、現地から 188 人が参

加した。（いずれも過去最大規模での開

催）。同商談会では、ウィンタースポーツ

だけでなく、ラグビーワールドカップ等

のイベントや年間を通じた魅力を伝え

るプレゼンテーションを実施する等、グ

リーンシーズンも含めた情報提供を実

施した。また、2月にブリスベン、12 月

にシドニーにおいても同セミナー・商談

会を開催した。ブリスベンでは日本 40

団体・現地 133 人、シドニーでは日本 53

団体・現地 186 人が参加し、各地で活発

にネットワーキングが行われた。機構の

プレゼンテーションでは、機構が発行し

た地方の体験コンテンツを収録した冊

子「100 Experiences in Japan」に掲載

されている体験型観光を抜粋して紹介

し地方の魅力発信を強化した。 

・ 英国旅行業協会（ABTA：Association 

of British Travel Agents）の年次総

会「The Travel Convention」が令和元

年 10月 7日～9日まで東京にて開催さ

れた。同総会はアジア初開催の ABTA の

一大イベントであり、ABTA に加盟する

旅行会社の幹部及び旅行メディアの編

集長等約 450 人のキーパーソンが一堂

に会した。機構は、ウェルカムレセプ

ションや日帰りツアーを主催する等、

開催を支援するとともに、会期中のセ

ミナーでのプレゼンテーションや、会

期前後の旅行会社及びメディア招請等

の実施を通して、ABTA のキーパーソン

に訪日旅行の魅力をアピールし、英国

からの訪日旅行の拡大に向けて働きか

けを行った。 

 

【RWC2019 開催を契機としたプロモーション】  

RWC2019 開催を契機とした以下のようなプロ

モーションを実施することで、欧米豪主要国

からの訪日外国人旅行者数の増加に貢献し

ンチャートラベルの

魅力発信 

・ 新型コロナウイルス

感染症を受けた正確

な情報発信（例：コ

ロナ関連情報発信サ

イトを通じた水際情

報等提供） 

・ コロナからの回復と

今後の拡大に向けた

訪日マーケティング

戦略の策定 

＜水際措置緩和決定後＞ 

・ 水際措置緩和前後の

インバウンド回復に

向けたスタートダッ

シュの取組 

 （例：水際措置の段階

的な緩和を踏まえた情報

発信、機動的な告知、総

理外遊に併せた現地旅行

業界向けセミナー、本邦

航空会社と連携した集中

的なプロモーション等） 

 

【総合評価】 

・ コロナ前は、各種プ

ロモーションの適正

かつ効率的な実施

で、過去最多の訪日

旅行者数（平成 30年

3,119 万人、令和元年

3,188 万人）へ貢献。

数値目標を概ね高水

準で達成。 

・ コロナ禍では商談会

やメディア招請等の

実施等に影響甚大

も、オンライン等で

工夫を凝らし、コロ

ナ収束後を見据え、

訪日意欲・関心の維

え、令和 3年に「SDGs への貢献と持続可

能な観光（サステナブル・ツーリズム）

の推進に係る取組方針」を策定し、サス

テナブル・ツーリズムの観点から訪日旅

行の魅力を紹介する取組を行った点等

は、先進的な取組として高く評価する。 

また、令和４年７月４日に開催した外

部有識者会議においても「自己評価は妥

当」、「機構の中期計画見込みについて

は、自己評価どおりでよい」といったコ

メントがあり、何れの委員も自己評価に

対しては適切な評価である旨評価され

ていた。 

以上を踏まえ、機構は中期計画におけ

る所期の目標を上回る成果が得られる

見込であると認められるため、Ａ評価と

する。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善

方策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

また、令和５年７月６日に開催した外部有

識者会議において、委員からは、「自己評

価は妥当」、「機構の中期計画」ついては、

自己評価どおりでよい」といったコメントがあ

り、自己評価に対しては適切な評価である

旨評価されていた。 

 

以上のことから、数値目標の一部（商談

件数）について目標未達になっているが、

コロナによる外的要因も考慮した上で、中

期目標における所期の目標を上回る成果

が得られたと認められるため、「A」評定とす

る。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が

妥当であるとの意見で一致した。 
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た。また前回イングランド大会と比べた際

の、各開催都市の観客動員数シェアの分散化

にも貢献した（前回イングランド大会時はロ

ンドンが全体の約 50.1％のシェア。今回大

会では最大の横浜で 23.6％となった。）。 

（令和元年 9月から 10月期の主要国の訪日

外国人旅行者の推移） 

市場 

令和元年 9

月～10 月 

平成 30年

9 月～10

月 

対前年同

期比 

英国 118,000 人 63,754 人 85.1％増 

フ ラ ン

ス 

66,000 人 54,463 人 21.2％増 

豪州 112,100 人 96,061 人 16.7％増 

ニ ュ ー

ジ ー ラ

ンド 

27,000 人 14,571 人 85.3％増 

（取組例） 

・ 機構の運営するメディア向けサイト

JOMC（ジャパン・オンライン・メディ

ア・センター）に RWC2019 特設ページ

を開設した。メディアの取材や記事執

筆に寄与する開催 12 都市の観光情報等

を自治体と連携して収集し、特設ペー

ジにおいて、各都市のイベント情報、

撮影スポット、メディアツアー等を紹

介した。併せてメディア対応窓口（メ

ディア・ホットライン）も設置したこ

とにより海外メディアの記事化につな

がった。 

・ ワールドラグビー主催の RWC2019 放送

メディア向け説明会議の開催に合わせ

てレセプションを主催し、海外メディ

ア 40人の招待と併せ、大会関係者、自

治体職員等の計 82人が参加した。レセ

プションでは海外メディアへ訪日プロ

モーションを行うとともに、開催 12 都

市の自治体職員がメディアと直接ネッ

トワーキングする機会を設けた。（対象

国・地域：英国、アイルランド、フラ

持・向上や、新たな

テーマの事業に取り

組み、数値目標は令

和 2年度から令和 3

年度では改善。 

・ 水際措置緩和が決ま

って以降は、早期の

インバウンド回復に

向け、緩和内容を海

外向けに迅速に告知

し、訪日旅行の計画

や予約購入を促すプ

ロモーションを積極

的に展開。その結

果、訪日客の速やか

な回復を実現。 

・ 最終的に、中期数値

目標も、コロナ禍で

事業実施に直接的な

影響を受けた商談件

数以外はいずれも達

成。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回

る成果が得られたと評価。 
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ンス、イタリア、豪州、ニュージーラ

ンド、米国、ラテンアメリカ） 

 

【一般消費者向けの博覧会への参加、航空会社と

の共同広告等を通じたプロモーション】 

（取組例） 

・ 令和元年度、台湾（台北市・高雄市・

台中市）において旅行博に出展した。

展示ブースでは台湾で人気上昇中のア

クティビティ（マラソン、サイクリン

グ等）のスケジュールを網羅したパネ

ルを展示した一方、ステージでは津軽

三味線の演奏、参加企業の独自ゲーム

イベント、現地旅行会社の訪日旅行の

プレゼンテーション等を開催し、各自

治体や企業が日本の魅力を発信するジ

ャパンエリア全体への集客と回遊性を

高めた結果、台北 5万 9,872 人、台中

5万 5,680 人、高雄 5万 1,952 人が来

場した。 

 

【東北への誘客拡大に向けた取組】 

（取組例） 

・ 令和元年度に、米国、豪州、英国、中国、

香港、台湾、タイ、シンガポール市場を

対 象 に 、 OTA （ Expedia 、 Ctrip 、

TripAdvisor）と連携し、東北地域の魅力

を発信する特設サイトを制作した。同サ

イトを通じて当該エリアへの送客促進

を図る共同プロモーションを実施する

ことで、計 3万 9,465 泊の宿泊予約を獲

得した。 

 

【外国人有識者等の知見を活用した取組】 

（取組例） 

・ 米国、カナダ、英国、ドイツ、フラン

ス、豪州、イタリア、スペイン、ロシ

ア市場の海外アドバイザリーボードメ

ンバーに対して、平成 30年度は海外旅
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行には積極的だが訪日旅行に関心が無

い層（欧米豪市場）を対象としたグロ

ーバルキャンペーンにおける具体的な

体験コンテンツの評価について、令和

元年度は富裕層へのコミュニケーショ

ン手法について意見照会を行い、外国

人視点でのアドバイスを受け、適切に

プロモーションに反映させた。    

 

【災害発生地域に関する取組】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、台風 21 号による被害を

受けた関西地域における観光需要を促

進するため、タイより雑誌、オンライ

ンメディア、ブロガー等のメディア 14

人を兵庫県、京都府、滋賀県へ招請し

た。六甲山スノーパークでの雪ぞり体

験、有馬温泉や城崎温泉、天橋立等へ

の訪問の他、伊根湾では遊覧船乗船、

近江八幡では水郷巡りを体験する等、

各地で取材を行った。また、自治体や

関係企業等と連携して実施し、招請中

はＳＮＳでリアルタイムの情報発信が

行われた他、招請後は各メディアにて

当該訪問エリアの魅力が情報発信され

た。なお、招請に当たってはバンコク-

関空便を 10 月末に新規就航したノック

スクート社と連携して実施し、メディ

アによる同便の利用促進に向けた情報

発信を行った。 

 

コロナ禍以降（令和 2年度以降）においては、

旅行業界向けには収束後を見据え、海外の旅行会

社の訪日旅行商品の造成・販売に係る知識や意欲

の向上及び継続的な情報発信による訪日意欲・関

心の維持・向上等を目指し、日本の最新情報を提

供するため、ウェビナーの実施・ニュースレター

配信・商談会開催及び参加等を行った。特に、オ

ンラインによる商談会を積極的に実施し、収束後
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の訪日旅行商品の造成・送客につながる情報提供

及び貴重なネットワーキングの機会を提供する

ことができた。また、一般消費者向けには SNS や

インフルエンサー等を重点的に活用して、訪日旅

行の情報発信を行った。 

令和 4 年 10 月の水際措置の大幅緩和後は、緩

和内容を世界に向けて迅速に告知するとともに、

イメージ訴求の情報発信から販売促進の広告宣

伝に移行し、訪日旅行の計画や予約購入を促すプ

ロモーションを機動的に展開し、国際往来再開の

好機を逃さず、競合国以上のペースで訪日客の速

やかな回復を果たした。 

 

国別戦略に基づく各市場に向けた主な取組事

例は以下の通り。 

 

【SNS・ニュースレター等における情報発信】 

（取組例：SNS） 

・ コロナ禍において、世界に寄り添い、

再び明るい未来が来ることを願うメッ

セージを込めた動画「hope lights the 

way」を制作した。令和元年 6月 29日

以降、本部及び海外事務所の各 SNS 及

び YouTube チャンネル、機構が出展す

るイベント、セミナー、海外メディア

等において配信し、合計再生回数約 58

万回を達成した。視聴者からは多くの

好意的なコメントが寄せられ、訪日旅

行への関心維持及び興味促進につなが

った 

・ シンガポール市場にて、令和 2年度、

会員制コミュニティサイト「JAPAN By 

Japan」や Facebook、EDM 等のオウンド

メディアを活用して、「花のある風

景」、「インスタ映え絶景」、「きれいに

なる女子旅」、「子供と一緒に学び旅」、

「極上ご褒美旅」の 5つのテーマでキ

ャンペーンを展開した。テーマ毎に、

特設ページの開設や SNS 懸賞キャンペ

ーン等を実施し、5つの特設ページの

ページビューは合計で 38万 4,981 回、
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懸賞キャンペーン参加数は 1万 1,137

人となり、コロナ禍においても多くの

シンガポール人が参加し、訪日旅行へ

の興味維持及び関心向上を促した。令

和 3年度には、JAPAN by Japan 会員

向けに 27回のニュースレターを発信、

延べ約 73万人にリーチした。同コミュ

ニティサイト内で実施しているテーマ

別キャンペーンのテーマに関するコン

テンツの発信等の情報発信の他、誕生

月の会員に向けてその月のお勧めの日

本での過ごし方等を紹介し、特別な機

会の訪日を検討してもらえるよう発信

を行った。 

（取組例：広告） 

・ 令和 3年度重点 22市場において、旅行

先としての日本の安心・安全の情報発

信及び訪日旅行のイメージ訴求を目的

に、不安払拭動画等を活用したオンラ

イン広告宣伝を実施した。結果とし

て、7億 6500 万回以上のインプレッシ

ョン数を獲得した。これにより、コロ

ナ禍におけるマーケットとのコミュニ

ケーションの継続及び将来的な訪日意

欲の維持・向上を 22 市場において横断

的に図ることができた。 

・ 令和 3年度、オリパラを契機としたメ

ディアミックスでの情報発信として、

オリンピアンを起用したプロモーショ

ン動画のテレビ CM を NBC や EUROSPORT

等のグローバルメディアで 1，136 本配

信した他、米・中・英・仏・独・香・

韓・台等でオンライン広告も実施して

完全視聴者数を 1億 4,077 万 8,833 回 

達成した。また、NBC(米)、

Eurosport(欧)等グローバルメディアと

連携しテレビ番組を制作・放映した

他、公式スポンサーである VISA と連携

してアスリートが日本各地で観光体験

をするプロモーション動画を制作し、
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配信。テレビ番組視聴者数は 5，250 万

人、CM 視聴者数は約 1．2億人に達し

た。米・中・英・仏・独・香・韓・台

等でオンライン広告も実施して 1．4億

回を上回る動画完全視聴者数を達成し

た。 

（取組例：ウェブサイト） 

・ 日本の有名観光地の VRツアー画像等の

コンテンツを集めた特設ウェブサイト

「I miss Japan」を令和 2年 6月下旬

より公開し、情報発信を行った。コロ

ナ禍の日泰間の渡航規制の段階に合わ

せて、各観光事業者の感染防止対策の

様子や新しい観光地の魅力の発信、過

去の人気記事のまとめや、日本各地の

観光施設からのメッセージの掲載企画

等を順次公開し、合計 4万 6,000 ペー

ジビューを獲得した。メッセージの掲

載企画については、タイ現地で TrueID

や MTHAI といった大手メディアを含む

19 媒体に取り上げられ、訪日旅行への

関心維持と終息後の訪日意欲の向上に

つながった。また、以上サイトに掲載

されている「I miss Japan」ロゴを活

用した投稿をバンコク事務所 Facebook

上にて行い、約 24万人にリーチし、タ

イの消費者より 320 件以上の訪日旅行

の思い出が写真とともに投稿され、大

きな反響を得た。 

・ オリパラ特設ウェブサイトは、誘引広

告を強化したため令和 3年 6月以降ユ

ーザー数が伸長し、4月 1日～9月 15

日の間、サイト全体で 5万 2,158ＵＵ

（ユニックユーザー）が訪問した（コ

ンシューマー: 5 万 1,048ＵＵ、メディ

ア : 1,110ＵＵ）。大会までに日本で楽

しめるスポーツ・アクティビティ、47

都道府県紹介、アクセシビリティ等の

記事を中心に 89 本拡充を行った。 

（取組例：海外インフルエンサーの活用） 
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・ 令和 2年度、インフルエンサーの訪日

招請を予定していた事業ではあるが、

コロナ禍において手法を変更し、中国

大手メディア新浪網と連携し、自身の

SNS フォロワー数が約 2,000 万と中国

で影響力の大きいインフルエンサーで

ある曾舜晞氏を登用した情報発信・拡

散事業を実施した。曾氏が日本旅行の

思い出やお薦めの観光地を紹介する対

談形式のトーク番組を生配信した動画

は 2,000 万回以上もの視聴回数を記録

し、同氏の紹介した日本の観光地をぜ

ひ訪日したいとの反響を多数得る等、

訪日意欲の維持と向上に貢献した。ま

た、ハッシュタグ「＃日本不見不散

＃」（日本、必ず会おう）をつけて写

真・記事・動画で訪日旅行の思い出を

投稿するキャンペーンを実施した結

果、閲覧者は延べ約 3億人に達した。

一般消費者の多くがそれぞれの訪日体

験をシェアすることで、訪日意欲の維

持・向上につながった。また、本キャ

ンペーン期間中の 1月末～3月 14日の

間に機構 SNS（微博）が 13 万人以上の

フォロワー数を獲得した結果、ファン

数は 86 万 2,951 人（令和 2年度末時

点）となり、訪日関心層の維持及び拡

大につながった。 

 

【アジアキャンペーンのためクリエイティブ、ウ

ェブサイト等の制作】 

（取組例） 

・ 令和 2年度及び 3年度において、アジ

ア 10市場（中国・台湾・香港・韓国・

タイ・ベトナム・シンガポール・マレ

ーシア・インドネシア・フィリピン）

を対象に、地方誘客と消費額の向上を

目的に、日本各地の体験型コンテンツ

を訴求する大規模キャンペーンを実施

するため、地方の体験型アクティビテ

ィをエリア・季節・パッションに分類
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して訴求するウェブサイト及び動画と

静止画のクリエイティブを制作し、誘

引広告を実施した。選定したコンテン

ツは、観光客往来再開後には本ウェブ

サイトより海外オンライントラベルエ

ージェントの商品ページへリンクする

ことで販売促進に繋げていく。 

 

【在留外国人をインフルエンサーとして活用し

た新たな情報発信】 

（取組例）  

・ コロナ禍で外国在住のインフルエンサ

ー等の招請ができないことから、在留

外国人の発信力の活用を目的に、日本

の魅力を伝える写真や動画の SNS 投稿

を促進するキャンペーンを令和 2年度

と令和 3年度に実施した。過去の訪日

旅行の想い出のみならず、日本に住む

外国人目線で発掘された幅広い日本の

魅力を、在留者の SNS による人的つな

がりを活用して母国に住む友人等へ幅

広く拡散することができた。令和 3年

度の投稿件数は、2カ月間で 1万 2,604

件となった。日本の観光魅力情報の継

続的な発信に寄与しただけでなく、コ

ロナ禍において最新で信頼できる情報

が求められるなか、日本に住む家族や

友人による発信として、母国の人的ネ

ットワークへの波及効果やコロナ後の

VFR（Visit Friends and Relatives）

へ大きな影響を与えた。 

 

【外国人有識者等の知見を活用した取組】 

（取組例） 

・ 米国、カナダ、英国、ドイツ、フラン

ス、豪州、イタリア、スペイン、ロシ

ア市場の海外アドバイザリーボードメ

ンバーに対して、令和 2～3年度に新型

コロナウイルスによる影響下での情報

発信の在り方、富裕層の誘客及び地方
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への送客を目的としたプロモーション

等について意見照会を行い、外国人視

点でのアドバイスを受け、適切にプロ

モーションに反映させた。 

 

【オリパラを契機としたメディア向け情報発信】 

（取組例） 

・ 東京 2020 大会の聖火リレーグランドス

タートの機会を海外から注目される重

要な機会と捉え、グランドスタート及

び東北等の観光魅力を取材するツアー

を、中国、フランス、スペイン、ブラ

ジル等の在京新聞社・テレビ局に所属

する 11 人対象に令和 3年 3月 24 日～

26 日に実施した。聖火リレーの取材を

軸に、福島県・宮城県・岩手県の震災

からの復興ストーリーや、観光魅力に

関する発信を行った。 

・ オリパラを契機としたメディア向け情

報発信として、米・中・英・仏での

1,500 人以上の有望メディア向けに旬

の観光情報とオリパラ競技会場周辺等

を紹介したニュースレターを令和 3年

～令和 4年 9月にかけて  各市場 6回

（合計 24回）配信し、オンラインでの

情報提供を実施した結果、日本を紹介

する記事が 13億人以上にリーチした。  

 

【オリパラ開催に向けた自治体・DMO・関係機関

等との関係構築及び新規連携先開拓】  

（取組例） 

・ 令和 2年度、日本全国の魅力を発信す

るため JOMC 素材で 47 都道府県を紹介

する動画を制作し、東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック組織委員会の大

会認定メディアへのコンテンツ提供サ

ービス（Olympic Broadcasting 
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Services）を通じ、世界中の認定メデ

ィアに配信された。 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピッ

ク組織委員会の聖火リレー公式 SNS に

JOMC 素材を提供し、その内 22コンテ

ンツが採用され、SNS 投稿で活用され

た。 

・ 東京 2020 大会期間中にメディアの取材

活動の支援拠点として開催都市である

東京都が設置した東京都メディアセン

ター（TMC）にて、機構では地方プロモ

ーションブースを自治体・DMO と共同

で設置し、東京都と連携し、多面的な

情報発信を実施した。 

【訪日旅行再開に向けた旅行会社等を対象とし

た訪日旅行商品造成のための情報発信及び関係

強化】  

（取組例：ウェビナーの実施） 

・ フランスの旅行販売員が登録している

旅行販売員向けポイントサイト Miles 

Attack 社と協力し、在仏の地方自治体

（東京都、金沢市、松江市、沖縄県）

のレップ及び日系航空会社と連携した

ウェビナーを、令和 3年 1月初旬から

約 1カ月間で計 5回実施し、参加した

会員にポイントを付与する仕組みにし

て受講を促進した結果、訪日旅行商品

を取り扱う旅行会社を中心に合計 379

人が参加した。ウェビナー中にチャッ

ト機能で多くの質問が寄せられる等双

方向性のある活発なものとなり、参加

した現地旅行会社の最上位満足度も

75％に達する等、訪日が不可能な状況

下であっても終息後に向けた訪日旅行

商品の造成を促進することができた。 

（取組例：商談会） 

・ 令和 4年 1月～3月にかけて、両者の

事前要望を踏まえて日本のサプライヤ

ーと米国のバイヤーをマッチングした
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上で商談を行う Japan Showcase を主催

した。米国の旅行需要の高まりを受

け、オンラインによる 2回の商談会の

開催に加え、感染症対策に最大限配慮

しつつオフラインでも 5回の商談会を

開催した結果、合計 4,180 件の商談が

行われた。参加者の満足度（アンケー

ト 4段階中の最上位評価）も 81%とな

り、参加者から高い評価を得た。  

（取組例：ニュースレター配信） 

・ 令和 3年 5月～令和 4年 3月まで計 7

回、メキシコ国内の旅行業界関係者、

及び旅行業界専門メディア関係者

1,399 人に対して、訪日観光情報の提

供を目的としたスペイン語ニュースレ

ターを配信した。季節に応じた旬な観

光地、昨今オープンした商業施設・ホ

テル、日本のローカルフードに関する

情報等の発信を通じて、日本各地の魅

力を紹介した。また、11月のメキシコ

事務所開設時には、現地メディア 988

人にプレスリリースを配信し、21件の

記事露出に繋がった。 

（取組例：バーチャルツアーの実施） 

・ 令和 3年 1月～3月にかけて 4つの地

方自治体（沖縄県、石川県、岐阜県、

長野県）と連携し、米国の旅行会社を

対象に、将来の訪日旅行商品の造成を

目的とした BtoB 向けバーチャルツアー

を実施した（4回：724 人）。臨場感や

双方向性が従来のウェビナーに比べる

と高く、参加者から今後も続けてほし

い等のコメントが寄せられ、人の移動

の制限がされている中、オンラインを

駆使した新たな訪日旅行商品の造成へ

の手法となった。 

 

【高付加価値旅行の取組の強化】 

（取組例）  
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・ 令和 3年 7月 20 日～22日、「ILTM 

Asia Pacific Virtual 2021」に計 15

社（宿泊施設、DMC 等）と共同出展で

参加した。本イベントは世界の富裕層

旅行業界において最も歴史と権威のあ

る BtoB 商談イベントの一つであり、例

年はシンガポールで開催されている

が、本年はオンライン開催となった。3

日間に渡ってアジア・オセアニアを中

心とした富裕旅行バイヤーと合計 512

件の商談が行われ、共同出展者からは

今後のビジネスに繋がる有望な商談が

できた他、コロナ禍でも将来に向けた

情報交換の絶好の機会となったという

意見が寄せられ、訪日旅行再開の時期

に向け国内の富裕旅行関係者と一体と

なった取組を行うことができた。 

 

【Adventure Travel World Summit（ATWS)2021 を

契機とした日本のアドベンチャートラベル（AT）

の魅力発信】 

（取組例） 

・ 令和 3年 9月 20 日～24日、アドベン

チャートラベル（AT）の世界大会

「Adventure Travel World Summit 

Virtual - Hokkaido, Japan（以下

ATWS 北海道／日本）」に参加し、プレ

ゼンテーションやデジタルブース

「Japan Lounge」の運営等を行った。

プレゼンテーションでは日本・北海道

の紹介、デジタルブースでは動画や商

品掲載による AT ツアー・コンテンツ情

報の提供、さらにはメディアを中心と

した参加者との情報交換を実施した。

バーチャル開催のメリットを最大限活

かし、海外参加者に日本の ATの魅力発

信を行っただけでなく、国内関係者と

のネットワーク構築により、ATWS2023

に向けた日本全国一体となった取組を
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推進するきっかけを作ることができ

た。 

 

【日本におけるサステナブル・ツーリズムの魅力

発信】 

（取組例） 

・ コロナ禍における持続可能な開発目標

（SDGs）への意識の高まり等を踏ま

え、令和 3年 6月に「SDGs への貢献と

持続可能な観光（サステナブル・ツー

リズム）の推進に係る取組方針」を策

定した。同方針に基づき、サステナブ

ル・ツーリズムの 3要素（環境・文

化・経済）を体現する 50の観光コンテ

ンツ（施設・アクティビティ等）を収

集・選定し、それらを紹介するデジタ

ルパンフレットを英語で制作した。サ

ステナブル・ツーリズムに知見のある

有識者、高付加価値旅行コンソーシア

ム、他国 NTO にヒアリングを行った上

で、観光コンテンツ選定基準やターゲ

ット、コンセプト、発信内容を検討・

整理し、サステナブル・ツーリズムの

観点から訪日旅行の魅力を紹介する訴

求あるプロモーション・ツールとなっ

た。 

・ 令和 3年度にパリ事務所が、市場調査

結果等を踏まえ、フランス市場に向け

て、サステナブル・ツーリズムの旅先

としての日本のイメージ訴求を行うリ

ーフレット及びウェブページ制作を行

うとともに、フランスのサステナブ

ル・ツーリズム専門ガイドブック

Guide Tao（Viatao 社）と連携した情

報発信を実施した。 

 

【バーチャルライブツアー配信を活用した地域

の観光魅力・産品を紹介する新たな情報発信】 

（取組例） 



36 

・ 中国市場において、令和 3年 9月～令和

4年 3月にかけて、全国 8ブロック（北

海道、東北・新潟、関東、北陸・中部、

近畿、中国・四国、九州、沖縄）を対象

に、在日中国人インフルエンサーを活用

したバーチャルライブツアーを計 8 回

実施した。ライブ配信を通じて延べ 135

万 4,500 人に各地の観光魅力・産品を紹

介したほか越境 EC サイト上で地域産品

を購入できる仕組みを導入した。全国規

模かつ長期にわたってお土産も買える

バーチャルライブツアーの取組は、中国

の大手 EC プラットフォームでは初めて

であり、コロナ禍において、新たな観光

プロモーション手法を通じて、旅行目的

地としての日本への関心を維持するこ

とに寄与した。 

 

【新型コロナウイルス感染症を受けた正確な情

報発信】 

（取組例） 

・ 令和 2年度には新型コロナウイルス関

連の情報（入国規制や入国手続き等）

を正確に分かりやすく提供することを

目的としたコロナ特設ページを、英語

グローバルサイト及び中国語（簡体

字）・中国語（繁体字）・韓国語ハイブ

リッドサイトにて公開した。また、令

和 3年度には、将来的な訪日需要回復

期を見据え、新型コロナウイルス関連

の情報を正確に分かりやすく提供する

ことを目的としたコロナ関連情報発信

サイトを、英語グローバルサイト及び

中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・

韓国語ウェブサイトにて公開した。公

開後も外務省・厚労省の公式情報をベ

ースに、最新の水際対策措置等の情報

を掲載した。コロナ特設ページは、各

言語で 23ページからなり、年間ユニー

クユーザー数は 12万 4,354 人となっ

た。 
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「 コ ロ ナ 特 設 ペ ー ジ 」 ：

https://www.japan.travel/en/coronavirus/ 

「 コ ロ ナ 関 連 情 報 発 信 サ イ ト 」：

https://www.japan.travel/en/practical-

coronavirus-information/  

・ 旅行先に清潔・安心・安全を求めるイ

ンド市場に対して、終息後を見据えて

日本の「清潔さ」や「安心・安全」を

認知させるための日本の安全対策や新

幹線の掃除風景等を含んだ合計 3本の

動画制作を行い、「Goodness of Japan 

（日本の良さ） 」というキャンペーン

を展開した。キャンペーンにはインド

で知名度の高い元大相撲力士である田

代良徳氏を起用し、訪日非認知層の多

いインドの消費者を対象とした動画、

及び静止画撮影を、新型コロナウイル

ス感染症対策を十分に実施したうえ

で、令和 2年 10 月～12月に東京、大

阪、京都、沖縄にて実施した。令和 3

年度に静止画を用いた広告を実施し、

動画を Youtube 上で公開したところ、

440 万回を超える再生数を得た。 

 

【コロナからの回復と今後の拡大に向けた訪日

マーケティング戦略の策定】 

（取組例） 

・ 令和 3年度において、本部と海外事務

所間できめ細やかに連携を取り、コロ

ナからの回復及び今後の訪日外客数・

訪日外国人旅行消費額・訪日外国人地

方延べ宿泊数増加に向けた次期訪日マ

ーケティング戦略（仮称）の検討を進

めた。市場別戦略については、2つの

定量調査の結果と海外事務所の知見を

踏まえ各市場のターゲットごとの戦略

を、市場横断戦略（高付加価値旅行、

特定テーマ）及び MICE 戦略は有識者や

関係団体の意見や各部知見を参考に今

後の取組方針の検討を進めた。 
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【水際措置緩和前後のインバウンド回復に向け

たスタートダッシュの取組】 

（取組例：ソーシャルネットワークサービス

（SNS）での情報発信） 

・ 令和 4 年 10 月以降の個人旅行・ビザ免

除措置の再開の水際対策緩和が 9 月末

に発表された直後に、Facebookのグロー

バルアカウント及び 18 市場のローカル

アカウントで緩和内容と観光客の歓迎

メッセージを伝える SNS 投稿を機動的

に行い、グローバルアカウントでは約13

万のリーチ、6,500 のエンゲージメント

（いいね・コメント等）を獲得した。 

（取組例：広告の出稿） 

・ シンガポール市場において、令和 4年 10

月 11 日からの観光目的の個人旅行によ

る入国再開を受け、この入国再開を幅広

く周知することを目的に、「OKAERI -

Welcome back to Japan」キャンペーン

を広く展開した。同一のコピー、クリエ

イティブを、機構独自の広告、機構と旅

行会社との共同広告等で幅広く活用す

ることで、消費者に強く訪日旅行再開を

印象付けた。本キャンペーンには、航空

会社 4 社、旅行会社 18 社、日本側イン

バウンド関係者 10団体/社が参画した。 

（取組例：競争力の高い訪日旅行商品造成の促

進） 

・ 令和 4年 9月に東京で「VISIT JAPAN ト

ラベル＆MICE マート 2022」を開催し、

世界 29 カ国・地域から参加した旅行会

社のバイヤー253 名と、国内の自治体・

観光関連事業者等のセラー217団体の商

談を、本商談会では初めてとなるハイブ

リッド方式で 5,394 件実施した。会期中

に日本が10月11日から水際措置緩和が

決定したため、会場内でバイヤーに対し

て情報を提供し、訪日旅行造成への機運

を盛り上げた。商談会後、来日したバイ

ヤー45名を対象に、国内の観光資源を視

察するファムトリップを行い、山伏修行
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体験やたらい船等、屋外でのアクティビ

ティを体験させ、コロナ禍後の旅行者の

ニーズの変化に対応する訪日ツアー造

成を支援した。 

（取組例：総理外遊に併せた現地旅行業界向けセ

ミナー（要作成）） 

・ 令和 4 年の国際連合総会開催期間中（9

月）、政財界のリーダーや観光業界関係

者、メディア関係者が出席する農林水産

省主催レセプション「Taste of Japan in 

New York 」に参加し、大手旅行雑誌編

集長による日本各地の自然や伝統文化

を体験できるアドベンチャートラベル

の紹介などを通じ、日本の「食」と「観

光」の魅力に関する情報を発信した。 

・ 令和４年 11 月にバンコクにて、観光庁

及び日本旅行業協会（JATA）と共催で日

タイ観光セミナーを開催した。セミナー

には、APEC 首脳会議のためバンコク訪

問中の岸田総理大臣も訪れ、タイの旅行

関係者に対し、「観光再始動プロジェク

ト～Open the Treasure of Japan～」を

紹介し、姫路城やさっぽろ雪まつり等地

方の魅力などをＰＲし、コロナ禍以降の

日本の新たな観光魅力を発信した。 

（取組例：航空会社や旅行会社と連携した広告等

よる訪日旅行予約率向上） 

・ 令和 4年度に東アジア、東南アジア、米

豪州、欧州の各市場において、本邦航空

会社連携事業として、日本航空（JAL）、

全日本空輸（ANA）と連携したオンライン

広告およびオフライン広告を実施した。

国際往来再開の好機を逃さず、主要市場

横断型のプロモーションとして、大きな

成果につながった。訪日旅行のイメージ

訴求に留まらず、航空会社と連携したこ

とで、実集客まで含めた相乗効果を発揮

することができた。  

JAL：日本への興味・関心層の醸成から予

約・購入層までグローバルに一気通貫で

広告を展開し、従来リーチしていなかっ

た層へのアプローチを実現。インバウン
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ド需要における JAL のシェアも 2019 年

比倍増。  

ANA：OTAやインフルエンサーの活用など

各市場の特性を踏まえた広告手法を採

用し、航空券予約に直接つながるユーザ

ーにアプローチ。ANA ウェブサイトへの

航空券購入件数は前年比 4倍へ増加。 

事業全体の成果：47.3億インプレッショ

ン、1,402.8 万ユニークユーザー、

2,883.2 万クリック。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 機構 SNS ファン数：R4 年度時点累計 

11,353,726 人（対中期目標達成率 113.5％） 

(各年度目標達成率 H30：113.1％、R1：

112.8％、R2：104.9％、R3：108.4％、R4：

113.5％) 

・ 機構作成ウェブサイト等の年間ユーザー数：

期間中最高実績 87,744,627 人（対中期目

標達成率 175.5％） 

(各年度目標達成率 H30：128.9％、R1：

133.4％、R2：33.1％、R3：101.9％ 、R4：

175.5％) 

・ 機構提供商談件数： H30-R4 年度平均 

25,346 件（対中期目標達成率 75.4％） 

(各年度目標達成率 H30：124.9％、R1：

127.0％、R2：19.8％、R3：37.7％ 、R4：67.7％) 

・ 商談参加者評価 4段階評価最上位評価割合：

H30-R4 年度平均 58.3％（対中期目標達成率

129.6％） 

(各年度目標達成率 H30：94.8％、R1：

138.7％、R2：119.8％、R3：140.2％ 、R4：

154.7％ ) 

・ 招請メディアによる番組・記事接触者数：

H30-R4 年度平均 700,033,965 人（対中期目

標達成率 194.5％） 

(各年度目標達成率 H30：476.9％、R1：

285.1％、R2：38.8％、R3：90.9％ 、R4：80.5％) 
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2．その参考情報 

特になし 
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(1)―②デジタルマーケティングの本格導入 

１．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

 訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

訪日外国人旅行者の

移動履歴等ビックデ

ータの解析により旅

行トレンドを把握す

る等データ分析に基

づくマーケティング

の実施や、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実を進める。 

 

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

機構のウェブサイト

や SNS（フェイスブ

ック等）の活用等に

より、訪日外国人旅

行者の移動履歴等ビ

ックデータを収集・

分析し、市場別プロ

モーションの最適

化、ウェブサイトの

コンテンツの充実を

進める等、デジタル

技術とデータ分析に

基づくマーケティン

グ及びプロモーショ

ンを実施する。 

 

数値目標  

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

1,000 万 人にす

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中に、

機構のソーシャルネッ

トワークサービスのフ

ァン数を 1,000 万 人

にする。 

 

 ・中期目標期間中に、

機構が作成するウェブ

サイト等の年間ユーザ

ー数を 5,000 万人 に

する。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

デジタルマーケティン

グを活用して訪 日外

国人旅行者の移 動履

歴等ビックデー タの

解析により旅行 トレ

ンドを把握し、 外国人

視点によるウ ェブサ

イト等のコン テンツ

の充実を進め ている

か。 データ分析を基に 

した自治体等へのコ 

ンサルティングやウ 

ェブサイト等を通じ 

て行う自治体等の情 

報発信の品質向上を 

支援しているか。 

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和

元年度）においては、訪日

外国人旅行者の旅行トレ

ンドを把握する等データ

分析に基づくマーケティ

ング、外国人視点によるウ

ェブサイト等のコンテン

ツの充実に取り組むとと

もに、機構のノウハウを提

供することにより、自治体

等の情報発信の品質の向

上も支援した。  

 

【体制強化】 

・ 平成 30 年度から令和

元年度にかけて、デジ

タルマーケティング

部門の人材強化のた

め、関連企業から ICT

に精通した専門要員

の派遣を受け入れ、専

門人材を確保するた

め、デジタルマーケテ

ィングの経験を有す

る経験者採用を実施

し、人材確保を図っ

た。 

 

【データ分析に基づくマ

ーケティング・プロモーシ

ョン】 

（取組例） 

・ 機構内外のデータを収

集・蓄積してプロモー

ションに活用するデー

タ・マネジメント・プ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

【数値目標】 

・ 中期計画における数値目

標は、いずれも超過達成

した。 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げた（個々の

詳細な取組は主な業務実績を

参照）。 

＜コロナ前＞ 

• 体制強化（例：経験

者採用、民間企業か

らの派遣受入） 

• データ分析に基づく

マーケティング・プ

ロモーション 

（例：DMP 本格稼

働、地域情報発信支

援） 

• 情報発信の強化 

（例：ジャパン・オ

ンライン・メディ

ア・センターでのメ

ディア等への画像等

の提供） 

• 災害発生時の訪日外

国人への対応強化 

（例：Twitter アカ

ウント開設、アプリ

情報配信） 

＜コロナ禍＞ 

• 体制強化（例：デジ

タルマーケティング

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標については、コロナによる不可抗力

の外部要因による事業影響のため、ウェブサイ

ト等の年間ユーザー数については特に大きな

影響があった。また、世界の個人情報保護規制

により一部の数値集計ができなくなる外部要

因があった。外部要因の影響がないコロナ前の

平成 30 年度、令和元年度の 2 ヵ年において、

それぞれ目標達成率 120％を超えている点は評

価できる。コロナ禍においても、アクセス需要

が減少する中で、従来から行っているデータ分

析に基づくマーケティング、外国人視点による

ウェブサイト等のコンテンツの充実に加えて、

コロナ特設ページの開設や、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック大会開催にあわせた特

設ページへの誘因強化等の創意工夫の結果、令

和３年度は年度目標を達成したことに加え、個

人情報保護規制の影響がない場合の令和３年

度の推計値としては、最大 5,080 万人で、中期

の数値目標を上回る値となっている。 

 なお、コロナでの事業実施に影響がある事業

類型がある中、数値目標にはなかったものの、

例えば、令和３年度、オリパラを契機としたメ

ディアミックスでの情報発信として、グローバ

ルメディアにて TVCM を放映、その他バナーや

動画を使ったオンライン広告等も実施し、訪日

プロモーション動画視聴者数が 3.1 億回以上

記録する等、コロナ禍でもできる事業類型につ

いては工夫を凝らして実施し成果を上げた点

は高く評価できる。 

 また、SNS ファン数については、コロナ禍で

アクセス需要が減少する中、訪日への興味関心

維持のための SNS キャンペースや新たな市場

での SNS アカウント開設、各市場のニーズに合

致した多種多様な投稿等の創意工夫により、令

和３年度時点で 1,041 万人となり、中期の数値

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標については、コロナによる不可抗力

の外部要因による事業影響のため、ウェブサイ

ト等の年間ユーザー数については特に大きな

影響があった。また、世界の個人情報保護規制

により一部の数値集計ができなくなる外部要

因があった。外部要因の影響がないコロナ前の

平成 30 年度、令和元年度の 2 ヵ年において、

それぞれ目標達成率 120％を超えている点は評

価できる。コロナ禍においても、アクセス需要

が減少する中で、従来から行っているデータ分

析に基づくマーケティング、外国人視点による

ウェブサイト等のコンテンツの充実に加えて、

コロナ特設ページの開設や、東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック大会開催にあわせた特

設ページへの誘因強化等の創意工夫の結果、令

和３年度は年度目標を達成したことに加え、個

人情報保護規制の影響がない場合の令和３年

度の推計値としては、最大 5,080 万人で、中期

の数値目標を上回る値となっている。 

 なお、コロナでの事業実施に影響がある事業

類型がある中、数値目標にはなかったものの、

例えば、令和３年度、オリパラを契機としたメ

ディアミックスでの情報発信として、グローバ

ルメディアにて TVCM を放映、その他バナーや

動画を使ったオンライン広告等も実施し、訪日

プロモーション動画視聴者数が 3.1 億回以上

記録する等、コロナ禍でもできる事業類型につ

いては工夫を凝らして実施し成果を上げた点

は高く評価できる。 

 また、SNS ファン数については、コロナ禍で

アクセス需要が減少する中、訪日への興味関心

維持のための SNS キャンペースや新たな市場

での SNS アカウント開設、各市場のニーズに合

致した多種多様な投稿等の創意工夫により、令

和３年度時点で 1,041 万人となり、中期の数値
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る。（再掲） 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間 ユ ー ザ ー 数 を 

5,000 万人 にする。

（再掲） 

ラットフォーム

（DMP）を本格稼働さ

せるとともに、機構の

プロモーション業務の

うちデジタルマーケテ

ィングとの親和性の高

い事業において、各市

場の特性を踏まえプロ

モーションを平成 30

年度～令和元年度に実

施した。また地域支援

ウェブサイト「日本の

魅力を、日本のチカラ

に。」において、機構

オウンドメディアのユ

ーザーニーズを把握

し、ウェブサイトや

Facebook 等 SNS 投稿

におけるユーザーの反

応をまとめる等した記

事「デジタルマーケテ

ィング連載」を開始し

た。 

・ ウェブサイトの閲覧状

況等のオンラインデー

タを集約・可視化する

いわゆる、「ダッシュ

ボード」について、令

和元年度には機構グロ

ーバルウェブサイトの

訪問者数のデータと訪

日中の外国人旅行者の

移動履歴データを組み

合わせた分析を可能と

する等の機能拡充を図

った。 

・ 平成 30 年度には西日

本豪雨からの復興を目

的としたプロモーショ

ンにおいて、機構が

DMP に蓄積するオーデ

センター設置、高度

人材） 

• データ分析に基づく

マーケティング・情

報発信の高度化 

（例：ダッシュボー

ド機能拡充、JOMC 機

能拡充、グローバル

キャンペーン、オリ

パラ事業等での活

用） 

• SNS・ウェブサイト、 

オンライン広告、メ

ディア・インフルエ

ンサー等における

BtoC 向け情報発信 

• 地方自治体等の情報

発信の品質向上支援 

（例：コンサルティ

ング等） 

＜水際措置緩和決定後＞ 

• デジタルマーケティ

ング手法によるプロ

モーションの高度化

（例：グローバルキ

ャンペーン） 

• 機構のノウハウを活

かした広域 DMO と連

携によるデジタルマ

ーケティング助言や

広告の発信 

 

【総合評価】 

・ コロナ前は、訪日外国人

旅行者の旅行トレンドを

把握する等データ分析に

基づくマーケティング、

外国人視点によるウェブ

サイト等のコンテンツの

充実等に取り組み、数値

目標も達成。 

目標も令和３年度時点で既に達成している。 

 また、定性的にも、体制強化として、経験者・

高度人材の採用の実施や民間企業からの派遣

受入、デジタルマーケティングセンターの設置

を行ったほか、ダッシュボード機能の拡充、ま

た、海外メディアに観光画像・映像を提供する

ジャパン・オンライン・メディア・センターは、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに

向けて利用可能な素材を拡充し、対象者を海外

メディアに限ってきたが、国内メディア、旅行

事業者、公的機関も利用できるようにし、デー

タ分析に基づくマーケティング・情報発信の高

度化を図る等、デジタルマーケティングの高度

化に資する取組を行った点は評価できる 

 また、令和４年７月４日に開催した外部有識

者会議においても、「自己評価は妥当」、「機構の

中期計画見込については、自己評価どおりでよ

い」といったコメントがあり、何れの委員も自

己評価に対しては適切な評価である旨評価さ

れていた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られる見込であると認めら

れるため、Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

目標も令和３年度時点で既に達成している。 

 また、定性的にも、体制強化として、経験者・

高度人材の採用の実施や民間企業からの派遣

受入、デジタルマーケティングセンターの設置

を行ったほか、ダッシュボード機能の拡充、ま

た、海外メディアに観光画像・映像を提供する

ジャパン・オンライン・メディア・センターは、

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに

向けて利用可能な素材を拡充し、対象者を海外

メディアに限ってきたが、国内メディア、旅行

事業者、公的機関も利用できるようにし、デー

タ分析に基づくマーケティング・情報発信の高

度化を図る等、デジタルマーケティングの高度

化に資する取組を行った点は評価できる 

 また、令和５年７月６日に開催した外部有識

者会議においても、委員からは、「自己評価は妥

当」、「機構の中期計画については、自己評価ど

おりでよい」といったコメントがあり、適切な

評価である旨評価されていた。 

 

以上のことから、数値目標が一部（SNS のフ

ァン数）について目標（120％超え）未達となっ

ているが、コロナによる外的要因も考慮した上

で、中期目標における所期の目標を上回る成果

が得られたと認められるため、「Ａ」評定とす

る。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当で

あるとの意見で一致した。 
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ィエンスデータを活用

し、機構サイト訪問者

やアプリ所有者といっ

た、既に日本に対して

一定の興味・関心を持

っているユーザーを抽

出することで、的確且

つ効率的なデジタル広

告（動画配信）を実施

した結果、当初の計画

を 130％増で上回り、

650 万回以上の動画再

生を実現した。 

 

【情報発信の強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、英語グ

ローバルウェブサイト

について、アクセスデ

ータの解析によりユー

ザーのニーズを明確に

し、人気の高かった

「Cuisine」及び

「Relaxation」に関す

る記事の比率を高め、

より嗜好に合う内容に

改良した。 

・ 画像・映像ウェブサイ

ト「ジャパン・オンラ

イン・メディア・セン

タ ー  Japan Online 

Media Center」につい

て、平成 30 年度に約 1

万 4,000 点の映像・画

像ダウンロード機能に

加え、国内外のメディ

アにとって記事化しや

すいよう画像・映像デ

ータをテキストととも

に提供するパッケージ

型のコンテンツを用意

・ コロナ禍では、水際規制

でウェブサイトや SNS の

アクセス需要に影響があ

る中、SNS は数値目標を

達成、ウェブサイトユー

ザー数もコロナ禍２年目

は大幅改善し年度の数値

目標を達成。質的にも基

盤整備によりデータ分析

に基づくマーケティン

グ・プロモーションを実

施する体制を強化。 

・ 水際措置緩和が決まって

以降は、インバウンド再

開後のスタートダッシュ

の実現に向け、最新トレ

ンドを踏まえた手法によ

る情報発信等を行い、最

終的に数値目標も高水準

で達成。さらに、機構の

デジタルマーケティング

の知見を最大限活かし広

域 DMO へのデジタルマー

ケティングの助言や広告

展開をし、質の高い国内

支援を実現。 

・ 最終的に、数値目標につ

いては、一部コロナ禍で

未達の年度もあったもの

の、いずれの項目も中期

目標を達成。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 



45 

した。 

 

【外国人視点によるウェ

ブサイト等のコンテンツ

の充実】 

（取組例） 

・ 英語グローバルウェブ

サイトにおいて、平成

30 年度以降に外国人

の視点で魅力的な画像

を集め、日本の観光に

精通したネイティブラ

イターによる英語記事

を掲載したするととも

に、アクセス解析の結

果からユーザーニーズ

を明らかにしてコンテ

ンツ拡充を行った。そ

の結果、グローバルウ

ェブサイトの直帰率は

減少、ページ平均滞在

時間、1訪問あたりの

閲覧ページ数、モバイ

ル及びタブレットから

の閲覧率についてはそ

れぞれの数値が増加

し、ユーザーニーズに

合った情報提供が実現

した。また、海外事務

所が運営する多言語ウ

ェブサイトについても

令和 2年度末までに順

次リニューアル公開し

た。 

 

【災害発信時の訪日外国

人への対応強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に災害等

非常時に外国人旅行者

に安全情報を提供する
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公式 Twitter アカウン

ト「Japan Safe 

Travel」を開設し、24

時間体制で情報を更新

した。また、機構が運

営するスマートフォン

向けアプリ「Japan 

Official Travel 

App」においても、プ

ッシュ通知機能の拡大

や避難所情報の掲載

等、災害関連情報の拡

充を行った。 

・ 令和元年度には、従来

の機構が運営するスマ

ートフォン向けアプリ

「Japan Official 

Travel App」等に加

え、新たに中国語での

情報発信を行う公式

Weibo アカウントを開

設し災害関連情報の拡

充を行った。また 10

月に発生した台風 19

号や新型コロナウイル

ス感染症に関する情報

発信等、自然災害や感

染症を中心に、公式

Twitter 並びに公式

Weibo アカウントや機

構アプリを活用し、訪

日外国人に対して情報

発信を行った。あわせ

て、航空・鉄道等の交

通事業者や空港会社等

と連携したプロモーシ

ョンを行い、旅ナカ層

への機構アプリの浸透

を図った。 
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【関係団体への情報提供】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に「外国

人旅行者を魅了するウ

ェブサイトの作り方

（英語実例集）」を作

成し、地域インバウン

ド促進サイト『日本の

魅力を、日本のチカラ

に』に掲載する等、全

国の自治体や DMO や都

道府県、政令指定都市

に積極的に展開を行っ

た。また機構が保有す

るデジタルマーケティ

ングのノウハウを活用

し、地方における訪日

外国人誘客を促進し

た。具体的には、

Google Analytics を

用いたウェブサイトア

クセス分析や機構が実

践しているデジタルマ

ーケティングの PDCA

サイクルの手法等を、

機構 マーケティング

研修会を通じて、地方

自治体をはじめとする

インバウンドに取組む

団体に提供した。 

 

【地方自治体等の情報発

信の品質向上支援】  

（取組例） 

・ 令和元年度より実施し

ている、地方自治体、

DMO 等を対象としたデ

ジタルマーケティング

支援メニューを継続募

集した。支援メニュー

は、「ジャパン・マン
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スリー・ウェブマガジ

ン（Japan Monthly 

Web Magazine）記事広

告」、「JNTO 英語グロ

ーバルウェブサイト

『Travel Japan』情報

発信コンサルティン

グ」及び「JNTO デジ

タル広告商品」で構成

され、インバウンドに

従事する事業者・団体

の活動を支援すること

を目的としている。

「JNTO デジタル広告

商品」は、機構ウェブ

サイトや外部データ

(属性、興味・関心、

購買データ等)等、機

構がこれまでに DMP

（※）に収集・蓄積し

たデータを活用するこ

とにより、日本に関心

の高いユーザーに対し

て効果的に情報発信す

ることができるメニュ

ーとなっており、ター

ゲットとする市場を選

定した上でデジタル広

告による情報発信が可

能となっている（対象

国欧米・アジア等 19 

カ国）。令和 2年度は

新たに、広告配信先に

Facebook と Instagram 

の枠を設けた他、オプ

ションとして、広告配

信後、広告を閲覧した

ユーザーのその後の訪

日有無について検証す

るメニューを追加し

た。支援メニューの受

注件数は 9件、収入額
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は約 1,800 万円、令和

3年は 13件、収入額

は約 5,073 万円とな

った。 

（※）機構内外のデー

タを収集・蓄積してプ

ロモーションに活用す

るデータ・マネジメン

ト・プラットフォーム

をいう。 

・ 令和元年度には「マー

ケティング研修会」の

うち 5 都市において、

機構と運輸局が連携

し、訪日インバウンド

誘致の取組を行ってい

る実務者を対象に、移

動履歴等ビックデータ

や各種統計データを用

いて地域別の訪日外国

人旅行者の動向に関す

る分析手法の講演を行

った。 

 

 

コロナ禍（令和 2年度以

降）においては、機構の SNS

のファン数については、新

たな市場でのSNSアカウン

トの開設や、各 SNS アカウ

ントで日々創意工夫を凝

らした投稿を行ったこと

等が寄与し、コロナ禍にお

いて日本の観光情報にア

クセスする需要が減少す

る中でも、目標を上回るフ

ァン数の増加を実現した。

また、デジタルマーケティ

ングへの対応について、組

織体制の整備に加え、高度

専門人材の知見や、SNS や



50 

ウェブサイトユーザーの

動向を把握するデータ基

盤を整備することで、デー

タ分析に基づくマーケテ

ィング・プロモーションを

実施する体制を強化した。 

令和 4 年 10 月の水際措

置の大幅緩和後は、緩和内

容を世界に向けて迅速に

告知するとともに、イメー

ジ訴求の情報発信から販

売促進の広告宣伝に移行

し、訪日旅行の計画や予約

購入を促すプロモーショ

ンを機動的に展開し、国際

往来再開の好機を逃さず、

競合国以上のペースで訪

日客の速やかな回復を果

たした。 

 

【体制強化】 

・ 令和 2年度には、デジ

タルマーケティングへ

の対応を更に強化する

ため、「デジタルマー

ケティング室」を「デ

ジタルマーケティング

センター」に改組する

とともに、「データ分

析・活用」、「ソーシャ

ルメディア」、「ウェブ

サイト制作」、「デジタ

ル戦略」等の分野別に

高度専門人材を外部か

ら登用し、その助言や

コンサルティングを踏

まえて実施する体制を

強化した。その成果と

して、機構本部の

Facebook アカウント

のエンゲージメント率
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（投稿に対する反応

率）の改善に向けて、

高度専門人材のコンサ

ルティングにより、 

－広告出稿期間中に、

各投稿に対するエン

ゲージメント率の結

果等を見ながら、広告

配信先の 

ターゲット設定や

予算配分を柔軟に変

更。 

－過去に実施した投

稿実績から評価の

高い素材を集中的

に活用等を実践し

たところ、Facebook

広告（コンサル前

9.9％→コンサル後

23.2％）や本部の

Facebook アカウン

ト （ コ ン サ ル 前

6.69％→コンサル

後 8.52％）における

エンゲージメント

率が大きく改善す

る実績を生んだ他、

職員向け勉強会や

現地職員研修の実

施、ガイドラインの

作成等を含め、組織

全体のデジタルマ

ーケティング知識

と実践力の向上が

図られた。 

 

【データ分析に基づくマ

ーケティング・情報発信の

高度化】 

（取組例） 
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・ 令和 2年度にはダッシ

ュボードの活用を促す

ため職員向けの勉強会

を実施した他、ダッシ

ュボードのデータを活

用しながら、消費者の

訪日までの動きと機構

が行うプロモーション

内容を整理したカスタ

マージャーニーマップ

の作成を複数市場で行

い、データ分析に基づ

いたターゲットの明確

化及びアプローチ手法

の検討を行った。令和

3年度にはさらに「ダ

ッシュボード」の機能

拡充を図った。具体的

には、地方自治体や 

DMO 等に対するコンサ

ルティングや機構のプ

ロモーションに活用す

るため、ウェブサイト

訪問者のアンケート回

答結果や回答者のサイ

ト上の行動を分析する

機能を開発した。ま

た、これまでは市場性

により他市場と同様に

開発ができなかった中

国市場の検索傾向分析

データ機能を新たに開

発し、当該市場におけ

る旅行検索同行動向の

分析を可能にした。  

・ 令和 2年度には、国内

外メディア及び旅行会

社等向けに訪日旅行に

関する画像・動画、記

事執筆にあたり参考と

なる情報を掲載した
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「ジャパン・オンライ

ン・メディア・センタ

ー（Japan Online 

Media Center：

JOMC）」について検索

機能やユーザー・ナビ

ゲーションの向上等機

能拡充を行った。 

・ 令和 3 年度に新たに制

作したグローバルキャ

ンペーン動画（15本）

及び静止画（56 枚）を

活用して、欧米豪 13カ

国とインドの訪日無関

心層を対象にオンライ

ン広告（動画広告及び

バナー広告）を DMP に

蓄積したリマーケティ

ングリストを利用して

展開し、日本の多様な

アクティビティ体験の

魅力を多言語にて発信

した。広告表示回数約

14 億インプレッショ

ン、動画再生数約 1．3

億回を達成した他、リ

ニューアルしたキャン

ペーンサイトに約 180

万の流入が図られ、広

告実施によるキャンペ

ーンサイトへの誘引を

きっかけとした訪日促

進の強化を図った。 

 

【SNS・ニュースレター

（BtoC）等における情報発

信】 

令和 3年度におい

て、各海外事務所、

本部において、将来

的な訪日需要回復期
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を見据えて、訪日意

欲を維持・向上のた

め、Instagram、

Facebook をはじめと

する SNS やニュース

レター等を通じた情

報発信を展開した。

SNS では、風景、食、

アート等の投稿を計 1

万 6,062 回行った

他、一般消費者参加

型キャンペーンの実

施等により、新規フ

ォロワーの獲得に努

めた結果、ファン数

は 1,040 万 7,372 人

となった。 

（取組例） 

・ 令和 3年度にインドネ

シア市場向け公式

Instagram 及び

Facebook を活用した

広告事業を実施した。

インフルエンサーとの

コラボレーション動画

等を活用し、季節ごと

の美しい風景や食に関

する情報を発信した

他、オリジナル動画制

作、クイズ、

Instagram ストーリー

投稿等の一般消費者型

キャンペーンには計

6,251 人が参加し、将

来の訪日旅行意欲を向

上させるための継続的

な情報発信を行うこと

ができた。 

 

【地方自治体等の情報発
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信の品質向上支援】 

機能やアルゴリズムの

変化のスピードが速い

SNS 運用における最新

の機構の運用知見やデ

ジタルマーケティング

全般について、地方自

治体・DMO 等を対象に

コンサルティングを随

時実施する等、地方の

情報発信の品質向上に

向けた支援を実施し

た。 

（取組例） 

・ 令和 2年度には、訪日

外国人旅行者向けに観

光プロモーション動画

を作成する際の留意点

等をまとめた「インバ

ウンド向けプロモーシ

ョン動画の作り方」を

作成し、地方自治体・

DMO 等を対象に機構ウ

ェブサイト等を通じて

周知を図った。また、

地方自治体や DMO 等に

対してデジタルマーケ

ティング手法に関する

コンサルティングを随

時実施する等、地方の

情報発信の品質向上に

向けた支援を実施し

た。令和 3年度には、

コロナ禍における情報

発信手段としての重要

性が高まっている SNS

において、主要プラッ

トフォームの運用マニ

ュアルを更新した。 
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【水際措置緩和前後のイ

ンバウンド回復に向けた

スタートダッシュの取

組】 

（取組例：ソーシャルネッ

トワークサービス（SNS）で

の情報発信） 

・ 令和 4年 10 月以降の

個人旅行・ビザ免除措

置の再開の水際対策緩

和が 9月末に発表され

た直後に、Facebook

のグローバルアカウン

ト及び 18市場のロー

カルアカウントで緩和

内容と観光客の歓迎メ

ッセージを伝える SNS

投稿を機動的に行い、

グローバルアカウント

では約 13万のリー

チ、6,500 のエンゲー

ジメント（いいね・コ

メント等）を獲得し

た。 

（取組例：訪日無関心層を

対象としてグローバルキ

ャンペーン広告の展開） 

・ コロナ禍からの市場の

回復が比較的早かった

欧米豪を中心とした全

38 市場の訪日無関心

層を対象に、コロナ禍

後の開国のタイミング

に合わせ、令和 4年 8

月と 11 月に過年度に

作成したグローバルキ

ャンペーンの動画およ

び静止画を活用してオ

ンライン広告を実施し

た。複数のメディアと
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のタッチポイントをデ

ジタルテクノロジーで

１つの導線としてつな

ぎ、よりターゲットの

ニーズに合った広告を

配信した。また、スマ

ホファーストを重視

し、縦型の新テンプレ

ートを開発したり、モ

バイル広告ではインタ

ラクティブ性のあるク

リエイティブを新たに

活用したりすること

で、広告表示回数約

17 億インプレッショ

ン、リーチ数約 8億、

動画再生数約 1.7 億回

を達成したほか、キャ

ンペーンサイトに約

106 万の流入が図られ

た。パッションをフッ

クとした広告配信によ

り、日本の多様な魅力

を発信し、訪日旅行の

認知および興味関心度

の向上を図った。 

（取組例：データ分析を基

にした自治体等へのコン

サルティング） 

・ 令和 4年度において、

10 の全広域連携 DMO

のウェブサイトに対す

る SEO 対策（検索エン

ジン最適化）の支援を

実施し、自然検索から

のウェブサイト流入数

が全体平均で前年度比

224%増加した。SNS に

ついては、広域連携

DMO の Instagram アカ

ウントの投稿を、海外
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事務所（ロサンゼル

ス、ロンドン、トロン

ト、シドニー）のアカ

ウントにてリポストし

た。また、SEO 対策と

SNS 運用に関する勉強

会を開催するととも

に、DMO による自律的

な運用を促すためマニ

ュアルも提供した。 

・ 令和 4年度において、

インバウンドに関する

有償のコンサルティン

グとして、賛助団体と

なっている自治体から

インバウンド観光魅力

評価の業務を受託し

た。同自治体の 100 を

超える観光資源を対象

に海外事務所による評

価を実施したほか、ビ

ッグデータを用いた同

自治体内外の動態分析

等も行った。これらの

結果を踏まえ、誘致手

法等に関する助言など

を盛り込んだ報告書を

作成し、納品した。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ ＜再掲＞機構 SNS フ

ァン数：R4 年度時点

累計 11,353,726 人

（対中期目標達成率

113.5％） 

・ ＜再掲＞機構作成ウ

ェブサイト等の年間

ユーザー数：期間中最

高実績 87,744,627

人（対中期目標達成率

175.5％） 
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２．その他参考情報 

特になし 
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(1)―③訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモー

ション業務 

 

③訪日外国人旅行

者の戦略的誘客の

実現 

海外現地目線の

訪日プロモーショ

ンを推進するた

め、本部・海外事務

所においてマーケ

ティング等の専門

人材を配置し、よ

り効果的な訪日外

国人旅行者の誘客

を行う。 

また、海外にお

ける現地関係者や

民間企業との連携

を強化することに

より、イベントや

セミナーの開催、

情報発信等オール

ジャパン体制での

誘客を図る。 

 さらに、地方へ

の訪日外国人旅行

者の誘客のため

に、地方自治体・

DMO 等との連携の

促進や地方支援を

専任とする部署の

体制強化により、

地域への誘客・消

費につながる外国

人目線のニーズ等

の的確かつ迅速な

情報提供や地域の

(1) 訪日プロモー

ション業務 

 

③訪日外国人旅行

者の戦略的誘客の

実現 

海外現地目線の

訪日プロモーショ

ンを推進するた

め、本部・海外事務

所においてマーケ

ティング等の専門

人材を配置し、事

業パートナーに対

するコンサルティ

ングを実施する

等、より効果的な

訪日外国人旅行者

の誘客を行う。 

また、在外公館、

他の独立行政法

人、地方自治体、民

間企業等との連携

を積極的に行い、

イベントやセミナ

ーの開催、情報発

信等オールジャパ

ン体制での誘客を

図る。 

 さらに、地方へ

の訪日外国人旅行

者の誘客のため

に、地方運輸局、地

方自治体・DMO 等と

の連携、地方支援

を専任とする部署

の体制強化、地方

におけるセミナー

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中

に、事業パートナー

に対する海外事務所

員や本部職員による

個別コ ンサルティ

ングを 4,000 件以

上とする。 

 

・事業パートナーに

対する調査におい

て、機構からの情報

提供が、4段階評価

で最上 位の評価を

得る割合が 50％以

上となることを目指

す。 

 

・地方公共団体・

DMO 等国内関係主体

を対象に、各種研修

会、ワークショッ

プ、セミ ナー等を

年間 25 回以上開催

し、地方への誘客等

につながる的確な情

報やノウハウ を提

供する。 

 

 

<その他の指標> 

なし 

 

 

<評価の視点> 

在外公館や地方自

治体等と連携し、オ

ールジャパン体制で

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和元年度）において

は、戦略的な訪日外国人旅行者の誘客のた

め、在外公館、他の独立行政法人、地方自治

体、民間企業等との連携を通じて、オールジ

ャパン体制でプロモーションを行うととも

に、情報提供や相談対応により、地方が行う

プロモーションの質の向上を支援し、地方へ

の旅行者の誘客に向けた取組を行った。 

 

【体制強化】 

 平成 30 年度に、地域対応を強化するた

め、人員体制を拡充した地域プロモー

ション連携室を配置した「地域連携

部」を設置した。 

 

【個別コンサルティングによる取組の支援】 

（取組例） 

 平成 30 年度、令和元年度においては、

本部各部及び海外事務所において、事

業パートナー等に対する個別コンサル

ティングを実施した他、以下の通りセ

ミナー・イベント開催時には個別相談

会を併設し(例：海外事務所長によるイ

ンバウンド旅行振興フォーラム開催時

の個別コンサルティング、本部・海外

職員によるテーマ特化型 BtoB 情報交換

会開催時の個別コンサルティング)、事

業パートナーとの個別コンサルティン

グを実施した。 

 

【関係機関との連携】 

（Ⅷ―3 関係機関との連携強化 の記載を

参照） 

 

【地方自治体等と連携した地域コンテンツ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

中期計画における数値目

標はいずれも超過達成し

た。個別コンサルティング

件数については、コロナ禍

においては、対面型での実

施困難や、インバウンド再

開見込みが立たないことに

よるニーズの減退が影響し

たが、水際措置が緩和され

た最終年度には、ニーズの

急拡大に応えたことが功を

奏し大きく超過達成となっ

た。また、満足度について

も、４段階評価の最上位評

価という高い条件であった

が、高質な水準のサービス

を提供し続けたことで、い

ずれの年度も目標を超過し

た。 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

＜コロナ前＞ 

• 地方自治体等と連

携した地域コンテ

ンツの発掘（例：冊

子「100 Experiences 

in Japan」等を制作） 

• 東北への誘客拡大

に向けた取組（例：

台湾での一般消費

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画の目標として設定した、地方公共

団体等向け各種研修会、セミナー等開催件数

は、目標達成率の期間平均が 146％となり、

120％を超えている。また、平成 30 年度の事

業パートナーへの個別コンサルティング件数

は期間中最高の 4，092 件となり、対中期目標

達成率は 102.3％となった。機構による情報提

供について 4 段階評価中最上位の評価を得

た割合の対中期目標達成率は 127.4％とな

り、令和 3 年度の時点で中期の数値目標を達

成している。 

 さらに、他省庁や地方自治体、民間企業等

と連携し、オールジャパン体制でプロモーショ

ンを実施したことに加え、コロナ禍においても

オンライン開催等工夫をし、戦略的に情報発

信を行った。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られる見込であると認め

られるため、Ａ 評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の目標として設定した、地方公

共団体等向け各種研修会、セミナー等開

催 件 数 は 、 目 標 達 成 率 の 期 間 平 均が

145％となり、120％を超えている。また、コロ

ナ禍での規制に対して、オンラインや個別

訪問等の工夫したことにより、令和 4 年度の

事業パートナーへの個別コンサルティング

件数は期間中最高の 4，964 件となり、対中

期目標達成率は 124.1％となった。機構に

よる情報提供について 4 段階評価中最上

位の評価を得た割合の対中期目標達成率

は 128.4％となり、令和 3 年度の時点で中

期の数値目標を達成している。 

 さらに、他省庁や地方自治体、民間企業

等と連携し、オールジャパン体制でプロモ

ーションを実施したことに加え、コロナ禍に

おいてもオンライン開催等工夫をし、戦略

的に情報発信を行った。 

 

 以上のことから、中期目標における所期

の目標を上回る成果が得られたと認められ

るため、「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が

妥当であるとの意見で一致した。 
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観光資源を掘り起

こしプロモーショ

ンしていくための

ノウハウの提供等

を通じて、地方が

行うプロモーショ

ンの質の向上を支

援する。 

 

等の開催を通じ

て、外国人目線ニ

ーズ等の情報提供

や相談対応、地域

の観光資源をプロ

モーションしてい

くための助言等を

実施し、地方が行

うプロモーション

の質の向上を支援

する。 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、事業パートナ

ーに対する海外事

務所員や本部職員

による個別コンサ

ル テ ィ ン グ を

4,000 件以上とす

る。 

・事業パートナー

に対する調査にお

いて、機構からの

情報提供が、4 段階

評価で最上位の評

価を得る割合が

50％以上となるこ

とを目指す。 

・地方公共団体・

DMO 等国内関係主

体を対象に、各種

研修会、ワークシ

ョップ、セミナー

等を年間25回以上

開催し、地方への

誘客等につながる

的確な情報やノウ

ハウを提供する。 

訪日外国人旅行者の

戦略的誘客が実現し

ているか。地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地域

への誘客・ 消費に

つながる外国人目線

ニーズ等の情報提供

や相談対応、地域の

観光資源をプロモー

ションしていくため

の助言等を通 じ

て、地方が行うプロ

モーションの質の向

上を支援している

か。 

 

の発掘】 

（取組例） 

 外国人旅行者が参加可能な体験型アク

ティビティや受入体制が整った特徴あ

る観光施設等の観光コンテンツを、地

方自治体・DMO から募集・選定し紹介

する「観光コンテンツ収集事業」を実

施。令和元年度に、冊子「100 

Experiences in Japan」等を制作した

他、欧米豪市場・東アジア 4市場向け

に 5言語（英語・中国簡体字・台湾繁

体字・香港繁体字・韓国語）で観光コ

ンテンツを発信する多言語ウェブサイ

ト「Experiences in Japan」を開設し

た。 

 

【東北への誘客拡大に向けた取組】 

（取組例） 

 令和元年度に、台湾・台北市内のコン

ベンション施設において、東北 6県、

東北観光推進機構及び民間事業者等と

連携し、一般消費者向け東北プロモー

ションイベント「日本東北遊楽日

2019」を開催し、13 万 2,000 人以上が

来場した。また、高雄市内の商業施設

においても初めて同イベントを開催

し、14 万 7,000 人以上が来場した。両

イベントでは、東北 6県等によるブー

ス出展をはじめ、花笠踊り等の東北地

域の伝統芸能披露、試飲試食や伝統工

芸体験を通じた観光魅力の発信を行っ

た他、台湾現地企業とのコラボレーシ

ョン商品の制作・会場販売により、東

北地方への誘客を促進した。 

 

【各種研修会、ワークショップ、セミナー等

の開催による取組の支援】 

（取組例） 

 平成 30 年度、令和元年度では、オフラ

インにてテーマ特化型情報交換会、鉄

者向けイベント「日

本 東 北 遊 楽 日

2019」） 

• 各種研修会、ワーク

ショップ、セミナー

等の開催による取

組の支援 

• デジタルマーケテ

ィングに関する地

方への取組の促進 

＜コロナ禍以降＞ 

• 事業パートナーに

対する個別コンサ

ルティング等によ

る取組の支援 

• 海外市場の最新動

向等の情報提供に

よ る 取 組 の 支 援

（例：出入国規制等

の定期的な情報提

供） 

• 地方自治体等と連

携した地域の観光

コンテンツの発掘、

情報発信 

• サステナブル・ツー

リズムの推進に向

けた国内関係機関

との連携強化（例：

外部セミナー、機構

内勉強会） 

• 地域観光資源の磨

き上げ支援（例：地

域から収集したコ

ンテンツの評価・活

用状況等を地域に

フィードバック） 

• 広域 DMO（観光地域

づくり法人）との連

携協定の締結 

 

【総合評価】 
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道機関インバウンド研究会、機構イン

バウンド旅行振興フォーラムを実施。

賛助団体・会員への積極的な情報提供

と賛助団体・会員間の交流機会の提供

に努めた。令和元年度に、各広域連携 

DMO 管内の自治体並びに DMO、及びそ

の会員等の実務者を対象とし、地域の

訪日プロモーションの高度化を図り、

地域への誘客の促進を目的としたマー

ケティング研修会を全国 11 箇所で開催

した。オープンデータやデジタルマー

ケティング等について講演を行い、参

加者数は 801 人、最上位評価割合は

63.7%であった。 

 

コロナ禍（令和 2年度以降）においては、

コロナ禍におけるインバウンドに関する情

報を、様々な手法を通じて各地の事業パート

ナーに提供するとともに、終息後を見据え、

地方自治体等との連携によりオールジャパ

ン体制で日本の魅力を戦略的に発信した。ま

た、地域からの優良観光コンテンツの発信や

地域へのフィードバック、きめ細やかな地域

へのコンサルティングを実施し、地域による

情報発信力強化に貢献した。最終年度におい

ては、更なる地域との連携強化を目指し、広

域 DMO との連携協定を締結するなど、今後に

向けた基盤構築を推進した。 

 

【事業パートナーに対する個別コンサルテ

ィング等による取組の支援】 

（取組例） 

 コロナ禍における渡航規制や業務縮小

等により賛助団体・会員企業において

は出張セールスによる情報収集・海外

バイヤーとの関係維持が困難であるこ

とを鑑み、オンラインでの個別コンサ

ルティング機会を拡大する等、コロナ

禍における海外の訪日旅行市場に関す

る情報収集及び、インバウンド再開後

に向けたマーケティング支援に取り組

・ コロナ前において、地

域連携部を設置し体制

を強化した上、情報提

供や相談対応により、

地方が行うプロモーシ

ョンの質の向上を支援

し地方への旅行者誘客

に向け取り組むととも

に、オールジャパン体

制でプロモーションを

実施。コロナ前は年度

数値目標も達成。 

・ コロナ禍では、水際規

制による活動減少や出

張困難等で特に海外事

務所との個別コンサル

の機会が減る中、オン

ラインでのリアルタイ

ム発信等の工夫も行い

戦略的に情報発信。ま

た、地域から収集した

コンテンツの評価・活

用状況等を地域にフィ

ードバックし、コンサ

ルティング等を通じ

て、地域の観光資源の

磨き上げに貢献。最終

年度には、国内の地域

や企業からなる賛助団

体・会員向けインバウ

ンド旅行振興フォーラ

ムのリアル開催を再開

し、対面でのコンサル

ティング等を実施。さ

らに、広域連携 DMO

（観光地域づくり法

人）との連携協定の締

結等の将来に向けての

基盤整備を推進した。

その結果、いずれの中

期の数値目標も超過達

成をした。 
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んだ。令和 2年度から自治体、ＤＭＯ

に対し、個別訪問コンサルティング

（テーマ設定せずにプロモーション初

歩段階の団体を訪問）及び滞在型コン

サルティング（テーマを設定した出張

相談会）等を通じて、機構の専門的知

見の共有、ウィズコロナの取組に係る

情報交換等を行った。令和 3年度の個

別訪問コンサルティングは北陸信越、

四国、九州の各地方運輸局管内におい

て、滞在型コンサルティングは、10 地

域の各地方運輸局管内の団体に対して

実施した。 

 

【関係機関との連携】 

（Ⅷ―3 関係機関との連携強化 の記載を

参照） 

 

【各種研修会、セミナー等の開催による地方

自治体等の取組の支援】 

（取組例） 

 令和 2年度に各広域連携 DMO 管内の自

治体並びに DMO、及びその会員等の実

務者を対象とし、地域の訪日プロモー

ションの高度化を図り、地域への誘客

の促進を目的としたマーケティング研

修会を全 10 回オンラインにて開催し

た。訪日トレンドやデジタルマーケテ

ィング等について講演を行い、参加者

数は 964 人、最上位評価割合は 56.3%

であった。令和 3年度には全国の自治

体、DMO 等において訪日インバウンド

プロモーション業務に従事する実務者

を対象とし、地域の訪日プロモーショ

ンの高度化を図り、地域への誘客の促

進を目的とした地域セミナーを全 2回

オンラインにて開催した。デジタルマ

ーケティングやアドベンチャートラベ

ル等について講演を行い、参加者数は

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 
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1,116 人、最上位評価割合は 52.1%であ

った。 

 

【海外市場の最新動向等の情報提供による

取組の支援】 

（取組例） 

 令和 2年度及び令和 3年度において、各

国・地域に対する日本政府の出入国規制

や各国における日本との間の出入国規

制等に関する情報を海外事務所から定

期的に集約し、ほぼ毎週提供した。海外

現地からのリアルタイムかつ定期的な

提供情報としての価値が高く、地方自治

体や民間企業等が、今後のインバウンド

関係業務を検討する際の判断材料を提

供した。また、令和 2年度において、新

型コロナウイルス感染症の影響により

落ち込んだ訪日旅行市場への回復の糸

口とするため、「訪日旅行市場における

新型コロナウイルス感染症の影響と需

要回復局面の旅行者ニーズと志向に関

する調査」を台湾、香港、豪州、英国に

てオンラインで実施し、今後の旅行需要

回復に向けた有用な情報として本調査

報告書を機構のホームページ上にて一

般向けに公開した。 

 

【地方自治体等と連携した地域の観光コン

テンツの発掘、情報発信】 

（取組例） 

 令和 2年度に自治体・ＤＭＯが作成し

た記事や動画を機構のオウンドメディ

アにて発信する事業を開始していると

ころ、令和 3年度はウェブページの改

修を行いユーザーの利便性を向上さ

せ、地域の観光情報を効果的に発信し

た。閲覧ユニークユーザー数は 6,003

人となり、日本の知られていない魅力

を広く情報発信できた。 

 地域の「旬の魅力」を Facebook でライ
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ブ配信する「Fun From Home 事業」に

ついて、令和 2年度はシンガポール事

務所等で実施したが、令和 3年度は地

域連携部において全国の賛助団体・会

員から希望する団体を募集し実施し

た。8月～3月にかけて 13 団体が参

加、海外 8事務所（シンガポール、イ

ンドネシア、マレーシア、フィリピ

ン、豪州、米国、カナダ、英国）の

Facebook アカウントでシェア配信を行

い、視聴者数は 7万 2,864 人となっ

た。中山道の街歩き（長野県）、沖縄民

謡（沖縄県）等、各団体が地域ならで

はの映像を制作し、視聴者からは「今

すぐ日本に行きたい」、「次回、日本に

行くときの旅行先として選びたい」と

いったコメントが多数寄せられた。参

加した地方自治体等からは機構のネッ

トワークを活用して、様々な国の人に

見てもらうことができたとの評価を受

けている。 

 

【SDGsに貢献するサステナブル・ツーリズム

の推進に向けた国内関係機関との連携強化】 

 国内のインバウンド関係者を対象に、

セミナー等の機会を通じて、サステナ

ブル・ツーリズムの概要や世界の潮

流、機構の取組、国内外の先進事例等

の紹介を行った。令和 3年 7月にはフ

ランス市場及びドイツ市場の最新動向

と欧州資料におけるサステナビリティ

に関してテーマ特化型セミナーを開催

した他、令和 4年 2月にはサステナブ

ル・ツーリズムに関する賛助団体・会

員との交流会を実施した。認定案内所

向けにも、令和 3年 6月にユニバーサ

ル対応、11 月にサステナブル・ツーリ

ズム、令和 4年 1月に食の多様性（ベ

ジタリアン・ヴィーガン対応等）に関

するセミナーを実施した。また、地域

の要望に応じ、関東観光広域連携事業
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推進協議会（令和 3年 12月）、長野県

インバウンド推進協議会（令和 4年 2

月）、福井県あわら市（令和 4年 3月）

向けに、サステナブル・ツーリズムに

関する講演を行った。機構内向けに

も、令和 4年 2月に UNWTO（国連世界

観光機関）本部から駐日事務所に派遣

されている職員による勉強会を行っ

た。 

【地域の観光資源発信力強化ときめ細やな

コンサルティング】 

（取組例） 

 全国 10 の広域連携 DMO との連携による

プロモーションに初めて取り組み、広域

連携 DMO 内にランディングページを制

作、オンライン広告の実施、BBC 等グロ

ーバルメディアへの記事広告の掲載、

JNTO 海外事務所の SNS アカウントにお

ける広域連携 DMO アカウントのリポス

ト連携を通じて、広域での地域の観光魅

力を発信。加えて、広域連携 DMO の運営

する英語サイトのSEO対策やSNS施策に

ついてのコンサルティングを行い、地域

の情報発信力強化に寄与した。 

 「Experiences in Japan」として、都道

府県、政令指定都市、DMO から体験型観

光コンテンツを募集し、外国人目線を有

するネイティブ有識者・海外事務所が、

各市場（欧米豪・中国・香港・台湾・韓

国・タイ)のニーズにあったコンテンツ

を選定し、外国人ライターが執筆した紹

介記事を機構グローバルサイト・ハイブ

リ ッ ト サ イ ト に 掲 載 す る 事 業 

「Experiences in Japan」の収集画像等

について、機構のプロモーションでの活

用を促進しており、その活用状況や前年

度の選定結果を地域に対してフィード

バックし、地域のコンテンツ磨き上げを

促進した。 

 令和 4年度においても、インバウンド再

開また本格稼働に向けた賛助団体・会員
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企業の取り組みの一助となるべく、オン

ラインにてコンサルティング対応を行

った。年間を通じた対応件数は 4,964

件、内 808 件は事業として上期・下期に

期間限定で開催したオンライン個別相

談会、915 は JNTO インバウンド旅行振

興フォーラムのプログラムの一環とし

て行ったウォークイン相談会とオンラ

イン個別相談会の実施件数となるが、オ

ンラインによる個別相談は水際の段階

的緩和措置を受けた情報収集、事業相談

の機会として積極的にご活用いただい

た。訪日インバウンド受け入れ再開以降

は海外出張等による海外事務所でコン

サルティングへのニーズが徐々に回復

した。 

 

【今後に向けた地域との連携強化】 

（取組例） 

 3 月 28 日、全国 10の広域連携 DMO それ

ぞれと連携協定を締結し、訪日外国人の

地方誘客及び広域周遊に向けて、相互の

訪日誘客事業を効果的及び効率的に実

施できるよう、新たな協力体制の構築を

図った。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

 事業パートナーへの個別コンサルティ

ング件数 

：期間中最高実績（R4年度）4,964 件（対

中期目標達成率 124.1％）  

(各年度目標達成率 H30：113.7％、R1：

101.3％、R2：72.3％、R3：81.3％ 、R4：

124.1％ ) 

 地方公共団体等向け各種研修会、セミナ

ー等開催件数 

：H30-R4 年度平均約 36 回 （対中期目標

達成率 145.6％） 

(各年度目標達成率 H30：152.0％、R1：

176.0％、R2：112.0％、R3：144.0％ 、
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R4：144.0％ ) 

 機構による情報提供の 4 段階評価最上

位評価割合 

：H30-R4 年度平均 64.2％（対中期目標

達成率 128.3％） 

(各年度目標達成率 H30：108.4％、R1：

138.4％、R2：137.0％、R3：125.6％ 、

R4：132.2％ ) 

 

 

２．その他参考情報 

特になし 
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(2)国際会議等の誘致・開催支援業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (2) 国際会議等の

誘致・開催支援業務 

我 が 国 の MICE

（ Meeting, 

IncentiveTravel, 

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推進

基本計画」に位置づ

けられている「アジ

ア主要国における国

際会議の開催件数に

占める割合 3 割以

上・アジア最大の開

催国」を達成するた

め、引き続き国際会

議誘致に関する取り

組みを強化する。ま

た、今後これまで以

上にインバウンドを

伸ばしていくために

は、国際会議のみな

らず、MICE 全体に対

する誘致策を促進す

る必要があることか

ら、国際会議以外の

分野についても取り

組みを強化する。こ

れらの取り組みに際

しては、令和元年の

ラグビーワールドカ

ップ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

リンピック、2021 年

のワールドマスター

ズという大型スポー

(2) 国際会議等の誘致・開催

支援業務 

我が国の MICE （ Meeting, 

IncentiveTravel,Convention, 

Exhibition/Event の総称）推

進においては、「観光立国推進

基本計画」（平成 29 年 3 月 

28 日閣議決定）に位置づけら

れている「アジア主要国におけ

る国際会議の開催件数に占め

る割合 3 割以上・アジア最大

の開催国」の達成に貢献するよ

う、引き続き国際会議誘致に関

する取組を強化する。また、今

後これまで以上にインバウン

ドを伸ばしていくためには、国

際会議のみならず、MICE 全体

に対する誘致策を促進する必

要があることから、ミーティン

グ、インセンティブ等国際会議

以外の分野についても取組を

強化する。これらの取組に際し

ては、2019 年のラグビーワー

ルドカップ、2020 年の東京オ

リンピック・パラリンピック、

2021 年のワールドマスターズ

という大型スポーツイベント

が集中的に日本で開催され、日

本への注目が集まる機会を捉

え、効果的なプロモーション活

動を行い、大型スポーツイベン

ト開催後も見据えた MICE の

誘致につなげるよう留意する。

上記を踏まえ、具体的な活動と

しては、海外においては ICCA

（ 国 際 会 議 協 会 ：

International Congress and 

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中、

海外の国際会議・イ

ンセンティブ旅行主

催者等と、機構、国

内 の地方公共団体及

び民間事業者等との

商談件数を年平均 

3,400 件以上とす

る。 

 

・商談参加者に対す

る調査において、商

談の評価が、4段階評

価で最上位の評価を

得 る割合が 30％以

上となることを目指

す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

「観光立国推進基本

計画」（平成 29 年 3 

月 28 日閣議決定）に

位置づけられている

「アジア主要国に お

ける国際会議の開 催

件数に占める割合 3 

割以上・アジア最大の

開催国」の達成（目標：

2020 年まで）に貢献

するよう、関係者と連

携して国 際会議誘致

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令

和元年度）においては、海

外においては各種 MICE 関

連団体等との国際ネット

ワークを活用した情報の

収集力・分析力を強化する

とともに、国内においては

大学・学会・産業界等主催

者と連携し、国際会議の誘

致やインセンティブ旅行

誘致等の活動を強化した。

海外競合国・地域との誘致

競争が激しさを増す中、日

本における国際会議開催

件数は、527 件（ICCA 統計

（令和元年）前年比 7.1％

増、アジア・太平洋地域で

2位、世界総合ランキング

第 8位）となった。アジア

主要 5 カ国における国際

会議の開催件数に占める

割合は 30.1％となり、政

府目標の「3割」を超えた。 

 

【情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等】 

・ MICE 専門見本市への

出展、国際的 MICE 関

連団体の活動へ積極

的参画を通じ、市場

トレンド等の情報収

集・分析を強化する

とともに、国内の誘

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

中期計画における数値目標

は、商談件数は目標未達とな

ったが、満足度については、

４段階評価で最上位評価と

いう指標に対して、高質なサ

ービス提供を続けていくこ

とで、超過達成した。商談件

数は、コロナ前は順調な推移

だったものの、R2 年度以降

はコロナの影響により、見本

市の中止や出張困難、ニーズ

の減退等が直接的に影響し、

中期目標を下回る実績とな

った。しかし、水際措置緩和

が決まって以降は、順調な推

移となっている。 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

＜コロナ前＞ 

・ 情報の収集力・分析力

の強化と市場トレンド

の把握等（例：MICE 専

門見本市等） 

・ 大学・学会・産業界等

国内主催者との関係強

化・支援強化 

・ 訪日インセンティブ旅

行誘致の強化（例：

MICE 見本市での大型ス

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標として設定した、機構、国内の地

方公共団体及び民間事業者等による商談件

数の目標達成率は、コロナ前の平成 30年度

と令和元年度において 120％を超えている。

コロナ禍においては、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響により商談会主催団体に

よる商談会の中止・延期が相次ぎ、海外バイ

ヤー数の減少、共同出展社の確保が困難と

なるなど、不可抗力による外部要素があっ

たため、令和２年度及び令和３年度の商談

件数は数値目標未達となったものの、機構

主催のインセンティブ旅行に関する商談会

についてはオンライン開催に切り替えて実

施するなどの創意工夫で令和２年度から令

和３年度の達成度は大幅に改善した。なお、

商談件数の中期の数値目標は達成できない

見込みではあるものの、コロナ禍における

国際会議の誘致においては、実施形態も急

激に変わる中、アンバサダープログラムに

よる国際会議の令和２年度の誘致件数は令

和元年度と同数の５件、令和３年度の誘致

成功件数は４件となる等、国内主催者の国

際会議の誘致・開催活動の支援で成果を出

した。 

商談参加者に対する調査において、商談

の評価が 4 段階評価で最上位の評価を得た

割合は、コロナ禍においても毎年度目標を

大きく上回っており、対中期目標達成率が

令和 3 年度時点において 183.3％と大幅に

高い水準で達成している。 

 さらに、定性的にも、大学・学会・産業界

等国内主催者との関係・支援強化に取り組

んだが、特に、国際会議開催地決定に影響力

が あ る PCO （ Professional Congress 
Organizer／国際会議運営会社）との関係強

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標として設定した、機構、国内の地方

公共団体及び民間事業者等による商談件数

の目標達成率は、コロナ前の平成 30 年度と令

和元年度において 120％を超えている。コロナ

禍においては、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により商談会主催団体による商談会

の中止・延期が相次ぎ、海外バイヤー数の減

少、共同出展社の確保が困難となるなど、不

可抗力による外部要素があったため、令和２年

度～令和４年度の商談件数は数値目標未達と

なったものの、機構主催のインセンティブ旅行

に関する商談会についてはオンライン開催に

切り替えて実施するなどの創意工夫で令和４

年度には、令和２年度の達成度の約７倍と大

幅に改善した。なお、商談件数の中期の数値

目標は達成できていないが、コロナ禍における

国際会議の誘致においては、実施形態も急激

に変わる中、アンバサダープログラムによる国

際会議の令和２年度の誘致件数は令和元年

度と同数の５件、令和３年度の誘致成功件数

は４件、令和４年度の誘致成功件数は、16 件

なる等、国内主催者の国際会議の誘致・開催

活動の支援で成果を出した。 

商談参加者に対する調査において、商談の

評価が 4 段階評価で最上位の評価を得た割

合は、コロナ禍においても毎年度目標を大きく

上回っており、対中期目標達成率が令和 4 年

度時点において 189.3％と大幅に高い水準で

達成している。 

 さらに、定性的にも、大学・学会・産業界等国

内主催者との関係・支援強化に取り組んだが、

特に、国際会議開催地決定に影響力がある

PCO（Professional Congress Organizer／国際

会議運営会社）との関係強化に取り組むため、

機構の長年の働きかけの結果、令和３年度より



70 

ツイベントが集中的

に日本で開催され、

日本への注目が集ま

る機会を捉え、効果

的なプロモーション

活動を行い、大型ス

ポーツイベント開催

後も見据えた MICE

の誘致につなげる必

要がある。 

上記を踏まえ、具

体的な活動として

は、海外においては

各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用し、世界

の MICE 市場の動向

及び競合する都市や

団体による誘致活動

に関する情報の収集

力・分析力を強化し、

今後の市場トレンド

の把握や課題の整

理・解決を図るとと

もに、デスティネー

ションとしての日本

への関心を喚起する

コンテンツの作成

や、デジタルマーケ

ティングを活用した

プロモーションを展

開する等の取り組み

を実施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、大

学・産業界等国内主

催者との一層の関係

強化・支援強化に取

り組む。これらの活

動に際し、地域のコ

ンベンションビュー

ローとの役割分担を

Convention Association）等と

の国際ネットワークを活用し、

世界の MICE 市場の動向及び

競合する都市や団体による誘

致活動に関する情報の収集力・

分析力を強化し、今後の市場ト

レンドの把握や課題の整理・解

決を図るとともに、日本の 

MICE ブランド・コンセプトに

基づき、デスティネーションと

しての日本への関心を喚起す

るコンテンツやデジタルマー

ケティングを活用したプロモ

ーションを展開する等の取組

を実施する。 

また、国際会議の誘致に関

しては、MICE アンバサダー等

国内主催者との一層の関係強

化・支援強化に取り組む。こ

れらの活動に際し、地域のコ

ンベンションビューローとの

役割分担を明確にして効率化

を図る一方、我が国のナショ

ナルコンベンションビューロ

ーとしての機能を強化する。 

更に、ミーティング、イン

センティブについては、プロ

モーションに際し、デスティ

ネーションとしての日本の認

知度向上に訴求力のある海外 

MICE 見本市等のイベントや媒

体を活用し、露出効果の最大

化を図る。加えて産業界と連

携し、海外に対する訴求を強

化する。 

なお、これらの各種取組に

当たっては、成果の最大化の

観点から、支援対象等の選 

択と集中の徹底及び効率的な

実施に留意することとする。 

 

数値目標 

に関する取り組みを

強化しているか。 ま

た、ミーティング、イ

ンセンティブについ

ては、デスティネーシ

ョンとしての日本の

認知度向上 に訴求力

のある海外 MICE 見

本市等の ベントや媒

体を活用し、露出効果

の最大化を図ってい

るか。 

 

致関係者への情報提

供を行った。 

（取組例） 

共同出展事業 

・ IMEX Frankfurt 

2019（ドイツ・フラ

ンクフルト：令和元

年 5月） 

・IMX America 2019

（米国・ラスベガ

ス：令和元年 9月） 

・IBTM World 2019

（スペイン・バルセ

ロナ：令和元年 11

月） 

MICE 関連団体の活動

への参加例 

・ 国 際 会 議 協 会

（ICCA）総会 （米

国・ヒューストン：

令和元年 10 月） 

・ 国 際 PCO 協 会

（IAPCO）総会 （カ

ナダ・バンクーバ

ー：令和 2年 2月） 

機構独自の出展 

・ Smart Meeting 

West National（米

国・スコッツデー

ル：令和元年 5月） 

・IBTM Americas（メ

キシコ・メキシコテ

ィ：令和元年 5月） 

・Get Global（豪州・

シドニー：令和元年

7月） 

・BUSINESS TRAVEL 

MICE AWARD（ロシア・

モスクワ：令和元年

10 月） 

 

ポーツイベント関連都

市のプロモーション） 

・ 自然災害からの復興対

策（例：平成 30 年 7 月

豪雨被災地支援のため

の情報発信） 

＜コロナ禍＞ 

・ 情報の収集力・分析力

の強化と市場トレンド

の把握等（例：IAPCO

との連携強化） 

・ ブランド・コンセプト

に基づくデジタルマー

ケティングを活用した

プロモーションの展開

（例：ウェブサイト改

修、専門誌での情報発

信等） 

・ 大学・学会・産業界等

国内主催者との関係強

化・支援強化（例：バ

ーチャルの都市視察紹

介と商談会） 

・ 体系的な MICE 人材育成

（例：初級、中級、上

級セミナー） 

・ 訪日インセンティブ旅

行誘致の強化（例：イ

ンセンティブ旅行コン

テンツの収集・発信） 

・ 市場トレンド変化を踏

まえた情報収集・発信

（例：開催マニュアル

（ハイブリッド）の作

成、サステナビリティ

に関する調査） 

＜水際措置緩和決定後＞ 

・ タイムリーな MICE キー

パーソンの招請（例：

海外のコア PCO※） 

※国際会議の開催地決定に

影響力のある会議運営会社 

化に取り組むため、機構の長年の働きかけ

の結果、令和３年度より国際 PCO 協会

（IAPCO）との間に、日本として初めてと

なるデスティネーション・パートナーシッ

プの締結が実現し、会員の PCO 約 140 社

に対して情報発信を複数回行い、国際会議

開催国としての日本の認知度向上を図った

点等は高く評価できる。また、インセンティ

ブ旅行コンテンツの収集・発信を通して訪

日インセンティブ旅行誘致の強化を図った

ことも新たな取組として評価できる。 

 なお、令和４年７月４日に開催した外部

有識者会議においても、何れの委員も自己

評価に対しては適切な評価である旨評価さ

れていた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られる見込であると認

められるため、A 評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

国際 PCO 協会（IAPCO）との間に、日本として

初めてとなるデスティネーション・パートナーシ

ップの締結が実現し、会員の PCO 約 140 社に

対して情報発信を複数回行い、国際会議開催

国としての日本の認知度向上を図った点等は

高く評価できる。また、インセンティブ旅行コン

テンツの収集・発信を通して訪日インセンティ

ブ旅行誘致の強化を図ったことも新たな取組と

して評価できる。 

 なお、令和５年７月６日に開催した外部有識

者会議において、委員からは、自己評価に対

しては適切な評価である旨評価されていた。 

 

以上のことから、数値目標の一部（商談件

数）について目標未達になっているが、コロナ

による外的要因も考慮した上で、中期目標に

おける所期の目標を上回る成果が得られたと

認められるため、「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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明確にして効率化を

図る一方、我が国の

ナショナルコンベン

ションビューローと

しての機能を強化す

る。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

イベントや媒体との

連携により、露出効

果の最大化を図る。

加えて産業界と連携

し、海外に対する訴

求を強化する。 

なお、これらの各

種取り組みに当たっ

ては、成果の最大化

の観点から、支援対

象等の選択と集中の

徹底及び効率的な実

施に留意することと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中期目標期間中、海外の国

際会議・インセンティブ旅行

主催者等と、機構、国内 の地

方公共団体及び民間事業者等

との商談件数を年平均 3,400 

件以上とする。 

・商談参加者に対する調査に

おいて、商談の評価が、4段

階評価で最上位の評価を得 る

割合が 30％以上となることを

目指す。 

 

【ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケ

ティングを活用したプ

ロモーションの展開】 

（取組例） 

・ Facebook の MICE 専用

アカウントの運用開

始：平成 30 年 10 月

より、新たに MICE 関

係者向け Facebook ア

カウントの運用を開

始した。日本の都

市、ユニークベニュ

ー、機構事業の紹介

等、MICE に関する内

容を発信し、日本で

の MICE 開催意欲が高

まるような内容の投

稿を行った結果、平

成 30年度 3月末時点

で 2万 8,000 人以上

のファン数を獲得し

た。 

・ フォト・動画コンテ

ストの実施：平成 30

年に国内における

MICE ブランド・コン

セプトの浸透促進と

コンテンツ収集のた

め、「第 1回 MICE 開

催地・日本の魅力フ

ォト・動画コンテス

ト ～New ideas 

start here～」を実

施した。応募のあっ

た 1,277 点の中から

最優秀賞及び優秀賞

の計 5点を選定し、

東京国際フォーラム

にて授賞式を行っ

た。最優秀賞の他、

 

【総合評価】 

・ コロナ前においては、

海外での各種 MICE 関連

団体等との国際ネット

ワークを活用した情報

の収集力・分析力を強

化するとともに、国内

においては大学・学

会・産業界等主催者と

連携し、コロナ前は数

値目標も高い水準で達

成。2019 年は、アジア

主要 5カ国における国

際会議の開催件数に占

める割合は政府目標の

「3割」を超えた。 

・ コロナ禍以降は、水際

規制や見本市の中止等

も相次ぐ中、商談件数

は年度数値目標未達と

なるも、オンライン等

での創意工夫で年々改

善し、参加者満足度は

目標を大幅に超過する

高い水準。また、コロ

ナを経て、MICE のニー

ズやトレンドに変化が

みられる中、国内主催

者向けの誘致マニュア

ルの改訂や、調査事業

を実施することで、プ

ロモーション基盤の質

的向上を実現。さら

に、水際措置の緩和前

後のスタートダッシュ

として、時宜を得たキ

ーパーソンの招請やフ

ォローアップを行い、

有望案件につなげた。 

・ その結果、最終的に、

中期数値目標も、コロ
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優秀賞も含めた計 75

点の入賞作品につい

ては、今後のプロモ

ーションにおけるコ

ンテンツとして活用

することとしてい

る。 

 

【大学・学会・産業界等国

内主催者との関係強化・支

援強化】 

・ 国内の国際会議主催

者の開催・誘致意欲

を高めるため、有力

な会議主催者等との

関係を強化して誘致

活動に取り組むとと

もに会議誘致の啓発

活動を行った。 

（取組例：誘致に成功した

国際会議の例） 

英 国 旅 行 業 協 会

（ABTA）年次会議 

～令和元年に東京

で開催。参加者数 500

人規模（うち外国人

500 人） 

アジア太平洋てんか

ん学会（※コロナ禍に

よりオンライン開催

に変更） 

～令和 2 年に福岡

で開催。 参加者数

2,600 人規模（うち外

国人 1,800 人） 

JCI 世界会議大会（※

コロナ禍によりハイ

ブリッド開催に変更） 

～令和 2 年に横浜

で開催。 参加者数

ナ禍で事業実施に直接

的な影響を受けた商談

件数は未達であった

が、満足度は達成し

た。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成

果が得られたと評価。 
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1 万人規模（うち外

国人 3,000 人） 

 

【訪日インセンティブ旅

行誘致の強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に訪日イ

ンセンティブ旅行の

誘致拡大を図り、

2,712 件（前年度比：

約 27.3％増）、17 万

1,499 人の誘致に成功

した。また、ラグビ

ーワールドカップ

2019 日本大会

（RWC2019）、令和 2

年の東京 2020 大会、

令和 3年のワールド

マスターズという大

型スポーツイベント

によって日本への注

目が集まる中、これ

らスポーツへの関心

が強いとされる地域

を中心に、海外の

MICE 見本市等で関連

都市のプロモーショ

ンを実施した。 

・ CNBC（Consumer News 

and Business 

Channel）における記

事広告を実施すると

ともに、見本市出展

に合わせて MICE 専門

オンライン媒体にお

ける広告展開を実施

した。 

・ 海外事務所の所在地

域の日系商工会議所

に働きかけ、現地企
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業向けの訪日 MICE 旅

行に関する情報発信

を行った。特に、シ

ドニー事務所、香港

事務所においては、

具体的な説明の機会

を設けた。 

 

【自然災害からの復興対

策事業】 

（取組例：「平成 30年 7月

豪雨」被災地支援のための

情報発信の実施） 

・ 動画を活用した自然

災害発生地域にかか

る正確な情報発信：

平成 30 年度に 7月豪

雨の被災地である岐

阜・高山・広島・尾

道・岡山にスポット

を当て、実際に MICE

が開催されている様

子やユニークベニュ

ー等、地域の魅力を

訴求する動画を制作

するとともに、MICE

専用ウェブサイトに

掲載のうえ当該サイ

トへの誘導広告を実

施し、MICE 開催地と

しての各地の魅力の

情報発信を行った。

また、平成 30年 10

月に開催された IMEX 

America 及び ITB 

Asia（共にインセン

ティブ旅行の見本

市）会場にてホステ

ッドバイヤーラウン

ジをスポンサーし、

これらの動画を放映
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する等、復興支援に

資する展開を行っ

た。 

（取組例：台風 21 号及び

北海道胆振東部地震の復

興支援のためのデジタル

広告事業の実施） 

・ 台風 21 号及び北海道

胆振東部地震等から

の速やかな回復を支

援するため、平成30年

度にデジタル媒体に

よる欧米向けの記事

広告を作成し、被災地

域の MICE 開催地とし

ての魅力の訴求を図

った。また、記事広告

と同内容を機構 MICE

ウェブサイト内に転

載し、当該転載記事に

対して各種情報発信

プラットフォームを

使用した運用型広告

を実施するとともに、

MICE 関係の情報発信

における各プラット

フォームとの親和性

の比較検証を行い、今

後の MICE 分野におけ

る情報発信の戦略立

案に役立てることと

した。 

 

コロナ禍（令和 2年度以

降）においては、海外で開

催される大型見本市や機

構が開催する予定であっ

たセミナーや商談会が中

止となり、商談件数の数値

目標は達成できなかった

が、コロナを経て、MICE の
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開催形式が変化し、サステ

ナビリティへの意識が向

上する中、機構はナショナ

ルコンベンションビュー

ローとしていち早くこれ

らの変化にキャッチし、国

内主催者への支援の実施

や、サステナビリティへの

調査事業等を実施するこ

とで、日本の MICE プロモ

ーション基盤の質的向上

を実現。 

また、水際措置の大幅緩

和前後のスタートダッシ

ュとして、時宜を得た開催

地選定の決定権を持つキ

ーパーソンの招請やフォ

ローアップを行い、有望案

件につなげた。 

 

【情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等】 

（取組例） 

・ 国際 PCO 協会

（IAPCO）との連携強

化：国際会議開催地

決定に影響力がある

PCO（Professional 

Congress Organizer

／国際会議運営会

社）との関係強化に

取り組むため、令和 3

年 8月より、国際 PCO

協会（IAPCO）との間

に、日本として初め

てとなるデスティネ

ーション・パートナ

ーシップを締結し

た。本パートナーシ

ップは機構からの長
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い働きかけにより実

現したもので、アジ

ア地域では香港と日

本の 2団体のみが締

結している。同協会

が発行する機関誌

『The PCO』にて、日

本の安全性や日本の

ハイブリッド会議の

開催事例等、最新ニ

ュースを計 3回発信

し、会員の PCO 約 140

社に対して、国際会

議開催国としての日

本の認知度向上を図

った。 

・ MICE 関係者との情報

交換、情報提供：令

和 2年度にコロナ終

息後の国際会議誘致

の激化を見越し、学

術や産業の集積が厚

く、特徴的な研究や

都市戦略を展開して

いる国内の 16都市に

着目の上、当該都市

学術や産業の強みを

とりまとめた電子ブ

ック Japan: 

Competitiveness of 

Academia and 

Industry を日英で作

成した。国内の国際

会議主催者や海外の

有力 PCO 等へ SNS 等

を活用して周知する

とともに、ウェブサ

イトに展開しダウン

ロードを促した。 
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【ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケ

ティングを活用したプ

ロモーションの展開】 

（取組例） 

・ MICE 専門誌等での情

報発信：令和 2年度

にデスティネーショ

ンとしての日本への

関心を喚起するた

め、世界で月間平均

6.3 億ページビューの

アクセスがあり、

MICE 開催地の決定権

者の多くが利用する

欧米の媒体

「BBC.com」を活用

し、新型コロナウイ

ルス感染症の影響下

における今後の MICE

業界の展望、日本の

安心・安全の取組、

日本における MICE 開

催のガイドライン等

を紹介するととも

に、海外 MICE 有識者

にインタビューを行

い、日本の MICE の魅

力についてプロモー

ションする記事広告

を出稿した。また、

産業構造の特徴や強

み、最先端の学術・

研究分野及び産業振

興の動向等を紹介す

る資料「Japan: 

Competitiveness in 

Academia and 

Industry」の公開を

契機に、欧州の代表

的な MICE 業界専門誌
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である

「Headquarters 

Magazine」に、学術

や産業の観点からみ

た日本の魅力的な国

際会議開催都市とし

て仙台市、広島市、

富山市、北九州市を

紹介する記事広告を

出稿、地方都市の情

報発信を行った。 

・ 機構 MICE 専用ウェブ

サイトの改修：令和 2

年度に国際会議開催

に関する情報提供の

ため、日英両サイト

に国際会議における

新型コロナウイルス

感染症への対応に関

する特設サイトを作

成するとともに、新

型コロナウイルス感

染症における MICE 開

催のガイドライン等

の資料のダウンロー

ドを促す導線も整備

した。更に、特設サ

イトへの誘導を図る

ため、国内の主要学

会誌に広告を掲載す

るとともに、Google

ディスプレイネット

ワーク（GDN）、

Facebook、LinkedIn

等を活用した国内の

潜在的な主催者をタ

ーゲットとした運用

型広告を配信し、デ

ジタルマーケティン

グを活用したプロモ

ーションを行った。
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広告掲載の効果もあ

り、特設サイトを含

む日本語の機構 MICE

専用ウェブサイト全

体のユニークユーザ

ー数は令和元年度比

139.9%の 31 万 5,447

となった。 

 

【大学・学会・産業界等国

内主催者との関係強化・支

援強化】 

（取組例） 

・ 国際会議海外キーパ

ーソン招請事業の実

施：令和 2年度に例

年開催してきた国際

会議キーパーソン

（国際会議の開催地

決定に権限や影響力

を持つ、主催団体等

のバイヤー）招請事

業をオンライン化

（オンライン Meet 

Japan）し、バーチャ

ルの都市視察紹介と

商談会を実施した。

また、バイヤーの参

加意欲を高めるた

め、PCO（国際会議運

営会社）の国際団体

(IAPCO)と連携したセ

ミナーを盛り込んだ

結果、目標を上回る

93 商談、満足度最上

位 30％以上の評価を

得た。また IAPCO と

の連携により、150 人

の IAPCO 会員に対し

てセミナーを追加で
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配信を行うことがで

きた。事業終了後、

2027 年度の 5,000 人

規模の国際会議の誘

致活動が開始してい

る。 

 

【体系的な MICE 人材育

成】 

アジア競合国と比較し

て、海外の MICE 主催者と

対等に交渉できるグロー

バルレベルの能力を有す

る MICE 誘致担当者が不足

しているこことに加えて、

新型コロナウイルス等、最

新の業界動向をふまえた

誘致・開催支援と新たな課

題に対応できる人材の育

成が急務であることから、

体系的な人材育成プログ

ラム実施することとし、オ

ンデマンド（初級・中級）

及びオンライン（上級）形

式で実施した。 

（取組例）  

・ ＭＩＣＥセミナー 

中級者対象（令和 2

年度より開始、8月～

9月）：令和 2年度よ

り国内 MICE 業界関係

者で実務経験が 2年

以上ある者を対象と

した中級者研修を新

たに開始した。都市

の戦略策定、ハイブ

リット会議開催手

法、オンライン技術

の進歩、施設の国際

衛生基準取得の方法

等、ポストコロナに
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おける MICE 開催のノ

ウハウに関する講義

を全 10 件提供したこ

と、受講期間を 2か

月間と長く設定して

オンデマンド方式で

実施したこと等によ

り、前年度の実績 44

人を大きく上回る 214

人が参加し、受講者

の満足度は最上位評

価が 52％となった。 

 

【訪日インセンティブ旅

行誘致の強化】 

（取組例） 

・ ポストコロナのニー

ズに対応のインセン

ティブ旅行コンテン

ツの収集：令和 3年

度にポストコロナに

おけるミーティング

及びインセンティブ

旅行先としての日本

の優位性を訴求する

ため、国内各地域か

ら、コロナにより変

化したニーズに対応

する魅力的なインセ

ンティブ旅行コンテ

ンツを募集した。有

識者の評価により 145

件の応募から 42 件を

選定し、6言語にてウ

ェブサイトで情報掲

載を行うとともに、

海外事務所でのニュ

ースレターやセミナ

ー等で紹介した。 
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【ポストコロナのニーズ

に対応すべく MICE プロモ

ーション基盤の質的向

上】 

（取組例） 

・ 令和 4年度におい

て、質的向上とし

て、コロナ禍により

拡大した国際会議の

ハイブリッド開催に

対応するため、ハイ

ブリッド会議開催の

ノウハウや国内の開

催事例等を紹介する

「国際会議ハイブリ

ッド開催マニュア

ル」を初めて作成

し、ウェブサイト上

で公開した。 

・ 令和 4年度におい

て、MICE におけるサ

ステナビリティの動

向を把握するため、

サステナブル先進都

市および競合国・都

市のサステナビリテ

ィに関する取組につ

いて調査を実施、取

りまとめを行った。

国内外の国際会議主

催者やミーティング

プランナー等にヒア

リングを実施し、市

場トレンドや主催者

のニーズ、今後の課

題等を把握するとと

もに、本調査を通じ

て、国内 15 都市の取

り組みや課題等を整
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理し、日本の強みや

各都市の取り組みを

紹介するデジタルパ

ンフレットを作成し

た。 

 

【水際措置の大幅緩和後

のスタートダッシュのた

めの MICE キーパーソン招

請】 

（取組例） 

・ 令和 4年度におい

て、IAPCO（国際 PCO

協会）と締結してい

るデスティネーショ

ン・パートナーシッ

プを活用し、12 月に

ドイツ、イタリアな

どから有力な会議案

件を持つコア PCO 7

名を招請して、12月

に 5日間かけて東日

本コースと西日本コ

ースに分け、東京や

大阪・京都といった

大都市だけでなく、

仙台や奈良等の地方

の国際会議施設場等

の視察を行った。加

えて、2月に MICE 専

門誌である

「Boardroom」に本視

察と視察参加者への

インタビューを通し

た国際会議の開催地

としての日本の魅力

についての記事を掲

載した。また、2月に

イスラエルで開催さ

れた IAPCO 総会に出
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席し、会議開催地と

しての日本の PR を行

った。またその中で

本視察の様子を撮影

した動画を紹介し、

有力 PCO へ日本の魅

力をアピールした。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 機構、国内の地方公共

団体及び民間事業者

等による商談件数 

： H30-R4 年 度平 均

2,803 件（対中期目標

達成率 82.4％） 

(各年度目標達成率 

H30：122.0％、R1：

146.0％、R2：12.7％、

R3：44.2％ 、R4：

87.3％ ) 

・ 商談参加者による 4 

段階評価最上位評価

割合 

： H30-R4 年 度平 均

56.8％（対中期目標達

成率 189.3％） 

(各年度目標達成率 

H30：151.9％、R1：

170.7％、R2：233.3％、

R3：177.7％ 、R4：

212.8％ ) 

 

 

２．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―2 国内受入環境整備支援業務 

業務に関連する政策・施

策 

政策目標 6 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 
施策目標 20 観光立国を推進する 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 1、2、3号 

通訳案内士法 第 11 条 

当該項目の重要度、困難

度 

― 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート事業番号 
国土交通省 0272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．主要な経年データ 

観
光
案
内
所
の
整
備
支
援
業
務 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目

標期間最終

年度値等) 

平成 

30 年度 

（達成率） 

令和 

元年度 

（達成率） 

令和 

2 年度 

（達成率） 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

  平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

情報提供の

評価 

4段階評価で

最上位の評

価を得る割

合が70%以上

を目指す 

―  72.0% 

(102.8%) 

83.4%

（119.2%） 

77.1% 

（110.1%） 

72.9% 

（104.1%） 

77.4%

（110.6%） 
 予算額（千円） 292,591 

 

229,944 336,380 229,779 139,099 

        決算額（千円） 247,032 186,975 238,513 120,988 116,058 

        経常費用（千円） 254,292 

 

196,057 239,421 121,043 115,434 

        経常利益（千円） 347,908 

 

199,705 320,172 195,859 199,220 

        行政コスト（千円） - 

 

196,057 239,421 121,043 115,434 

        行政サービス実施

コスト（千円） 

43,653 

 

- 

 

- -  

        従事人員数      
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (3) 国内受入環境整

備支援業務 

訪日外国人旅行者

の利便性・満足度を

向上させるため、国

内における受入環境

整備として、外国人

観光案内所の認定・

支援を行う。特に、

地方部においては、

多言語で案内が行え

る観光案内所を増や

すとともに、都市部

の観光案内所を含む

観光案内所間におけ

る密接な情報共有が

可能な仕組みの構

築・ネットワークの

拡充により、案内機

能の質の向上を図

る。また、認定・更新

については簡略化・

円滑化に向けた改善

を積極的に行う。上

記の取組に当たって

は、認定案内所から

の評価を踏まえ、課

題の改善に取り組む

こととする。機構が

運営するツーリス

ト・インフォメーシ

ョン・センター（TIC）

については、機構の

ネットワークや民間

のノウハウを取り入

れた効果的 

な運営により、対面

による質の高い情報

提供を行うととも

(3) 国内受入環境整

備支援業務 

訪日外国人旅行者

の日本滞在中の利便

性・満足度を向上さ

せるため、国内にお

ける受入環境整備と

して、外国人観光案

内所の認定・支援を

行う。平成 32 年ま

でに観光案内所の倍

増（1,500 箇所）を

目指すとした「観光

立国推進基本計画」

を踏まえ、特に、地

方部においては、多

言語で案内が行える

観光案内所を増やす

ために、観光庁等と

連携して未認定観光

案内所に対し、認定

制度の説明を行い、

認 定 観 光 案 内 所 

1,500 箇所に向けて

新規認定申請を促

す。また、引き続き

認定案内所実態調査

や研修会を実施する

他、連絡会を各地で

開催し、観光案内所

間における密接な情

報共有が可能な仕組

みの構築・ネットワ

ークの拡充により、

案内機能の質の向上

を図る。また、認定・

更新については電子

申請システム及び認

定案内所の管理デー

＜主な定量的指標＞ 

外国人観光案内所に対

する調査において、機構か

らの支援サービスの評価

が、4 段階評価で最上位の

評価を得る割合が 70％以

上となることを目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

平成 32 年までに観 

光案内所の倍増（1,500 箇

所）を目指すとした「観光

立国推進基本計画」を踏ま

え、訪日外国人旅行者の利

便性・満足度を向上させる

ため、国内における受入環

境整備として、外国人観光

案内所の認定・支援を行っ

ているか。 

観光案内所間における

密接な情報共有が可能な

仕組みの構築・ネットワー

クの拡充により、案内機能

の質の向上を図っている

か。 

TIC について、機構のネ

ットワークや民間のノウ

ハウを取り入れた効果的

な運営により、対面による

質の高い情報提供を行う

とともに、案内所支援業務

の中核として全国の案内

所との連携を強化してい

るか。 

＜主な業務実績＞ 

（3）①観光案内所の整備支援

業務 

・ 外国人観光案内所の認

定・支援として、未認定

観光案内所に認定制度の

説明を行い、認定申請を

促した他、認定外国人観

光案内所向けウェブサイ

トのメニューを再整理す

る等、外国人観光案内所

認定手続きの円滑化を図

る改善を行った。その結

果、中期目標期間中の各

年度末の認定数の推移

は、平成 30 年度は 1,046

カ所、令和元年度は 1,365

カ所、令和 2年度は 1,558 

カ所、令和 3年度は 1,560

カ所、令和 4年度は 1,514

カ所となり、「観光立国推

進基本計画」の目標

（1,500 箇所）の達成に貢

献した。 

・ 認定外国人観光案内所の

案内機能の質の向上

（例：各種研修会実施、

メルマガ配信、訪問実態

調査）、ツーリスト・イン

フォメーション・センタ

ー（TIC）の運営、全国の

外国人観光案内所との連

携、ICT を活用した利便性

の高い観光情報提供機能

の拡充（例：チャットボ

ット及びオンライン上の

問合せ対応）、災害対応機

能の強化（例：多言語コ

ールセンター「Japan 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

以下を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 

 

（3）①観光案内所の整備支

援業務 

・ コロナ前から外国人観

光案内所のネットワー

ク拡大及び更なる質の

向上を継続。 

・ コロナの影響で閉鎖し

た観光案内所もあった

が、コロナ禍でも認定

数を伸ばし、令和 2年

12 月末までに外国人観

光案内所ネットワーク

拡大の目標であった

1500 カ所認定を達成。

事業実施においては、

コロナ禍では国内の感

染状況への留意が必要

となったが、創意工夫

により質の向上を図

り、コロナ禍でも高い

水準での満足度を取

得。 

 

（3）②通訳案内士試験業務 

・ 「通訳案内士試験ガイ

ドライン」（国土交通

省）に基づき、試験の公

正性・適正性を確保し

つつ、効率化を行いな

がら、試験事務を円滑

に運営。その結果、コロ

ナ前においては、収支

相償を実現。 

評定 Ａ 評定 Ａ 

 【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目 ＋ Ｂ３点＋１） ÷ ２

項目 ＝ ３．５ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定であ

る。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５

点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１

点とし、重要度の高い項目については加重

を２倍としている。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 観光案内所の整備支援業務については、

コロナ前から外国人観光案内所のネットワ

ーク拡大と質の向上を継続し、外国人観光

案内所に対する機構の支援サービスの評価

が、4段階評価で最上位の評価を得た割合は

各年度で目標達成率が 100％を上回った。ま

た、令和 2年 12 月末までに外国人観光案内

所ネットワーク拡大の目標であった1500か

所認定を達成した。 

 通訳案内士試験業務については、試験の

公正性・適正性を確保しつつ、毎年 1回全国

通訳案内士試験を実施した。コロナ禍にお

いては、安定的な試験実施に向けた取組と

して、会場に収容する定員を 50％以下に抑

えるなど、徹底した感染防止対策を実施し

た。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の

目標を上回る成果が得られる見込であると

認められるため、当該項目の評定はＡとし

た。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜細分化した項目の評定の算術平均＞ 

（Ａ４点×１項目 ＋ Ｂ３点×１項目） ÷ ２項

目 ＝ ３．５ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定であ

る。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５

点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要

度の高い項目については加重を２倍としてい

る。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 観光案内所の整備支援業務については、コ

ロナ前から外国人観光案内所のネットワーク拡

大と質の向上を継続し、外国人観光案内所に

対する機構の支援サービスの評価が、4 段階

評価で最上位の評価を得た割合は各年度で

目標達成率が 100％を上回った。また、令和 2

年 12 月末以降は、外国人観光案内所ネットワ

ーク拡大の目標であった 1500 カ所認定を達成

した。 

 通訳案内士試験業務については、試験の公

正性・適正性を確保しつつ、毎年 1 回全国通

訳案内士試験を実施した。コロナ禍において

は、安定的な試験実施に向けた取組として、会

場に収容する定員を 50％以下に抑えるなど、

徹底した感染防止対策を実施した。 

 

 以上のことから、小項目の算術平均に最も近

い評定が A 評定であること、コロナによる外的

要因も考慮した上で、機構の業績向上努力に

より、困難な状況下であるにも関わらず、観光

案内所の認定及び研修や情報提供等の支

援、TIC の運営、通訳案内士試験事務の安定

的・効率的な運営及び通訳案内士の質的向上

等、国内受入環境整備のための取組を引き続

き強化させた事から、中期目標における所期

の目標を上回る成果が得られたと認められるた

め、「A」評定とする。 
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に、案内所支援業務

の中核として全国の

案内所との連携を強

化する。さらに、ウ

ェブ、モバイル等の 

ICT を活用した訪日

外国人旅行者にとっ

て利便性の高い観光

情報提供機能の拡充

を図る。 

 

 通訳案内士制度に

ついては、訪日外国

人旅行者の増加とニ

ーズの多様化に対応

するため、通訳案内

士法（昭和 24 年法

律第 210 号）を改正

し、通訳案内士の業

務独占規制を廃止す

るとともに、全国通

訳案内士試験におい

ては、試験科目に通

訳案内の実務を加え

る等の試験科目・内

容の見直しを行うこ

ととしている。その

ため、機構は、受験

者の数の増加や試験

業務の効率化に努め

てきたが、新たな制

度の元で安定的に実

施していくため、更

なる事務の効率化等

を図りながら、試験

業務等を実施するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

タベースを活用する

ことにより、簡略化・

円滑化に向けた改善

に取り組むととも

に、更新手続きを確

実に行うため、更新

時前には認定観光案

内所に対して更新に

向けた呼びかけを積

極的に行う。 

上記の取組に当た

っては、認定案内所

からの評価を踏ま

え、課題の改善に取

り組むこととする。 

ツーリスト・インフ

ォメーション・セン

ター（TIC）について

は、機構のネットワ

ークや民間のノウハ

ウを取り入れた効果

的な運営により、対

面による質の高い情

報提供を行うととも

に、案内所支援業務

の中核として全国の

案内所との連携を強

化する。研修会、連

絡会等においても模

範的な案内や情報・

資料等、教育・指導

的役割を果たす。さ

らに、ウェブ、モバ

イル等の ICT を活

用した訪日外国人旅

行者にとって利便性

の高い観光情報提供

機能の拡充を図る。 

通訳案内士制度に

ついては、訪日外国

人旅行者の増加とニ

ーズの多様化に対応

改正通訳案内士法に よる

新たな制度の元 で、全国

通訳案内士試 験を安定的

に実施し ていくため、更

なる事 務の効率化等を図

り ながら、全国通訳案内 

士試験の実施に関する事

務を行っているか。 

Visitor Hotline」）等に

取り組んだ。 

 

（3）②通訳案内士試験業務 

・ 平成 30 年 1 月 4 日より改

正通訳案内士法が施行さ

れ、全国通訳案内士の資格

を持たない方で あっても

有償で通訳案内業務を行う

ことが可能になったが、全

国通訳案内士試験について

は、引き続き、「通訳案内

士試験ガイドライン」（国

土交通省）に基づき、試験

の公正性・適正性を確保 

しつつ、業務収支の改善を

図りながら、試験事務を円

滑に運営した（平成 30年

度、令和元年度）。 

・ 令和 2 年度以降は、新型コ

ロナウイルス感染症の感染

拡大を受け、筆記試験会場

の密集状況を避けるため、

受験者間の距離の確保・会

場収容率の定員の 50％以

下への抑制をするととも

に、会場及び教室の追加手

配を行い、会場の警備、備

品準備等を追加する等、感

染防止対策を施し実施し

た。徹底した感染防止対策

により、筆記試験、口述試

験ともに一人も感染者を出

すことなく安全に運営がで

きた。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 外国人観光案内所に対する

機構の支援サービス 4 段

階評価最上位評価割合 

また、コロナ以降も、観光庁

の指示を踏まえ、徹底した

感染防止対策を施し実施

し、マークシート化等の効

率化も実現するなど、中期

期間中、安定的な試験事務

の実施を果たした。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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する ため、通訳案内

士法（昭和 24 年法

律第 210 号）が改正

され、通訳案内士の

業務独占 規制が廃

止されるとともに、

全国通訳案内士試験

においては、筆記試

験科目に通訳案内の

実務を加える等の試

験科目・内容の見直

しを行うこととなっ

ている。新たな制度 

の元で安定的に実施

していくため、更な

る事務の効率化等を

図りながら、全国通

訳案 内士試験の実

施に関する事務を行

っていく。 

 

数値目標 

・外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援

サービスの評価が、

4 段 階評価で最上

位の評価を得る割合

が 70％以上となる

ことを目指す。 

 

：H30-R4 年度平均 76.6％

（ 対 中 期 目 標 達 成 率

109.4％） 

・  （ 各 年 度 目 標 達 成 率 

H30：102.8％、R1：119.2％、

R2：110.1％、R3：104.1％、

R4：110.6％ ） 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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（３）①観光案内所の整備支援業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (3) 国内受入環境整

備支援業務 

 

訪日外国人旅行者

の利便性・満足度を

向上させるため、国

内における受入環境

整備として、外国人

観光案内所の認定・

支援を行う。特に、

地方部においては、

多言語で案内が行え

る観光案内所を増や

すとともに、都市部

の観光案内所を含む

観光案内所間におけ

る密接な情報共有が

可能な仕組みの構

築・ネットワークの

拡充により、案内機

能の質の向上を図

る。また、認定・更新

については簡略化・

円滑化に向けた改善

を積極的に行う。上

記の取り組みに当た

っては、認定案内所

からの評価を踏ま

え、課題の改善に取

り組むこととする。

機構が運営するツー

リスト・インフォメ

ーション・センター

（TIC）については、

機構のネットワーク

や民間のノウハウを

取り入れた効果的な

(3) 国内受入環境整

備支援業務 

 

訪日外国人旅行者

の日本滞在中の利便

性・満足度を向上さ

せるため、国内にお

ける受入環境整備と

して、外国人観光案

内所の認定・支援を

行う。平成 32 年ま

でに観光案内所の倍

増（1,500 箇所）を

目指すとした「観光

立国推進基本計画」

を踏まえ、特に、地

方部においては、多

言語で案内が行える

観光案内所を増やす

ために、観光庁等と

連携して未認定観光

案内所に対し、認定

制度の説明を行い、

認 定 観 光 案 内 所 

1,500 

箇所に向けて新規

認定申請を促す。ま

た、引き続き認定案

内所実態調査や研修

会を実施する他、連

絡会を各地で開催

し、観光案内所間に

おける密接な情報共

有が可能な仕組みの

構築・ネットワーク

の拡充により、案内

機能の質の向上を図

＜主な定量的指標＞ 

外国人観光案内所に対

する調査において、機構か

らの支援サービスの評価

が、4 段階評価で最上位の

評価を得る割合が 70％以

上となることを目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

平成 32 年までに観 

光案内所の倍増（1,500 箇

所）を目指すとした「観光

立国推進基本計画」を踏ま

え、訪日外国人旅行者の利

便性・満足度を向上させる

ため、国内における受入環

境整備として、外国人観光

案内所の認定・支援を行っ

ているか。 

観光案内所間における

密接な情報共有が可能な

仕組みの構築・ネットワー

クの拡充により、案内機能

の質の向上を図っている

か。 

TIC について、機構のネッ

トワークや民間のノウハ

ウを取り入れた効果的な

運営により、対面による質

の高い情報提供を行うと

ともに、案内所支援業務の

中核として全国の案内所

〈主な業務実績〉 

外国人観光案内所の認定・

支援、認定外国人観光案内所

の案内機能の質の向上（例：

各種研修会実施、メルマガ配

信、訪問実態調査）、ツーリス

ト・インフォメーション・セ

ンター（TIC）の運営、全国の

外国人観光案内所との連携、

ICT を活用した利便性の高い観

光情報提供機能の拡充（例：

チャットボット及びオンライ

ン上の問合せ対応）、災害対応

機能の強化（例：多言語コー

ルセンター「Japan Visitor 

Hotline」）等に取り組んだ。 

 

【外国人観光案内所の認定・支

援】 

・ 未認定観光案内所に認定制

度の説明を行い、認定申請

を促した他、認定外国人観

光案内所向けウェブサイト

のメニューを再整理する

等、外国人観光案内所認定

手続きの円滑化を図る改善

を行った結果、中期目標期

間中の各年度末の認定数の

推移は、平成 30 年度は

1,046 カ所、令和元年度は

1,365 カ所、令和 2年度は

1,558 カ所、令和 3年度は

1,560 カ所、令和 4年度は

1,514 カ所となり、「観光

立国推進基本計画」の目標

<評定と根拠> 

評定：A 

 

【数値目標】 

・ 認定外国人観光案内所

に対する機構の支援サ

ービスの評価につい

て、4段階評価のうち

最上位の評価を得た割

合は、中期目標期間平

均で 76.5%と非常に高

い満足度を獲得した。 

 

【質的成果】 

・ 認定外国人観光案内所

の認定、案内機能の質

の向上（例：リーダー

研修等の各種研修会や

表彰式の実施） 

・ ツーリスト・インフォ

メーション・センター

（TIC）の運営、全国

の外国人観光案内所と

の連携 

・ ICT を活用した利便性

の高い観光情報提供機

能の拡充（例：チャッ

トボット及びオンライ

ン上の問合せ対応） 

・ 災害対応機能の強化

（例：多言語コールセ

ンター「Japan 

Visitor Hotline」） 

 

【総合評価】 

・ コロナ前から外国人観

光案内所のネットワー

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

認定外国人観光案内所については、市場

の変化にも対応したテーマの取り込み等を

行った研修会や情報提供の強化を図り、案

内機能の質の向上に貢献した。その結果、中

期計画の数値目標の達成状況について、外

国人観光案内所に対する機構の支援サービ

スの満足度については、4段階評価のうち最

上位の評価を得た割合を 70％にするという

極めて高い水準の目標であったにも関わら

ず、コロナ禍で活用が制限される中でも工

夫を凝らした事業を実施したことで、平成

30 年度から令和 3 年度にかけて、各年度と

も 100％以上となり、目標の７割を大きく上

回る高い満足度が得られている。 

また、外国人観光案内所の認定・支援によ

り外国人観光案内所認定手続きの円滑化を

図る改善を行った結果、コロナの影響で閉

鎖した観光案内所もあったが、コロナ禍で

も認定数を伸ばし、コロナ前に制定された

目標である「観光立国推進基本計画」の目標

（認定観光案内所 1,500 箇所）の達成を実

現した。 

更に、チャットボット及びオンライン上

の問合せ対応や多言語コールセンター

「Japan Visitor Hotline」により ICT を活

用した利便性の高い観光情報提供機能の拡

充や、災害対応機能の抜本的な強化を実現

した。 

以上により、所期の目標を上回る成果が

得られる見込であると認められるので、Ａ

評価とする。 
 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜評定に至った理由＞ 

認定外国人観光案内所については、市場

の変化にも対応したテーマの取り込み等を

行った研修会や情報提供の強化を図り、案

内機能の質の向上に貢献した。その結果、中

期計画の数値目標の達成状況について、外

国人観光案内所に対する機構の支援サービ

スの満足度については、4段階評価のうち最

上位の評価を得た割合を 70％にするという

極めて高い水準の目標であったにも関わら

ず、コロナ禍で活用が制限される中でも工

夫を凝らした事業を実施したことで、平成

30 年度から令和 4 年度にかけて、各年度と

も 100％以上となり、目標の７割を大きく上

回る高い満足度が得られている。 

また、外国人観光案内所の認定・支援によ

り外国人観光案内所認定手続きの円滑化を

図る改善を行った結果、コロナの影響で閉

鎖した観光案内所もあったが、コロナ禍で

も認定数を伸ばし、コロナ前に制定された

目標である「観光立国推進基本計画」の目標

（認定観光案内所 1,500 カ所）の達成を実

現した。 

更に、チャットボット及びオンライン上

の問合せ対応や多言語コールセンター

「Japan Visitor Hotline」により ICT を活

用した利便性の高い観光情報提供機能の拡

充や、災害対応機能の抜本的な強化を実現

した。 

 

以上のことから、数値目標について目標

（120％超え）未達になっているが、コロナによ

る外的要因も考慮した上で、中期目標におけ

る所期の目標を上回る成果が得られたと認

められるため、「A」評定とする。 
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運営により、対面に

よる質の高い情報提

供を行うとともに、

案内所支援業務の中

核として全国の案内

所との連携を強化す

る。さらに、ウェブ、

モバイル等の ICT を

活用した訪日外国人

旅行者にとって利便

性の高い観光情報提

供機能の拡充を図

る。 

 

る。また、認定・更新

については電子申請

システム及び認定案

内所の管理データベ

ースを活用すること

により、簡略化・円

滑化に向けた改善に

取り組むとともに、

更新手続きを確実に

行うため、更新時前

には認定観光案内所

に対して更新に向け

た呼びかけを積極的

に行う。 

上記の取組に当た

っては、認定案内所

からの評価を踏ま

え、課題の改善に取

り組むこととする。 

ツーリスト・イン

フォメーション・セ

ンター（TIC）につい

ては、機構のネット

ワークや民間のノウ

ハウを取り入れた効

果的な運営により、

対面による質の高い

情報提供を行うとと

もに、案内所支援業

務の中核として全国

の案内所との連携を

強化する。研修会、

連絡会等においても

模範的な案内や情

報・資料等、教育・指

導的役割を果たす。

さらに、ウェブ、モ

バイル等の ICT を

活用した訪日外国人

旅行者にとって利便

性の高い観光情報提

供機能の拡充を図

との連携を強化している

か。 

（1,500 箇所）の達成に貢

献した。 

 

【認定外国人観光案内所の案

内機能の質の向上】 

（取組例） 

・ 認定案内所の質の向上を目

指し、平成 30年度～令和

元年度は対面、コロナの影

響を受け令和 2年度以降は

オンラインにて研修会を行

った。令和 3年度はテーマ

別にオンラインセミナーを

開催し、訪日旅行者の最新

の旅行ニーズ把握に取組ん

だ（第 1回のテーマはユニ

バーサルツーリズム、第 2

回は案内所からの情報発

信、第 3回はアドベンチャ

ー・ツーリズム、第 4回は

サステナブル・ツーリズム

（SDGs）、第 5回は食の多

様性～ヴィーガン・ベジタ

リアン）。令和 4年度は、

「観光案内所は地域の架け

橋・マーケティング拠点」

をテーマに、オンラインセ

ミナー１回、リーダー研修

（ハイブリッド）4回、カ

テゴリー別事業説明会およ

び意見交換会（オンライン

およびハイブリッド開催）

3回、シンポジウム（オン

ライン開催）１回、全国研

修会（ハイブリッド）1回

開催した。 

・ 認定案内所においては、コ

ロナ禍で訪日旅行者への案

内と多言語活用の機会が無

くなったため、令和 2年度

ク拡大及び更なる質の

向上を継続。 

・ コロナの影響で閉鎖し

た観光案内所もあった

が、コロナ禍でも認定

数を伸ばし、令和 2年

12 月末までに外国人観

光案内所ネットワーク

拡大の目標であった

1500 カ所認定を達成。

事業実施においては、

コロナ禍では国内の感

染状況への留意が必要

となったが、創意工夫

により質の向上を図

り、コロナ禍以降も高

い水準での満足度を取

得。 

・ 以上を踏まえ、中期計

画における所期の目標

を上回る成果が得られ

たと評価。 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥

当であるとの意見で一致した。 
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る。 

 

数値目標 

・外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援

サービスの評価が、

4 段階評価で最上位

の評価を得る割合が 

70％以上となること

を目指す。 

 

 

の全国研修会を皮切りに、

令和 3年度には計 8回（英

語研修 7回、中国語研修 1

回）のネイティブ講師によ

るオンラインの語学研修会

を開催し、全国の認定案内

所スタッフに大変好評であ

った。令和 4年度は認定案

内所向け e-learning を初

めて行い、観光案内所のお

もてなし英語講座（2コー

ス）を作成した他、全国研

修会にて英語研修を 3講座

（英語初級、英語中～上級

のオンラインおよび会場リ

アル）開催した。 

・ 機構職員による全国各地の

認定外国人観光案内所への

訪問実態調査を、平成 30

年度には 32 カ所、令和元

年度には過去最多の 101 カ

所にて実施し、認定案内所

の先進事例発掘を目的とし

たヒアリングを行った。そ

の調査結果をもとに、令和

3～4年度開催の研修会

（オンラインセミナー）で

は全国各地の認定案内所か

らライブ講演やオンライン

ツアーを行い、先進的な案

内所や地域の取組み事例の

共有を行った（コロナの影

響により、令和 2年度以

降、訪問実態調査は中止

中）。 

・ 中期目標期間中、認定案内

所の取組みやインバウンド

に関する情報提供を主たる

目的とした定期的なメール

マガジンの配信（原則月 2

回配信）を行った。中期目
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標期間中の災害発生時（台

風や地震、コロナ発生初期

等）には、メールマガジン

の臨時号を配信し、災害等

に関する情報提供を迅速に

行った。災害時のメールマ

ガジン臨時号は、平成 30

年度に 10回、令和元年度

に 17回、令和 2年度に 5

回、令和 3年度に 1回,令

和 4年度に 1回配信した。 

・ 令和 4 年度の新たな取組と

して、「認定案内所未来のリ

ーダー研修」を４回ハイブ

リッドで開催（7月～12月）

した。広域エリアの認定案

内所を牽引する意欲のある

案内スタッフ 48 名が参加、

最終回にグループでのプレ

ゼン発表を行い、スタッフ

のモチベーションアップと

広域連携強化の機会となっ

た。未来のリーダー研修会

アンケート評価（4 段階の

うち最上位）は第 1 回が

86.0％、第 2回が 91.1％、 

第 3回が 81.0％、第 4回が

97.9％だった。また「カテ

ゴリー別認定案内所事業説

明会・グループディスカッ

ション」を、カテゴリー3は

9月 14 日にハイブリッド、

カテゴリー2は 9月 15日に

ハイブリッド、カテゴリー

１とパートナー施設はオン

ラインのみで 9 月 28 日に

開催した。さらに、11 月 10

日、認定案内所事業として

初の試みであるシンポジウ

ムを、観光関係者、自治体、

学生を含む一般の方を対象
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にオンライン開催した。シ

ンポジウムでは、別府市と

新富士駅の認定案内所スタ

ッフ２名が案内やサービス

向上の工夫、案内所への訪

日客リピーターの事例など

を紹介。その後、やまとご

ごろとトラベルボイスの旅

行業界メディアの有識者が

ファシリテーターの機構理

事長代理とともに、パネル

ディスカッションを行っ

た。地域のファン、リピー

ター造成に寄与する旅ナカ

の観光案内所の知られざる

役割にスポットライトがあ

たったシンポジウムは大変

好評だった。431 人が視聴、

アンケートの評価は 4 段階

の最上位が 77.3％だった。 

・ 令和 4年度において、3月 2

日～3 日、認定案内所全国

研修会を 3 年ぶりにリアル

で開催した（オンラインと

会場でのハイブリッド形

式）。その中で、初めての認

定案内所の表彰式を開催。

なお、初めて実施した認定

案内所の表彰は、コロナ禍

で外国人観光客の満足度向

上のために顕著な取組を行

った認定案内所を表彰した

ものであり、新たな取り組

みとしてプレスリリースを

配信した。受賞部門のテー

マは、①「多言語コミュニ

ケーション・ホスピタリテ

ィ・提案力の磨き上げ」（カ

テゴリー別の表彰）、②「ユ

ニバーサル対応」、③「連携

強化」で、以下 5 か所の認

定案内所が受賞した。 
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JR EAST Travel Center 

(Akita)、函館空港総合案内

所、桜木町駅観光案内所、

東京シティアイ、Wander 

Compass Beppu。 

 

【ツーリスト・インフォメーシ

ョン・センター（TIC）の運営及

び全国の外国人観光案内所と

の連携】 

（取組例） 

・ 訪日観光客の入国制限によ

り、TIC を訪れるのは在日

外国人及び日本人のみの状

況が続いていたが、令和 4

年 10月からの入国制限緩

和により、個人旅行の訪日

旅行者の利用が少しずつ増

えてきている。12月は外

国人来訪者数が 544 人とな

り、2022 年のうち月間来

場者数が最多となった。１

月～３月も来訪者数は伸び

ており、３月は 953 人（内

日本人 147 人）であっ

た。 

・ 令和 3年度に観光庁の「心

のバリアフリー認定」を受

けているが、TIC スタッフ

のユニバーサルマナーのブ

ラッシュアップのため、実

際に車いすを使用して、各

名称、使用法、段差の対応

などの実技面の復習を行っ

ている。 

・ 令和４年度、年間の相撲ス

ケジュールや全国各地の月

ごとのイベント情報等、機

構 TIC のウェブサイトに
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掲載し、観光案内情報の充

実を行った。 

・ 中期目標期間中、全国のイ

ベント情報や外国人旅行者

向けの各種資料を毎月英語

で作成し、認定案内所に情

報提供した。また、認定案

内所の多言語スタッフが不

在時や案内業務での質問に

対し、TIC スタッフが言語

及び情報提供のサポートを

行った。    

・ 平成 30 年度～令和元年度

に開催した外国人案内所向

けのブロック別研修会で

は、TIC マネージャーが全

国各地の地域運輸局拠点に

て講演を行った。コロナの

影響により、令和 2年～3

年度に開催したオンライン

セミナーでは、TIC マネー

ジャーがオンラインでライ

ブ講演及び TIC のオンライ

ンツアーを行った。また、

令和 4年度は、10月 14

日、12 月 10 日に人材育成

事業の一環で実施した「未

来のリーダー育成研修」に

おいて、他の案内所スタッ

フと活発な意見交換を行

い、今後の地域のマーケテ

ィング拠点としての活躍に

つなげていく。 

 

【ICT を活用した利便性の高い

観光情報提供機能の拡充】 

（取組例） 

・ 中期目標期間中、機構グロ

ーバルウェブサイトで運用

しているチャットボット及
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びオンライン上の問合せに

対して専門オペレーターを

活用して 5言語（英語、フ

ランス語、ドイツ語、スペ

イン語、イタリア語）によ

り対応するシステムを活用

し、多様な問合せに効率的

に対応した。また、より広

範な問合せに対応できるよ

うにするため、観光情報と

災害情報を取り扱うデータ

ベースを統合し、新型コロ

ナウイルス感染症に関する

最新情報を登録すること

で、常時、多言語で総合的

に情報提供が可能となる体

制をより一層強化した。 

 

【災害対応機能の強化】 

（取組例） 

・ 大規模災害等発生時にも訪

日外国人旅行者へ情報の提

供を図るため、24時間体

制で、日本語、英語、中国

語、韓国語による電話対応

を行う多言語コールセンタ

ー「Japan Visitor 

Hotline」を平成 30年度に

新たに開設した。また、中

期目標期間中は、コールセ

ンターへの電話が殺到した

場合に、自動音声案内電話

に転送し災害に関連する必

要情報を提供するととも

に、機構が運営する Japan 

Safe Travel Twitter、グ

ローバルサイト災害ペー

ジ、Japan Official 

Travel App 等からアクセ

ス出来るチャットボットも
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導入し災害対応機能の強化

を図った。 

・ 令和元年度、台風 15、19 号

が発生した際、訪日外国人

より避難の要否や公共交通

機関の運行状況について問

い合わせが集中したが、

「Japan Visitor Hotline」

やチャットボットに加え、

機構が運用する SNS 等を通

じて、きめ細かな情報提供

を継続したことにより、訪

日外国人に大きな混乱が生

じることを防いだ。 

 

<数値目標の達成状況> 

・ 外国人観光案内所に対する

機構の支援サービス 4 段

階評価最上位評価割合 

：H30-R4 年度平均 76.5％

（ 対 中 期 目 標 達 成 率

109.3％） 

 （各年度目標達成率 H30：

102.8％、R1：119.2％、R2：

110.1％、R3：104.1％、R4：

110.2％ ） 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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（３）②通訳案内士試験業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (3)国内受入環境整

備支援業務 

 

通訳案内士制度につ

いては、訪日外国人

旅行者の増加とニー

ズの多様化に対応す

るため、通訳案内士

法（昭和 24 年法律

第 210 号）を改正

し、通訳案内士の業

務独占規制を廃止す

るとともに、全国通

訳案内士試験におい

ては、試験科目に通

訳案内の実務を加え

る等の試験科目・内

容の見直しを行うこ

ととしている。その

ため、機構は、受験

者の数の増加や試験

業務の効率化に努め

てきたが、新たな制

度の元で安定的に実

施していくため、更

なる事務の効率化等

を図りながら、試験

業務等を実施するこ

ととする。 

(3)国内受入環境整

備支援業務 

 

通訳案内士制度につ

いては、訪日外国人

旅行者の増加とニー

ズの多様化に対応す

る ため、通訳案内士

法（昭和 24 年法律

第 210 号）が改正さ

れ、通訳案内士の業

務独占 規制が廃止

されるとともに、全

国通訳案内士試験に

おいては、筆記試験

科目に通訳案 6 内

の実務を加える等の

試験科目・内容の見

直しを行うこととな

っている。新たな制

度 の元で安定的に

実施していくため、

更なる事務の効率化

等を図りながら、全

国通訳案 内士試験

の実施に関する事務

を行っていく。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

改正通訳案内士法に 

よる新たな制度の元 

で、全国通訳案内士試 

験を安定的に実施し 

ていくため、更なる事 

務の効率化等を図り 

ながら、全国通訳案内 

士試験の実施に関す 

る事務を行っている

か。 

＜主な業務実績＞ 

平成 30 年 1 月 4 日より

改正通訳案内士法が施行

され、全国通訳案内士の

資格を持たない方で あ

っても有償で通訳案内業

務を行うことが可能にな

ったが、全国通訳案内士

試験については、引き続

き、「通訳案内士試験ガイ

ドライン」（国土交通省）

に基づき、試験の公正

性・適正性を確保 しつ

つ、業務収支の改善を図

りながら、試験事務を円

滑に運営した（平成 30年

度、令和元年度）。 

令和 2年度以降は、新

型コロナウイルス感染症

の感染拡大を受け、筆記

試験会場の密集状況を避

けるため、受験者間の距

離の確保・会場収容率の

定員の 50％以下への抑制

をするとともに、会場及

び教室の追加手配を行

い、会場の警備、備品準

備等を追加する等、感染

防止対策を施し実施し

た。徹底した感染防止対

策により、筆記試験、口

述試験ともに一人も感染

者を出すことなく安全に

運営ができた。 

【試験実施概要】 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な業

務実績を参照）。 

・ 全国通訳案内士試験の実

施（毎年１回） 

・ 試験事務の効率化（例：出

願者受付の完全電子申請

化、筆記試験完全マークシ

ート化、証書の電子化、電

子化による印刷物削減） 

・ コロナ禍以降における安

定的な試験実施に向けた

取組（例：受験者間の距離

確保、会場収容率定員

50％以下への抑制、会場、

教室の追加手配等の感染

防止対策） 

 

【総合評価】 

・ 「通訳案内士試験ガイド

ライン」（国土交通省）に

基づき、試験の公正性・適

正性を確保しつつ、効率化

を行いながら、試験事務を

円滑に運営。その結果、コ

ロナ前においては、収支相

償を実現。 

・ また、コロナ以降も、観光

庁の指示を踏まえ、徹底し

た感染防止対策を施し実

施し、マークシート化等の

効率化も実現するなど、中

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 
通訳案内士試験業務については、試験の安

定的な実施に向けて、出願者受付の完全電子

申請化、筆記試験の完全マークシート化等を

行い、試験事務の効率化を図った。また、コ

ロナ禍においては受験者間の距離の確保、会

場収容率を 50％以下へと抑制する等、徹底し

た感染対策を実施した。 
以上を踏まえ、中期計画における所期の目

標を達成する見込であると認められるため、

Ｂ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 

＜評定に至った理由＞ 

通訳案内士試験業務については、試験の安

定的な実施に向けて、出願者受付の完全電子

申請化、筆記試験の完全マークシート化等を

行い、試験事務の効率化を図った。また、コ

ロナ禍においては受験者間の距離の確保、会

場収容率を 50％以下へと抑制する等、徹底し

た感染対策を実施した。 
 

以上のことから、中期目標における所期の目標

の成果が得られたと認められるため、「B」評定

とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「B」評定が妥当で

あるとの意見で一致した。 
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（1）実施日程（期間中年 1

回実施） 

・ 願書・施行要領の配付

及び願書受付（5月～6

月） 

 ※ 令和 3年度は 7月

～8月 

・ 筆記試験（8月）※令和

3年度は 9月  

・ 筆記試験合格発表（11 

月）  

・ 口述試験（12 月）  

・ 最終合格発表（2 月） 

  

（2）試験地  

・ 筆記試験：札幌市、仙

台市、東京近郊、名古

屋市、大阪近郊、広島

市、福岡市、那覇市、

韓国・ソウル、台湾・

台北、及び準会場（令

和 2 年度は海外及び準

会場の実施無。令和 3

年度は仙台市、名古屋

市、広島市、海外及び

準会場の実施無。令和

4 年度は海外及び準会

場の実施無。 

・ 口述試験：東京近郊、

大阪近郊、福岡市（令

和 3 年度は東京近郊、

大阪近郊） 

 

（3）試験科目  

・ 筆記試験： 外国語（10 

言語※）、日本地理、日

本歴史、一般常識、通

訳案内の実務  

・ 口述試験： 外国語（10 

言語※）の実践的なコ

ミュニケーション能力 

（※）英語、中国語、

期期間中、安定的な試験事

務の実施を果たした。 

・ 以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を達成

していると評価。 
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韓国語、フランス語、

スペイン語、ドイツ語、

イタリア語、ポルトガ

ル語、ロシア語、タイ

語の 10 言語 

 

【試験実施結果概要】 

（平成 30年度） 

・ 出願者数：8,421 人 

・ 受験者数：7,651 人 

・ 筆記試験合格者数：

1,752 人 

・ 合格者数：753 人 

・ 合格率  ：9.8％ 

（令和元年度） 

・ 出願者数：8,035 人 

・ 受験者数：7,244 人 

・ 筆記試験合格者数：

1,119 人 

・ 合格者数：618 人 

・ 合格率  ：8.5％ 

（令和 2年度） 

・ 出願者数：5,848 人 

・ 受験者数：5,078 人 

・ 筆記試験合格者数：877

人 

・ 合格者数：489 人 

・ 合格率  ：9.6％ 

（令和 3年度） 

・ 出願者数：4,157 人 

・ 受験者数：3,834 人 

・ 筆記試験合格者数：718

人 

・ 合格者数：347 人 

・ 合格率 ：9.1％ 

（令和 4年度） 

・ 出願者数：3,815 人 

・ 受験者数：3,472 人 

・ 筆記試験合格者数：

1,164 人 

・ 合格者数：571 人 

・ 合格率 ：16.4％ 
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【試験事務の効率化】 

業務収支の改善と試験

運営の効率化に加えて、

SDGs に貢献する以下の取

組を行った。 

（取組例） 

・ 筆記試験の完全マー

クシート化：筆記試

験の語学科目は、英

語のみマークシート

方式で実施していた

が、令和 2年度に

は、中国語と韓国語

についても選択式の

出題方法について作

問委員と調整し、マ

ークシート用紙は使

用しなかったもの

の、出題の全てを選

択式問題にして採点

の効率化を図った。

令和 3年度以降は、

筆記試験の全科目を

マークシート方式と

した。10言語＋4科

目（日本地理、日本

歴史、一般常識、通

訳案内の実務）全て

をマークシート方式

とすることで、採点

の効率化と公平性の

向上を図った。ま

た、採点について

は、コロナ禍におい

て試験委員との接触

を避けることが出

来、安全な運営にも

繋がった。 

・ 合格発表の一元化：従

来、官報での合格発表
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に加え、機構ウェブサ

イトへの掲示、機構本

部への掲示、郵送によ

る通知と多岐に亘って

手厚く合格発表を行っ

てきたが、平成 30年

度から機構本部への掲

示を廃止。令和 3年度

には、電子申請システ

ムのマイページ（ウェ

ブ上に設定する個人ペ

ージ）への掲載により

機構ウェブサイトへの

掲示及び郵送での通知

も廃止した。 

・ 印刷物の削減：令和 3

年度より、施行要

領、願書、受験票、

結果通知、合格証書

等の紙媒体の書類を

廃止し電子媒体で対

応することにより、

印刷費や発送費を削

減すると共に、環境

にも配慮した運営と

した。また、施行要

領、願書の印刷廃止

に伴い、全国の語学

学校・大学、観光案

内所等への施行要領

及び願書の送付も廃

止し、発送作業に係

るコストも削減し

た。また、令和 4年

度においては、合格

証書や試験当日の配

付資料等を全て電子

化（マイページから

のダウンロード）

し、ペーパーレスの

取り組みを促進する
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と共に、発送費用の

削減、情報発信のス

ピードの向上を図っ

た。 

・ 機構と受託事業者と

の役割分担の明確

化：令和元年度よ

り、受験希望者、出

願者からの問い合わ

せについて、受託事

業者主体の対応と

し、応対マニュアル

を整備した。応対マ

ニュアルによって対

処出来ない案件の

み、事業者が機構に

連絡し指示を仰ぐオ

ペレーションを整備

した結果、事業者が

回答窓口としての主

体的な役割を果た

し、試験事務の効率

化を図った。 

・ 出願手続きの簡素

化：令和元年度よ

り、書面願書及び免

除書類の事務局への

持ち込み申請を廃止

し郵送のみの受付と

した。令和 3年度以

降は、書面申請を廃

止し電子申請のみと

することで、データ

の入力ミスの防止や

入力コストの削減を

図った。 

・ 試験当日の運営に係

る人員配置の見直

し：第 4期中期目標

期間を通して試験運
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営実施に際しては、

当日の試験委員の配

置場所、業務の役割

分担の見直しを行

い、人員体制をより

一層効率化すること

により、経費削減に

資する運営を実現し

た。 

 

【コロナ禍における安定

的な試験実施に向けた取

組】 

令和 2年度以降は、新型

コロナ感染症の感染防止

対策を取り、受験者が安心

して受験できる環境を整

えて実施した。 

（取組例） 

・ 機構ウェブサイトを通

じた試験情報の発信に

加え、令和 3年度以降

は、電子申請システム

のトップページを活用

しての更なる詳細な情

報発信を行った。 

コロナ禍においても継続

して試験を実施しスケジ

ュール通り進行すること

により安定的な試験運営

を行った。令和3年度には、

東京オリンピック・パラリ

ンピックの開催時期と筆

記試験日が重ならないよ

う調整することで、混雑や

密による感染のリスクを

回避し、受験者の移動の利

便性にも留意して実施し

た。 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 組織・業務運営の効率化 

業務に関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文等） 

― 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

効率化対象経費の効率

化 

毎 年 度 平 均 で

1.25％以上 

 

－14.36％ －14.73％ －21.39％ －4.87％ +17.67％ 

平成 30 年度～令和 4 年度の効率

化平均は、平成 29 年度比で 7.54％

の効率化を達成しております。 

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 4.業務運営の効率化

に関する事項 

 

(1)組織運営の効率

化 

「明日の日本を支

える観光ビジョン」

及び「観光立国推進

基本計画」を踏まえ、

欧米豪を中心とした

組織の強化を図ると

ともに、平成 28 年

度以降に新設した事

務所については体制

整備をさらに進める

他、市場の動向を見

極めつつ、プロモー

ション効果の最大化

2.業務運営の効率化

に関する事項 

 

(1)組織運営の効率

化 

「明日の日本を支

える観光ビジョン」

及び「観光立国推進

基本計画」を踏まえ、

欧米豪を中心とした

組織の強化を図ると

ともに、平成 28 年

度以降に新設した事

務所については体制

整備をさらに進める

他、市場の動向を見

極めつつ、プロモー

ション効果の最大化

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

市場の動向を見極めつ

つ、プロモーション効果の

最大化を図る観点から、本

部の組織強化や海外事務

所新設の必要性について

も、随時検討を行っている

か。 

職員の意欲向上を図り

組織を活性化させるため、

能力と実績に基づく人事

評価を行っているか。 

＜主な業務実績＞ 

中期計画を踏まえ、訪日プロ

モーション事業の業務執行体

制の、将来の訪日誘客再開に向

けた機構のマーケティング機

能強化、適材適所の人事配置と

職員の意欲の向上、海外事務所

の業務運営目標等の管理、決裁

権限の見直しによる業務効率

化、SDGs を踏まえた職場環境整

備、運営経費の効率化、調達等

合理化、業務運営の効率化のた

めの ICT の活用等に取り組ん

だ。 

 

（1）組織運営の効率化 

【訪日プロモーション事業の

業務執行体制の強化】  

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 訪日プロモーション事

業の業務執行体制の強

化 

(本部の例：企画総室、地

域連携部、デジタルマー

ケティングセンター、高

付加価値旅行推進室の

設置等) 

(海外の例：マニラ事務

所、広州事務所、ドバイ

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、本部においては企画総室、地域連

携部、デジタルマーケティングセンターの

設置、海外においては、マニラ事務所、広州

事務所、ドバイ事務所、メキシコ事務所の設

置等を行い、専門人材を活用したデジタル

マーケティング機能の強化にも取り組む

等、組織運営の効率化を図りながら訪日プ

ロモーション事業の業務執行体制を強化

し、令和元年には 3,188 万人の達成に大き

く貢献した。また、中期目標期間を通じて、

一般競争入札等の活用、業務執行方法の改

善等により、業務運営の効率化に努めた結

果、効率化目標基準年度（平成 29年度）に

対し、令和 3 年度までの毎年度平均で

13.84％の効率化となった。さらに、コロナ

禍での急速な業務環境の変化に適応し、在

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、本部においては企画総室、地域連

携部、デジタルマーケティングセンターの設

置、海外においては、マニラ事務所、広州事務

所、ドバイ事務所、メキシコ事務所の設置等を

行い、専門人材を活用したデジタルマーケティ

ング機能の強化にも取り組む等、組織運営の

効率化を図りながら訪日プロモーション事業の

業務執行体制を強化し、令和元年には 3,188

万人の達成に大きく貢献した。また、中期目標

期間を通じて、一般競争入札等の活用、業務

執行方法の改善等により、業務運営の効率化

に努めた結果（令和４年度は、急激な円安や

物価上昇等及び DX 整備等の初期費用に因

り、目標未達であったが）、効率化目標基準年

度（平成 29 年度）に対し、令和 4 年度までの毎

年度平均で 7.54％の効率化となった。さらに、
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を図る観点から、本

部の組織強化や海外

事務所新設の必要性

についても、随時検

討を行う。 

また、市場のニーズ

に即応し、現地目線

のきめ細かな訪日プ

ロモーションを推進

していくため、海外

事務所に一定の権限

を与え、迅速な意思

決定を可能にすると

ともに、海外事業者

のより一層の活用

（海外契約）に努め

る。 

職員の意欲向上を

図り、組織を活性化

させるため、能力と

実績に基づく人事評

価を行い、これに応

じた処遇を行うとと

もに、能力の啓発に

努める。 

なお、中途採用職員

の増加に伴い、その

能力が十分発揮され

るよう、適材適所の

人事配置を行うとと

もに、プロパー職員

との相乗効果によ

り、組織の力が最大

化するよう、適切な

措置を講ずる。 

あわせて、地方自治

体・民間事業者等か

らの専門人材を活用

するとともに、現地

採用職員について

も、有能な人材の登

用や処遇改善を進め

を図る観点から、本

部の組織強化や海外

事務所新設の必要性

についても、随時検

討を行う。 

また、市場のニー

ズに即応し、現地目

線のきめ細かな訪日

プロモーションを推

進し 

ていくため、海外事

務所に一定の権限を

与え、迅速な意思決

定を可能にするとと

もに、海外事業者の

より一層の活用（海

外契約）に努める。 

職員の意欲向上を

図り、組織を活性化

させるため、能力と

実績に基づく人事評

価を行い、これに応

じた処遇を行うとと

もに、内外の研修等

を活用し、能力の啓

発に努める。 

なお、中途採用職

員の増加に伴い、職

員一人ひとりの能力

が十分発揮されるよ

う、適材適所の人事

配置を行うととも

に、組織の力が最大

化するよう、適切な

措置を講ずる。 

あわせて、地方自

治体・民間事業者等

からの専門人材を活

用するとともに、現

地採用職員について

も、有能な人材の登

用や処遇改善を進め

運営費交付金を充当し

て行う業務については、一

般管理費及び業務経費の

うち効率化対象の合計に

ついて、毎年度平均で令和

元年度比 1.25％以上の効

率化を行っているか。 

公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ

効果的な調達を実現する

観点から、契約監視委員会

を活用して契約案件の事

後点検を実施しているか。

また、毎年度策定する調達

合理化計画に基づき、一者

応札の改善等の取り組み

を着実に実施しているか。 

業務運営の簡素化及び

効率化を図るため、ICT の

活用等により、業務の電子

化及びシステムの最適化

を促進しているか。 

・ 海外事務所の体制強化とし

て、マニラ事務所（平成 30

年度）、広州事務所開設（令

和元年度）、ドバイ事務所

（令和 3年度）、メキシコ事

務所（令和 3年度）、成都事

務所（令和 4 年度）を開設

した。（海外事務所開設の準

備のため、ストックホルム

事務所設置準備室（令和 3

年度）を設置）。 

・ 本部の体制強化として、訪

日プロモーション業務を統

括する企画総室（平成 30年

度）、地域対応強化のための

地域連携部（平成 30年度）、

デジタルマーケティング体

制強化のためのデジタルマ

ーケティングセンター（令

和 2年度）、海外プロモーシ

ョン部の業務を統括する海

外プロモーション統括グル

ープ（令和 3年度）、テーマ

別の新規市場開拓強化のた

めの市場開発グループ（令

和 3 年度）を新設した。ま

た、組織横断的に SDGs 及び

高付加価値旅行の推進に取

り組むため、サステナブル・

ツーリズム推進室（令和 3

年度）及び高付加価値旅行

推進室（令和 3 年度）を設

置した（さらに令和 4 年度

にサステナブル・ツーリズ

ム推進本部、高付加価値旅

行推進本部に改組、高付加

価値推進室も別途常設組織

として市場横断プロモーシ

ョン部に設置。）。また、DX

推進のため、PMO（ポートフ

ォリオマネジメントオフィ

ス）を設置した（令和 4 年

事務所、メキシコ事務

所、成都事務所の設置

等) 

・ 将来の訪日誘客再開に

向けた機構のマーケテ

ィング機能強化（例：デ

ジタルマーケティング

高度人材活用等） 

・ 海外事務所の業務運営

目標等の管理 

・ 決裁権限の見直しによ

る業務効率化（例：決裁

規程の抜本的見直し） 

・ SDGs を踏まえた職場環

境整備（例：在宅勤務環

境整備、ペーパーレス化

等） 

・ 運営経費の効率化（中期

期間で定める毎年度平

均の効率化比率 7.54％

減）、調達等合理化（例：

契約監視委員会の開催

等） 

・ ICT の活用による効率化

（例：クラウド基幹シス

テム、文書、会計、勤怠、

事業指標等の導入・活

用） 

・  

【総合評価】 

・ 訪日プロモーション事

業の業務執行体制の強

化を図り、専門人材や

ICT を活用し、SDGs 等の

社会的な流れも踏まえ

つつ、業務や経費等の効

率化を図りながら、組

織、人材面の体制整備・

強化を行った。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 

宅勤務に対応する ICT インフラ環境の整備

等、ICT を活用した業務環境の大幅な改善を

行った。 

以上により、中期計画の所期の目標を上

回る成果が得られる見込であると認められ

るため、Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

コロナ禍での急速な業務環境の変化に適応

し、在宅勤務に対応する ICT インフラ環境の整

備等、ICT を活用した業務環境の大幅な改善

を行った。 

 

 以上のことから、中期目標における所期の目

標を上回る成果が得られたと認められるため、

「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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る。 

海外事務所につい

ては、成果指標に基

づき毎年度厳格に評

価を実施し、国のイ

ンバウンド政策及び

市場の動向も踏まえ

つつ、予算や人員等

の経営資源の配分等

について不断の見直

しを行う。 

 

 

 

(2)業務運営の効率

化 

① 効率化目標の設

定等 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標

期間中、一般管理費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）及び

業務経費（公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）の合

計について、毎年度

平 均 で 前 年 度 比 

1.25% 以上の効率化

を行うものとする

（ただし、新規に追

加される業務、拡充

業務は対象外）。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

る。 

海外事務所につい

ては、成果指標に基

づき毎年度厳格に評

価を実施し、国のイ

ンバウンド政策及び

市場の動向も踏まえ

つつ、予算や人員等

の経営資源の配分等

について不断の見直

しを行う。 

 

(2) 業務運営の効率

化 

① 効率化目標の設

定等 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標

期間中、一般管理費

（人 7 件費、公租公

課等の所要額計上を

必要とする経費及び

特殊要因により増減

する経費を 除く。）

及び業務経費（公租

公課等の所要額計上

を必要とする経費及

び特殊要因によ り

増減する経費を除

く。）の合計につい

て、毎年度平均で前

年度比 1．25％以上

の効 率化を行う（た

だし、新規に追加さ

れる業務、拡充業務

は対象外）。 給与水

準については、国家

公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を

含め役職員給与 の

在り方について検証

度）。 

 

【将来の訪日誘客再開に向け

た機構のマーケティング機能

強化】  

・ 令和 2 年度において、将来

の訪日誘客再開に向け、機

構全体のマーケティング戦

略策定の高度化への対応に

資する取り組みとして、プ

ロパー職員を中心に、マー

ケティングに関する外部の

e ラーニング研修を海外事

務所員 23 人、国内職員 27

人の計 50人が受講した。研

修終了後、今後、機構でマ

ーケティングに関する研修

を実施していく際の参考と

すべく、受講者よりマーケ

ティング研修に関する意見

等、情報の集約を行った。 

・ デジタルマーケティング機

能強化のため、「データ分

析・活用」、「ソーシャルメ

ディア」、「ウェブサイト制

作」、「デジタル戦略」等の

分野別に高度専門人材を外

部から登用し、その助言や

コンサルティングを踏まえ

て実施する体制を強化し

た。（再掲） 

・ 機構職員向け勉強会や海外

事務所や現地職員を対象と

した研修会を令和 2 年度に

計 9回、令和 3年度に計 13

回実施し、組織全体のデジ

タルマーケティング知識の

習得・能力の向上を図った。 

・ 令和 3 年度、国連世界観光

機関（UNWTO）本部から駐日

事務所に派遣されている職

員を講師に迎え、サステナ
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し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて検証した上で、

その適正化に取り組

むとともに、その検

証結果や取組状況を

公表するものとす

る。 

② 調達等合理化の

取組 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 

月 25 日総務大臣決

定）等を踏まえ、公

正かつ透明な調達手

続による適切で、迅

速かつ効果的な調達

を実現する観点か

ら、外部有識者及び

監事から構成される

契約監視委員会を活

用するとともに、毎

年度策定する「調達

等合理化計画」に基

づき、一者応札の改

善等の取組を着実に

実施する。 

 

(3) 業務の電子化及

びシステムの最適化 

業務運営の簡素化及

び効率化を図るた

め、ICT の活用等に

より、業務の電子化

及びシステムの最適

化を推進する。 

した上で、その適正

化に取り組むととも

に、その検証結果や

取 組状況を公表す

るものとする。 

 

② 調達等合理化の

取組 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 

月 25 日総務大臣決

定）等を踏まえ、公

正かつ透明な調達手

続による適切で、迅

速かつ効果 的な調

達を実現する観点か

ら、外部有識者及び

監事から構成される

契約監視委員会を 

活用して個々の契約

案件の事後点検を実

施する。また、毎年

度策定する「調達等

合理 化計画」に基づ

き、一者応札の改善

等の取組を着実に実

施する。 

 

 

(3) 業務の電子化及

びシステムの最適化 

業務運営の簡素化

及び効率化を図るた

め、ICT の活用等に

より、業務の電子化

及びシステムの最適

化を推進する。 

ブル・ツーリズムに係る勉

強会を機構職員向けに行っ

た。 

・ 令和 4 年度には、新たな観

光立国推進基本計画の検討

状況を踏まえつつ、消費額

拡大・地方誘客促進・持続

可能な観光の実現を達成す

るため、市場毎にターゲッ

トとターゲット毎の取組を

まとめた訪日マーケティン

グ戦略の検討を進めた。  

 

【海外契約の推進】  

・ 市場の変化をタイムリーに

捉え、現地目線のきめ細か

な訪日プロモーションを推

進していくため、海外契約

率が低かった市場において

は、海外事務所の体制強化

等により海外契約を推進し

た。また、海外事務所職員

向けに VJ 事業に係る予算

執行説明会を実施し海外事

務所における調達能力の向

上を図った 

・ 海外事務所の調達能力向上

を図る為、海外事務所職員

向けにビジット・ジャパン

事業（VJ事業）にかかる執

行手続きに関する説明会を

実施した。また、契約書等、

事業執行に関連した雛形の

更新頻度を原則四半期に一

度とする等、VJ事業の決裁

手続の効率化や、VJ事業の

予算・執行・成果に関する

情報を一元的に管理する新

たなシステムを導入し、海

外事務所における調達事務

手続の負担を軽減すること

により、調達能力の向上を
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図った。  

 

【適材適所の人事配置と職員

の意欲の向上】  

・ 能力評価（年 1 回）と業績

評価（年 2 回）を区分した

人事評価制度に基づき、各

職員の能力及び業績を適切

に評価し、その結果を昇給・

昇格及び勤勉手当支給の処

遇に反映するとともに、能

力、適性、職務経験、専門分

野を踏まえながら、適材適

所の人事配置を行った。 

・ 顕著な功績のあった職員を

表彰することにより、職員

の積極的な創意工夫を促

し、業務実績と意欲の向上

に資することを目的とし

て、平成 30年度～令和 4年

度にかけて顕著な功績をあ

げた職員及びチーム（現地

職員含む）計 38件 274 人に

対して理事長表彰を行っ

た。  

・ 海外事務所の現地職員の更

なる活躍に向け、令和 2 年

度に現地職員制度の改革を

行い、新たな肩書の追加、

新たな昇給・昇格制度等を

設けた。新制度に基づき、

現地職員の給与改定・昇格

を行ったことに加え、日本

語習得又は業務関連知識に

関する講座受講に係る補助

制度を導入した。 

・ 従来、招請事業添乗のため

に来日した現地職員に対

し、本部にて研修を実施し

ていたが、コロナ禍におけ

る現地職員のモチベーショ

ンの維持・向上のため、令
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和 2 年度より全現地職員を

対象としたオンラインによ

る現地職員研修を企画、実

施した。事務所横断的なテ

ーマ別ワークショップ等を

通じて、事務所間の交流や

好事例の共有ができたこと

に高い評価が寄せられた。 

 

【海外事務所の業務運営目標

等の管理】 

・ 従来、本部が定める定量成

果指標に沿って海外事務所

の評価を行ってきたが、令

和 2年度に海外事務所の評

価方式の見直しを行い、中

期計画、年度計画、また本

部各部の業務運営方針との

整合性を図る他、PDCA サ

イクルの一環として各海外

事務所の前年度の反省点も

含め、各事務所がそれぞれ

の活動実態に沿った具体的

かつ実務的な目標設定を行

うことで、より定性的な実

施成果の把握に努めた。年

度計画に基づいた数値目標

による定量的成果について

は、目標達成率に応じた評

語による評価を実施した。 

 

【決裁権限の見直し等による

業務効率化】  

・ 令和元年度において、本部

及び海外事務所で執行する

決裁業務について、決裁日

数の短縮化を図るため、決

裁内容の重軽度や業務との

関連性を検討し、権限の移

譲や決裁経路の見直しを行

った。さらに令和 3 年度の

文書管理システムの導入に
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伴い、意思決定に関する理

事の関与強化と決裁プロセ

ス合理化を図るため、新た

に「決裁規程」を制定し、決

裁権限を全面的に整理し

た。 

・ 令和 2 年度において、機構

の「内部統制の推進に関す

る規程」に基づき、「業務効

率化検討チーム」を設置し、

手続きの適切性が損なわれ

ないことを前提に、海外事

務所から本部への会計報告

の郵送を廃止する等、業務

プロセスの見直しを行い、

制度改正及び規程改正を実

施することで、日常業務の

有効性及び効率性の向上を

図った。 

 

【SDGs を踏まえた組織的取組】 

・ 令和 3 年度に設置したサス

テナブル推進室を中心に、

SDGs や持続可能な観光（サ

ステナブル・ツーリズム）

に対する国内外の関心の高

まりを踏まえ、令和 3 年度

に「SDGs への貢献と持続可

能な観光（サステナブル・

ツーリズム）の推進に係る

取組方針」を策定した。同

方針に基づき、紙資源の削

減等 SDGs に資する組織運

営の推進、サステナブル・

ツーリズムの観点からの海

外向け観光情報の発信、国

内関係者への国内外の先進

事例の共有等 105 件の取組

を行った。具体的には、サ

ステナブル・ツーリズムの 

3 要素（環境・文化・経済）

を体現する 50 の観光コン
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テンツ（施設・アクティビ

ティ等）を収集・選定し、そ

れらを紹介するデジタルパ

ンフレットを英語で制作

し、サステナブル・ツーリ

ズムの観点から訪日旅行の

魅力の訴求を図った。  

・ 令和 3 年度に制作したデジ

タルパンフレットをもと

に、令和 4 年度 9 月に特設

ページを多言語で開設し

た。また、サステナブル・ツ

ーリズムのデスティネーシ

ョンとしての日本の認知度

を向上させることを目的

に、デジタルパンフレット

内掲載のテーマ・コンテン

ツを基に、複数のグローバ

ルメディア（BBC、Euronews、

Le Figaro、Geo Saison）と

連携して 11 月から 12 月に

かけてオンライン版記事広

告を出稿した。10 月に水際

措置が緩和された直後での

広告出稿ということもあ

り、日本への注目が高まる

中、日本のサステナブル・

ツーリズムのデスティネー

ションとしての認知を高め

ることができた。  

 

【経営理念の研修を通じた組

織の一体感の醸成】  

・ 令和 3,4 年度、経営理念の

浸透及び行動指針の実践を

図るために、両年度 7 月に

年間取組計画を策定した

上、経営理念・行動指針の

周知、新入職員向け研修、

部署単位による経営理念に

関するディスカッション、

職場内の優良取組や感謝メ
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ッセージの募集・共有、部

署・役職横断による経営理

念に関するワークショッ

プ、経営理念・行動指針の

浸透度アンケートを実施し

た。一連の活動を通じ、コ

ロナ禍で組織・職員を取り

巻く環境が激変する中で、

改めて機構の経営理念につ

いて考え、共通の目標意識

を持ち、部署の垣根を超え

て職員間のコミュニケーシ

ョンを促進し、組織の一体

感を醸成し、組織のパフォ

ーマンスと職員のモチベー

ション向上に貢献した。 

 

（2）業務運営の効率化  

①効率化目標の設定等 

【運営費交付金を充当して行

う業務の効率化】 

・ 一般競争入札等の活用、業

務執行方法の改善等を通じ

て、業務運営の効率化を図

った結果、一般管理費（※1）

及び業務経費（※2）の合計

は、中期計画で定める毎年

度平均の効率化比率は、平

成 29 年度に対して 7.54％

の減となった。 

 

＜各年度の効率化係数

（対平成 29 年度比）＞  

平成 30 年度   -14.36% 

令和元年度     -14.73% 

令和 2年度     -21.39% 

令和 3年度     -4.87% 

令和 4年度     +17.67% 

 

（※1）人件費、公租公課等

の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊 
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要因により増減す

る経費を除く。 

（※2）公租公課等の所要

額計上を必要とする経費

及び特殊要因によ 

り増減する経費を

除く。 

 

【給与水準の適正化】  

・ 中期計画を通じたラスパイ

レス指数（国家公務員と比

較した給与水準）について、

年齢・地域・学歴を勘案し

た対国家公務員指数は平成

30 年度の 92.8 から令和 4

年度は 101.8 となり、中期

計画期間を通じて 9.0 ポイ

ント上昇した。これは、機

構として職員の処遇改善に

取り組んでおり、特別都市

手当を国家公務員並みに引

き上げたことが反映された

ものである。 

＜ラスパイレス指数＞  

平成 30 年度    92.8 

令和元年度     95.9 

令和 2年度     98.0 

令和 3年度    101.7 

令和 4年度  101.8 

・ 業務実績・勤務実績の報酬・

給与への反映方法として、

役職報酬に関しては、期末

特別手当に対し主務大臣が

行う業績評価の結果を参考

にして、役員の実績に応じ

決定した。職員に関しては、

人事評価制度による厳正な

人事評価を行い、評価結果

を職員の昇給等の処遇に反

映させた。 

・ 「一般職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する
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法律」に基づく国家公務員

の給与の見直し内容等を踏

まえた給与改定を実施し

た。 

・ 給与水準については、その

内容をウェブサイトを通じ

て公表した。 

 

②調達等合理化の取組 

【契約監視委員会の開催】    

・ 機構が締結した契約の第 3

者目線を含めた事後チェッ

クのため、外部有識者及び

監事から構成される契約監

視委員会を毎年度 2 回開催

して、本部及び海外事務所

が締結した随意契約方式

（企画競争方式）について、

事務事業の合規性や有効性

等の点検を受けた。 

 

【調達等合理化計画における

重点的な取組分野と取組結果】 

〇訪日プロモーション事業の

企画競争実施にあたっての要

件審査の充実及び迅速化並び

に計画的な事業実施 

・ 企画競争応募者が企画競争

要件審査のチェックリスト

を記入・確認し、企画提案

書とともに提出させ、不備

が無いか機構の担当者が確

認したうえで、企画競争審

査員が企画提案の審査を行

ったことで要件審査の充

実・迅速化が図られ、計画

的な事業の実施につながっ

た。 

＜要件審査実施件数＞ 

平成 30 年度 121 件、令

和元年度 146 件、 

令和 2年度 82 件、令和
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3 年度 67 件 令和 4年度 88 件 

  

〇企画競争の一者応募の見直

し  

・ 企画競争説明書を受け取っ

たが応募しなかった者にア

ンケート調査を実施し、企

画提案書を提出しなかった

理由を調査することによ

り、機構の取組によって改

善できる余地を検討した。

アンケート結果では、7 割

の回答者が自社都合、履行

困難等、事業者側の理由で

あったが、提出期限に余裕

がなかったとの回答も少数

あったことから、要件審査

の更なる迅速化を図ること

とした。 

・ また、新型コロナウイルス

感染症蔓延により、緊急事

態宣言の発令及びまん延防

止等重点措置が適用された

ことを踏まえ、公示期間を

十分に確保する等の対策を

講じ、より多くの事業者が

入札に参加することができ

るよう努めた。 

＜企画競争により調達し

た契約のうち一者応札となっ

た件数＞ 

平成30年度 121件中26

件（21.5％） 

令和元年度 146 件中 41

件（28.1％） 

令和 2 年度 82 件中 31

件（37.8％） 

令和 3年度 67件中 23件

（34.3％） 

令和 4年度 88件中 31件

（35.2％） 
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【調達に関するガバナンスの

徹底】 

〇随意契約に関する内部統制

の確立  

・ 競争性のない随意契約を新

たに締結した案件につい

て、随意契約によることが

できる事由の整合性や、よ

り競争性のある調達手続き

の可否の確認の観点から監

査室による独立した立場か

らの点検を実施した。 

＜監査室による新たに締

結した随意契約点検件数＞ 

平成 30 年度 32 件､令

和元年度 46 件、 

令和 2年度 22 件、令和

3年度 23件、令和 4年度 27 件 

 

〇職員のスキルアップ  

・ 一層複雑化・専門化してい

る調達業務について職員の

スキルアップを図るため、

本部・海外事務所員及び海

外赴任予定者に対しては、

研修内容を改善して適切な

契約手続き等について研修

を行ったほか、必要に応じ

て本部会計担当者から会計

事務手続きの注意喚起を行

った。 

 

（3）業務の電子化及びシステ

ムの最適化  

ICT インフラ整備として、以下

を行い、在宅勤務やペーパーレ

ス化を含む業務環境の大幅な

改善を図った。 

 

【業務運営の効率化のための

ICT の活用】 

・ 業務運営の簡素化及び効率
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化を図るため、以下を例と

する情報システムを導入

し、業務の電子化及びシス

テムの最適化を推進した。 

勤怠管

理シス

テム 

（平成

30 年度

～） 

本部（平成 30

年度～）及び海

外事務所（令和

元年度～）にお

いて勤怠管理

システムを導

入。令和 4年度

には本部及び

海外事務所で

のシステム共

通化を図り、職

員のより適切

な労働時間の

把握及び勤怠

管理、各種申請

手続きの効率

化を行った。 

文書管

理シス

テム 

（令和

3 年度

～） 

電子決裁及び

文書管理の電

子化を行った。

また、電子決裁

の運用開始後、

改修を行い、収

入支出決議書

の電子決裁が

可能となった。 

旅費精

算シス

テム 

（令和

3 年度

～） 

国内出張（一

部）及び海外出

張の航空券等

を手配できる

ようになった

他、経費精算書

（旅費請求書）

の電子決裁が

可能となった。 

・ 業務インフラの BCP 対策強

化（令和元年度～）のため、

オフィス内で運用、管理を
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行っていた業務用 ICT イン

フラについて、オフィスの

閉鎖や被災等を念頭に、遠

隔地でのバックアップ機能

を有する外部データセンタ

ーでの運用への切り替えを

行った。 

・ 在宅勤務に対応する ICT イ

ンフラ整備（令和 2年度～）

のため、本部、海外事務所

で勤務するすべての者を対

象に、在宅勤務時に職場と

同等の作業が可能なテレワ

ークインフラを導入した。

これにより、在宅勤務時に

利用する PC 端末にデータ

が保存されないため、デー

タの外部持ち出しが発生せ

ず、情報漏洩の防止に資し

た。整備した主な ICT イン

フラは以下のとおり。 

会議シ

ステム

の導入 

（令和

2 年度

～） 

会議システム

「Webex」のラ

イセンスを全

役職員に付与

し、在宅勤務下

においても、機

構内外との会

議が円滑にな

った。さらに、

チャット機能

やファイル共

有機能を活用

することによ

り、会議の円滑

化に加え、職員

間のコミュニ

ケーションが

容易となった。 

仮想デ

スクト

ップシ

サーバー上の

仮想化された

PC をリモート
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ステム

の導入 

（令和

2 年度

～） 

から利用する、

仮想デスクト

ップシステム

を本部へ導入

した。PC の一元

的管理が可能

となるため、各

利用者の管理

負荷を軽減す

るとともに脆

弱性対策の漏

れを防止し、情

報セキュリテ

ィの最適性を

維持した。 

ノート

型 PC

の導入 

（令和

3 年度

～） 

 

仮想デスクト

ップ環境の利

用を念頭に置

いたノート型

PC を本部の全

役職員へ支給

するとともに、

支給外端末の

利用を禁止し

た。利用環境の

統一を図った

ことにより、情

報システム部

門の管理負荷

が大幅に軽減

され、支給外端

末に起因する

インシデント

等の発生リス

クを最小化し

た。 

・ 令和 4 年度において、クラ

ウドバイデフォルトの原則

に則り、電子メールを始め

とする業務用 ICT インフラ

を、「政府機関等の対策基

準策定のためのガイドライ
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ン（令和３年度版）」に適合

したクラウドサービスで構

成されるシステムへ移行に

向けた調達を行った。新シ

ステムでは、本部オフィス、

海外事務所、在宅勤務環境

など、場所に寄らない同一

の操作性やシームレスなデ

ータ連携による業務効率化

を図るとともに、ゼロトラ

ストセキュリティの考えに

基づいた設計により、いず

れの場所でも同レベルのセ

キュリティを担保してい

る。 

 

【各種会議における配布資料

及び一部決裁の電子化】  

・ 本部において開催する会

議、打合せ等について、タ

ブレット端末の導入（平成

30 年度～）・全役職員に配

布されたノート PC の活用

（令和 3年度～）・テレビ会

議装置の配備（令和 3 年度

～）等により、オンライン

による積極的な実施及びペ

ーパーレス化を進め、業務

運営の効率化を図った。 

・ 令和 3 年度に文書管理シス

テムを導入し、立案及び事

務連絡の電子決裁を開始し

たことに加え、システム改

修を行い、決議書の電子決

裁を可能とした。  

・ 令和 4 年度に、全面的な押

印手続きの洗い出しを行

い、手続きの見直しに取り

組んだ。結果、合計 93 件の

押印文書中、内部手続き書

類を中心に、65件の文書に

ついては押印廃止・公印省
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略或いは電子対応（文書管

理システム等）とした。 

・ 上記の取り組みの結果、一

連の取り組みが開始される

前の令和元年度に比べて、

令和 4 年度は約 100 万枚の

紙が削減され（削減率とし

ては令和元年度の約 6 割

減）、業務においてのペーパ

ーレス化と電子化が定着し

た。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務運営の適正化／自己収入の確保 

業務に関連する政策・施策 ― 当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文等） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 3号 

通訳案内士法 第 11 条 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 5. 財務内容の改善

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

(1) 財務運営の適正

化 

中期目標期間にお

ける予算、収支計画

及び資金計画につい

て、適正に計画し健

全な財務体質の維持

を図る。 

「独立行政法人会

計基準」（平成 12 年 

2 月 16 日 独立行

政法人会計基準研究

会策定、平成 27 年 

3. 予算（人件費の見

積りを含む。）、収支

計画及び資金計画 

 

(1) 予算（人件費の

見積りを含む。）、収

支計画及び資金計画 

別紙のとおり 

 

(2) 財務運営の適正

化 

「独立行政法人会計

基準」（平成 12 年 2 

月 16 日 独立行政

法人会計基準研究会

策 定、平成 27 年 1 

月 27 日改訂）等に

より、運営費交付金

の会計処理として、

業務達 成基準によ

る収益化が原則とさ

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

（2）運営費交付金の会計

処理として、業務達成基準

による収益化が原則とさ

れたことを踏まえ、収益化

単位としての業務ごとに

予算と実績の管理を行っ

ているか。 

独立行政法人会計基準

等を遵守し、適正な会計処

理に努めているか。 

運営費交付金額の算定

について、運営費交付金債

務残高の発生状況にも留

＜主な業務実績＞ 

(1) 予算（人件費の見積りを含

む。）、収支計画及び資金計画 

別紙のとおり 

 

（2）財務運営の適正化 

「独立行政法人会計基準」

（平成12 年 2月 16 日 独立行

政法人会計基準研究会策定、平

成 27 年 1月 27 日改訂）等に

より、運営費交付金の会計処理

として、業務達成基準による収

益化が原則とされたことを踏

まえ、収益化単位としての業務

ごとに予算と実績の管理を行

った。また、独立行政法人会計

基準等を遵守し、適正な会計処

理を行った。 

また、コロナ禍においては、

インバウンド再開後を見据え

た情報発信やデータ分析、国内

＜評定と根拠＞ 

評定：Å 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 「独立行政法人会計基

準」等を踏また適正な会

計処理 

・ コロナ禍における機動

的、戦略的、効果的な事

業活動、予算執行管理

（債務繰越の有効活用） 

・ 賛助団体・会員への取組

（満足度向上による賛

助団体・会員数の改善） 

(H30 年度初 567 団体

→R1 年度初 596 団体

→R2年度初 604 団体→ 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 「独立行政法人会計基準」等を踏まえた適

正な会計処理のもと、特にコロナ禍におい

ては機動的、戦略的、効果的な事業活動、予

算執行管理を行った。また、賛助団体・会員

数についてはコロナ前ではインバウンド旅

行者数の拡大に伴い増加。コロナ禍におい

ては、インバウンド業界に大きな影響があ

る中でも、賛助団体・会員への満足度向上等

に取り組み、賛助団体・会員数の減少は改善

傾向にある。加えて、令和元年度よりウェブ

サイト等を活用したデジタルマーケティン

グ支援メニュー等収益事業を継続的に推進

し、コロナ禍においても創意工夫により

VJTM、インバウンドフォーラムの参加費等、

機構のノウハウを生かした受託事業の実施

により、自己収入拡大に取り組んだ。 

以上を踏まえ、所期の目標を上回る成果

が得られる見込であると認められるため、

当該項目の評定はＡとした。 

＜評定に至った理由＞ 

 「独立行政法人会計基準」等を踏まえた適

正な会計処理のもと、特にコロナ禍においては

機動的、戦略的、効果的な事業活動、予算執

行管理を行った。また、賛助団体・会員数につ

いてはコロナ前ではインバウンド旅行者数の拡

大に伴い増加。コロナ禍においては、インバウ

ンド業界に大きな影響がある中でも、賛助団

体・会員への満足度向上等に取り組み、賛助

団体・会員数の減少は改善傾向にある。加え

て、令和元年度よりウェブサイト等を活用した

デジタルマーケティング支援メニュー等収益事

業を継続的に推進し、コロナ禍においても創意

工夫により VJTM、インバウンドフォーラムの参

加費等、機構のノウハウを生かした受託事業の

実施、機構への新規加盟・加入者数の増加に

より、自己収入拡大に取り組んだ。 

 

以上のことから、中期目標における所期の目

標を上回る成果が得られたと認められるため、
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1 月 27 日改訂）等

により、運営費交付

金の会計処理とし

て、業務達成基準に

よる収益化が原則と

されたことを踏ま

え、引き続き、収益

化単位としての業務

ごとに予算と実績を

管理する。 

また、独立行政法

人会計基準等を遵守

し、適正な会計処理

に努める。 

なお、毎年度の運

営費交付金額の算定

については、運営費

交付金債務残高の発

生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

 

(2) 自己収入等の拡

大 

賛助団体・会員制

度について、日本を

代表する幅広い業種

とのパートナーシッ

プを構築するととも

に、デジタルマーケ

ティングをはじめと

した新たに取り組む

事業等を通じて、自

己収入の拡大に努め

る。 

 

 

れたことを踏まえ、

収益化単位としての

業務ごとに予 算と

実績の管理を行う。 

また、独立行政法人

会計基準等を遵守

し、適正な会計処理

に努める。 なお、毎

年度の運営費交付金

額の算定について

は、運営費交付金債

務残高の発生状 況

にも留意した上で、

厳格に行う 

 

 

 

 

 

 

(3) 自己収入の確保 

賛助団体・会員制

度について、日本を

代表する幅広い業種

とのパートナーシッ

プを 構築するとと

もに、デジタルマー

ケティングをはじめ

とした新たに取り組

む事業等を 通じて、

自己収入の拡大に努

める。  

意した上で、厳格に行って

いるか。 

 

（3）賛助団体・会員制度に

ついて、日本を代表する幅

広い業種とのパートナー

シップを構築するととも

に、デジタルマーケティン

グをはじめとした新たに

取り組む事業等を通じて、

自己収入の拡大に努めて

いるか。 

 

の魅力向上支援等、新規の取組

を含め、コロナ禍において重点

的に取り組むべき事業を纏め

た取組方針を策定し事業を執

行。これにより、コロナの影響

下にあって、コロナの状況や入

国規制の変化に対応し、機動的

かつ戦略的に、また、より効果

的に事業を実施できるよう、事

業活動や予算執行を管理した。 

 

（3）自己収入の確保  

以下の取組等を通じて、自己

収入拡大に努めた。 

【賛助団体・会員への取組】 

・ コロナ前においては、イン

バウンド旅行者数の拡大に

伴い、特に会員企業数は急

速に増加した。賛助団体・

会員向けイベントに対する

評価については以下の通

り。 

テーマ特化型オンラインセ

ミナー最上位選択率 73％ 

テーマ特化型実務担当者交

流会最上位評価 63％ 

オンライン個別相談会最上

位評価 91％ 

・ コロナ禍以降においては、

新型コロナウイルス感染症

の急速な拡大により各国間

の往来の目途が立たず、ま

た海外の旅行会社とのコン

タクトもままならない状況

が生じたことにより、民間

企業を中心に業務や体制、

支出等が見直され、令和 2

年度以降は退会する会員が

相次いだが、退会数は改善

傾向にあり、また、賛助団

体のうち自治体・DMO の数

においては増加傾向となっ

・   R3 年度初 521 団体

→R4 年度初 490 団体

→R5年度初 515 団体） 

・ ノウハウを生かした受

託事業（例：デジタルマ

ーケティング支援、有償

コンサルティングによ

る観光魅力評価等） 

 

【総合評価】 

・ 「独立行政法人会計基

準」等を踏また適正な会

計処理を行い、特にコロ

ナ禍ではコロナの影響

に応じ適切な事業予算

の執行管理を実施。 

・ また、賛助団体・会員制

度、その他各種収益事業

により自己収入拡大の

取組を実施。コロナ禍で

はインバウンド業界に

大きな影響がある中で

も、賛助団体・会員への

満足度向上等に取り組

み賛助団体・会員数の減

少も一定程度に抑え、最

終年度は増加に転じさ

せた。デジタルマーケテ

ィング等のノウハウを

生かした受託事業も実

施。 

・ 以上を踏まえ、中期計画

における所期の目標を

上回る成果が得られた

と評価。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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ているが、令和 4 年度は水

際措置の緩和とともに、コ

ロナ過で退会した企業の再

入会に加え、旅行会社や宿

泊施設を中心としてコンス

タントに新規入会が得られ

たことで、主に会員数にお

いて回復傾向に転じ、年度

末時点で賛助団体 292、会

員 224 となった 

（賛助団体・会員数） 

・ コロナ前推移 

 平成 30 年度当初：賛

助団体 260、会員 

307 

 令和元年度当初：賛助

団体 277、会員 319 

・ コロナ禍推移 

 令和 2年度当初：賛助

団体 291、会員 313 

 令和 3年度当初：賛助

団体 296、会員 225 

 令和 4年度当初：賛助

団体 294、会員 196 

 

【ウェブサイト及び印刷物等

を活用した収益事業の推進】  

（取組例） 

・ 令和元年度より実施してい

る、地方自治体、DMO 等を

対象としたデジタルマーケ

ティング支援メニューを継

続募集した。支援メニュー

は、「ジャパン・マンスリ

ー・ウェブマガジン

（Japan Monthly Web 

Magazine）記事広告」、

「JNTO 英語グローバルウ

ェブサイト『Travel 

Japan』情報発信コンサル

ティング」及び「JNTO デ
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ジタル広告商品」で構成さ

れ、インバウンドに従事す

る事業者・団体の活動を支

援することを目的としてい

る。「JNTO デジタル広告商

品」は、機構ウェブサイト

や外部データ(属性、興

味・関心、購買データ等)

等、機構がこれまでに DMP

（※）に収集・蓄積したデ

ータを活用することによ

り、日本に関心の高いユー

ザーに対して効果的に情報

発信することができるメニ

ューとなっており、ターゲ

ットとする市場を選定した

上でデジタル広告による情

報発信が可能となっている

（対象国欧米・アジア等

19 カ国）。令和 2年度は新

たに、広告配信先に

Facebook と Instagram の

枠を設けた他、オプション

として、広告配信後、広告

を閲覧したユーザーのその

後の訪日有無について検証

するメニューを追加した。

中期期間中計 53 団体、62

案件申込があった。3メニ

ューのうち、「Japan 

Monthly Web Magazine 記

事広告」のメニューは 39

件、「JNTO グローバルウェ

ブサイト「Travel Japan」

情報発信コンサルティン

グ」のメニューは 14 件、

「デジタル広告商品」のメ

ニューは 9件の申し込みが

あり、合計 188,114 千円の

収入を得た。（※一部の団
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体は複数メニューを申込み

した。） 

（※）機構内外のデータを

収集・蓄積してプロモーシ

ョンに活用するデータ・マ

ネジメント・プラットフォ

ームをいう。 

 

【機構のノウハウを生かした

受託事業等】  

（取組例） 

・ 訪日プロモーションの実施

主体として、事業に参加す

る団体・企業から参加費を

受け入れて事業費に充当し

た。例として、VISIT JAPAN 

トラベル＆MICE マートで

は、平成 30年度～令和 4年

度までに計 1,277 団体・社

から合計 1 億 6,214 万円を

受け入れた。 

・ インバウンド旅行振興フォ

ーラムにおいて、平成 30年

度、令和元年度は一般有料

参加者の受け入れ、BtoB プ

ロモーションデスクの設

置、有料交流会の実施によ

り、それぞれ平成 30 年度

3,307 千円（2 回/年度開

催）、1,850 千円（1回/年度

開催）の収入を計上した。

令和 2 年度からはコロナ禍

によりオフラインによる開

催が困難となり、完全オン

ラインでの実施となったこ

とから、参加者を賛助団体・

会員に限定し、有料での

BtoB プロモーション枠の

販売や交流会の開催を見合

わせたため、本事業による

自己収入は生じなかった。
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令和 4 年度は、オンライン

及びオフラインのハイブリ

ッド開催とし、一般有料参

加者の受け入れ、BtoB プロ

モーションデスクの設置、

有料交流会を再開させ、計

620 千円の収入を計上し

た。 

・ 令和 4 年度には、インバウ

ンドに関する有償のコンサ

ルティングとして、賛助団

体となっている自治体から

インバウンド観光魅力評価

の業務を受託した。同自治

体の 100 を超える観光資源

を対象に海外事務所による

評価を実施したほか、ビッ

グデータを用いた同自治体

内外の動態分析等も行っ

た。これらの結果を踏まえ、

誘致手法等に関する助言な

どを盛り込んだ報告書を作

成し、納品した。 

 

上記の取組等の結果、賛助金

等収入及び事業収入として、平

成 30 年度～令和 4 年度までに

26 億 8,455 万円の収入をあげ

た。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額 は、100 百万円

とする。 

 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

評定 ― 評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

4．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし なし ＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

評定 ― 評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし なし ＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

 

評定 ― 評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 訪日プロモーション

等業務、国内受入環

境整備支援業務、業

務の改善・質の向上

のための環境の整備

に充てる。 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

 

評定 ― 評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―1 内部統制の充実／情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビュー ― 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値（前中期目標期

間最終年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 6. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(1) 内部統制の充実 

内部統制について

は、「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」（平成 26 年 11 

月 28 日付け総務省

行政管理局長通知）

を踏まえ、内部規程

の整備、業務運営方

針や組織・業務目標

の明確化を行い、役

職員による共有を図

るとともに、定期的

に業務実績や課題を

整理し、改善を行う

等、内部統制の仕組

みが有効に機能する

ことを確保する。 

法令等について、職

員等に対する周知を

8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(1) 内部統制の充実 

内部統制について

は、「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」 （平成 26 年 11 

月 28 日付け総務省

行政管理局長通知）

を踏まえ、内部規程

の整備、 業務運営方

針や組織・業務目標

の明確化を行い、役

職員による共有を図

るとともに、 定期的

に業務実績や課題を

整理し、改善を行う

等、内部統制の仕組

みが有効に機能する

ことを確保する。 

法令等について、

職員等に対する周知

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 内部規程の整備、業務運

営方針や組織・業務目標の

明確化を行い、役職員によ

る共有を図るとともに、定

期的に業務実績や課題を

整理し、改善を行う等、内

部統制の仕組みが有効に

機能することを確保して

いるか。 

 機構全体の職員のコン

プライアンスの徹底を図

っているか。 

 また、内部監査を行う、

監査結果に基づくフォロ

ーアップを適切に行って

＜主な業務実績＞ 

以下のような取組を実施し

た。なお、特に、コロナ禍とな

る令和 2年度以降は、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な

拡大により、外国人旅行者の訪

日が難しくなり、機構の活動が

制限される中、組織インフラの

強化及びガバナンス強化を図

るため、年度計画の数値目標の

進捗管理の強化、内部統制の強

化、機構全体の職員のコンプラ

イアンスの更なる徹底、情報セ

キュリティ対策の改善を重点

的に実施した。 

 

① 内部統制の充実 

【内部規程等の整備】  

・ 中期目標期間を通じ、規程

類の制定や改正について、

都度、全役職員に周知し、

全役職員が常に閲覧・参照

が可能な環境を整備した。 

・ 法改正等を契機に、当該規

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 内部規程等の整備(例：

法改正等を踏まえた適

切な規程・制度・マニュ

アル等の整備) 

・ 業務運営方針等の明確

化と共有（例：各部業務

運営方針や海外事務所

業務運営目標の策定） 

・ 定期的な業務実績の課

題整理（例：経営層によ

る数値目標の四半期・月

次での進捗管理） 

・ 内部統制委員会の機能

強化（例：外部専門家の

助言を踏まえた手法に

よる組織全体のリスク

評定 Ａ 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 独法通則法の改正を踏まえ、規定・制度・

マニュアル等の整備を通して内部規程の整

備を行ったことに加え、各部業務運営方針

を策定し業務運営方針等の明確化と共有化

や、研修や自己点検等により、職員のコンプ

ライアンスの更なる徹底を図り、システム

の性格を踏まえた最適なセキュリティレベ

ルの定義や整備、ヒューマンエラー防止の

ための訓練・研修等を通じて、情報セキュリ

ティ対策を推進した。 

また、特に今中期期間中においての追加

的な取組として、数値目標の業務実績の定

期的管理として、従来の四半期報告に加え、

月次報告によるきめ細やかな管理を行った

ことは、期中管理強化につながる取組とし

て高く評価に値する。更に内部統制員会の

開催頻度を増やし経営層レベルでの内部統

制強化を図ったことやリスク管理の取組に

ついては、内部統制の抜本的な強化となっ

た。 

以上を踏まえ、所期の目標を上回る成果

が得られる見込であると認められるため、

＜評定に至った理由＞ 

 独法通則法の改正を踏まえ、規定・制度・

マニュアル等の整備を通して内部規程の整

備を行ったことに加え、各部業務運営方針

を策定し業務運営方針等の明確化と共有化

や、研修や自己点検等により、職員のコンプ

ライアンスの更なる徹底を図り、システム

の性格を踏まえた最適なセキュリティレベ

ルの定義や整備、ヒューマンエラー防止の

ための訓練・研修等を通じて、情報セキュリ

ティ対策を推進、会計手続きにおける内部規

定違反を踏まえ、会計手続等に関する再周

知、職員向けマニュアルの改善、研修の充実

等の対策を講じた。 

また、特に今中期期間中においての追加

的な取組として、数値目標の業務実績の定

期的管理として、従来の四半期報告に加え、

月次報告によるきめ細やかな管理を行った

ことは、期中管理強化につながる取組とし

て高く評価に値する。更に内部統制員会の

開催頻度を増やし経営層レベルでの内部統

制強化を図ったことやリスク管理の取組に

ついては、内部統制の抜本的な強化となっ
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行い、機構全体の職

員のコンプライアン

スの更なる徹底を図

る。また、内部監査

を行い、監査結果に

基づくフォローアッ

プを適切に行う。 

 

 

(2) 情報セキュリテ

ィ対策の推進 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成 

27 年 9 月 4 日閣

議決定）等の政府方

針を踏まえ、関連す 

る規程類の策定・見

直しを行うととも

に、情報セキュリテ

ィインシデント対応

の訓練や保有個人 

情報の保護を含む情

報セキュリティ対策

に関する教育等の対

策を講じ、情報シス

テムに対する サイ

バー攻撃への防御

力、攻撃に対する組

織的対応能力の強化

に取り組む。  

また、上記の対策

の実施状況を毎年度

把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキュ

リティ対策の 改善

を図る。 

を行い、機構全体の

職員のコンプライア

ンス の更なる徹底

を図る。 

 また、内部監査を

行い、監査結果に基

づくフォローアップ

を適切に行う。 

 

(2) 情報セキュリテ

ィ対策の推進 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成 

27 年 9 月 4 日閣

議決定）等の政府方

針を踏ま え、関連す

る規程類の策定・見

直しを行うととも

に、情報セキュリテ

ィインシデント 対

応の訓練や保有個人

情報の保護を含む情

報セキュリティ対策

に関する教育等の 

対策を講じ、情報シ

ステムに対するサイ

バー攻撃への防御

力、攻撃に対する組

織的対 応能力の強

化に取り組む。 

 また、上記の対策の

実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクル

により情報セキュリ

ティ対策の改善を図

る。 

いるか。 

 情報セキュリティに関

する教育等の対策を講じ、

サイバー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織的対応

能力の強化に取り組みみ、

その対策の実施業況を把

握し、PDCA サイクルにより

情報セキュリティ対策の

改善を図っているか。 

程の見直しを都度行い、文

書管理規程、個人情報保護

規定等の改定、決裁文書・

法人文書管理のマニュア

ル作成等を行った。 

・ 令和 4年度においては、公

益通報者保護法の改正を

踏まえ、規程を改定し、内

部通報窓口を設置した。 

 

【業務運営方針や目標の明確

化・共有、定期的な業務実績・

課題の整理】  

・ 中期期間中を通じて、各部

等の重点課題や業務の取

り組みの方向性を組織全

体で共有する業務運営方

針を策定し、組織全体で業

務目標の明確化を図った。 

・ 理事長をはじめとする役

員のリーダーシップのも

と数値目標の進捗管理を

行った。具体的には、平成

30 年度及び令和元年度に

おいて、年度計画の達成状

況を四半期ごとに理事会

へ報告することにより、達

成阻害要因等のリスクを

確認し、必要な対策を講じ

ることで業務の改善を図

った。令和 2年度以降、従

来の年度計画の理事会へ

の四半期報告に加え、月次

での進捗確認も行った。ま

た、令和 2 年度、3 年度に

おいては、新型コロナウイ

ルス感染症の世界的な流

行により、機構の活動が制

約される事態を受け、出入

国規制が継続するコロナ

禍においても工夫を凝ら

し国内外で精力的に取組

マネジメントの実施） 

・ 職員のコンプライアン

スの更なる徹底（例：法

人文書、個人情報保護等

の研修、自己点検、海外

法令対応等） 

・ 適正な監査実施による

ガバナンスの強化（例：

内部監査等の実施やそ

の結果を踏まえた改善） 

・ 情報セキュリティ対策

の推進（例：システムの

性格を踏まえた最適な

セキュリティ整備、訓

練・研修等） 

 

【総合評価】 

・ 法改正を契機とした規

程・制度の整備、マニュ

アル整備やコンプライ

アンスの徹底に加え、経

営層主導による組織的

課題の整理や解決、リス

ク管理、法人文書、個人

情報保護、情報セキュリ

ティ対策等の内部統制

の強化を図り、また、数

値目標などのきめ細か

な業務実績の進捗状況

確認の強化を行った。 

・ 以上を踏まえ、中期計画

における所期の目標を

達成していると評価。 

 

当該項目の評定はＡとした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

た。 

 

 以上のことから、中期目標における所期

の目標の成果が得られたと認められるた

め、「B」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「B」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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を実施するため、年度計画

の数値目標とは別に独自

の数値目標を設定した。 

【内部統制委員会の開催】  

・ 毎年度、内部統制委員会の

機能強化のため、内部統制

の推進のために取組むべ

き事項の組織的課題の整

理及び解決を行った他、リ

スク設定やフォローアッ

プを行い、リスク管理の強

化を進めた。 

＜内部統制委員会開催回数

＞ 

平成 30 年度 1 回、令和元

年度1回、令和2年度 3回、

令和 3年度 3回、令和 4年

度 3回 

・ 令和 2年度より、内部統制

の推進に関する規程に基

づき、内部統制監理者であ

る理事長代理が、各部の担

当理事、部長及び総室長や

監査室長と意見交換を行

う機会を設け、内部統制委

員会での議論をより効果

的にするよう取り組んだ。 

・ 令和 3年度においては、リ

スク管理の強化に関して

外部専門家の助言を得た

制度の見直しに取組み、リ

スク評価の新たな手法の

提案や既存のリスクの再

評価、新規リスクの洗い出

し等について検討を行っ

た。なお、その成果物を基

に、令和 4年度において、

新たなリスク管理手法を

策定し、職員一人一人によ

るリスク管理を進めるた

め、リスク管理に係るマニ

ュアルを作成し、イントラ
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ネットに掲載するととも

に職員向けの説明会を実

施。さらに、海外事務所に

おけるリスク管理も試行

的に導入することとし、海

外事務所にもマニュアル

と説明会動画を展開の上、

各海外事務所にてリスク

の洗い出しを行った。 

 

【職員のコンプライアンスの

更なる徹底】  

・ コンプライアンスの遵守

については、就業規則に明

確に規定するとともに、平

成 30 年度、内部統制の推

進に関する規程にコンプ

ライアンス違反事案発生

時の報告と対応について

規定した。 

・ 各年度において本部及び

海外事務所の職員を対象

とした以下の研修を実施

し、職員のコンプライアン

ス遵守の意識及び理解の

向上を図った。 

（取組例） 

平

成

30

年

度 

・ 本部及び海外事務

所の職員を対象と

したオンラインの

コンプライアンス

研修 

令

和

元

年

度 

・ 海外事務所現地職

員を対象とした法

人文書管理に関す

る e ラーニング研

修及び情報セキュ

リティに関する自

習型研修 

・ 個人情報保護に関

する月 1 回のメー

ル点検 
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令

和 

2 

年

度 

・ 全職員（※）を対

象とした法人文書

管理、情報セキュ

リティ及び個人情

報保護に関する e

ラーニング研修 

（※）個人情報保護

の研修については、海

外事務所の現地職員 

受講者は希

望者のみ 

・ 12 月を「個人情報

保護強化月間」と

定め、個人情報漏

洩に関する具体事

例のポスター掲示

等、週替わりでの

啓蒙 

令

和 

3 

年

度 

令

和 

4 

年

度 

・ 本部全役職員を対

象とした、ハラス

メント、法人文書

管理、情報セキュ

リティ及び個人情

報保護に関する e

ラーニング研修 

・ 現地職員を必須受

講研修とするため

の英語教材準備 

・ 「個人情報保護強

化月間」における

役職員の意識啓

発、個人情報保護

の関する自己点検

等の実施 

・ 法人文書保存状況

の一斉点検の実施

及びその結果に基

づいた文書保存の

適正化（30 年保存

の法人文書ファイ

ルの集中管理、紙

ファイルのラベル
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貼り、電子ファイ

ルの保存体系整理

等）（令和 3年度） 

・ 各海外事務所において、従

来個々の事務所の判断に

より必要に応じて専門家

によるリーガルチェック

を行っていたが、令和 2年

度に全事務所に対し専門

家との顧問契約を締結す

ることを制度化し、定期的

に、現地法令に基づく現地

職員就業規則や雇用契約

書のリーガルチェックを

行う体制を構築した。専門

家を通じて最新の現地法

令等に関する情報収集や

相談を実施することで使

用者としての義務を果た

すことはもちろん、適法性

の維持を図った。また令和

3 年度には就業規則の無い

フランクフルト、シドニ

ー、トロント事務所におい

て試行的に外部労務監査

を実施した。 

 

【 EU 一般データ保護規則

（GDPR）への対応】 

・ 平成 30 年度において、EU

一 般 デ ー タ 保 護 規 則

（GDPR）が 5月に本格施行

されたことに伴い、下記の

対応を実施した。 

・ 関係規程類の整備 

・ 欧州の海外事務所に GDPR

担当現地職員配置 

・ ウェブサイトの GDPR 対応

（データ主体への情報通

知、プライバシーポリシー

の改定等） 

・ データ侵害時の対応マニ
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ュアル作成 

・ 職員向け研修の実施（外部

講師を招き GDPR の概要や

対策実務を学習） 

・ 欧州委員会が GDPR(ＥＵ一

般データ規則)に基づく新

たな標準契約条項を採択

したことに伴い、令和 4年

度に機構の GDPR に係る契

約書についても改訂を行

い適法に機構が事業を行

えるように環境を整備し

た。 

 

【適正な監査実施によるガバ

ナンスの強化】  

・ 監事による決算監査、保有

個人情報の管理に関する

監査を、監査室の専従職員

等を監査補助者として毎

年度実施し、監査の結果に

基づき、必要に応じて理事

長等に意見を提出すると

ともに、改善の状況につい

て確認を行った。 

・ 監査室の専従職員等が独

立した立場で、以下の内部

監査を毎年度実施し、理事

長等に監査結果を報告す

るとともに、改善状況につ

いて確認を行った。 

・ 本部における法人文書監

査 

・ 情報セキュリティ監査（令

和 2年度以降は、監査の質

向上のため、一部内容につ

いて外部専門事業者を活

用） 

・ 海外事務所実地監査海外

事務所実地監査を監事監

査、内部監査又は監事及び

監査室合同監査により行
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い、理事長等に意見を提出

又は監査結果の報告を行

い、改善状況について確認

を行った。 

平

成

30

年

度 

ソウル事務所、北

京事務所、上海事

務所、ハノイ事務

所、クアラルンプ

ール事務所、デリ

ー事務所、ローマ

事務所、パリ事務

所、マドリード事

務所（9事務所） 

令

和

元

年

度 

マニラ事務所、シ

ンガポール事務

所、シドニー事務

所、モスクワ事務

所、ロンドン事務

所、フランクフル

ト事務所、トロン

ト事務所、ニュー

ヨーク事務所、ロ

サンゼルス事務

所（9事務所） 

令

和

3

年

度 

パリ事務所、マド

リード事務所（2

事務所） 

令

和

4

年

度 

クアラルンプー

ル事務所、デリー

事務所、ローマ事

務所、ドバイ事務

所、ジャカルタ事

務所、バンコク事

務所、ハノイ事務

所 （7事務所） 

・ 内部監査の質向上及びモ

ニタリング機能強化を図

るため、内部監査協会主催

の内部監査手法向上に資
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する研修等に参加すると

ともに、海外に拠点を有す

る他独立行政法人等との

意見交換を実施し、監査実

務のスキルアップを図っ

た。 

・ 執行部門は、上記両監査に

おける指摘事項を踏まえ、

業務改善に取り組み、ま

た、理事会等において、フ

ォローアップへの対応状

況や対応策を報告するこ

とで、組織のガバナンス強

化に努めた。例えば、法人

文書に関して、マニュアル

や研修テストへの追記に

よる注意喚起も行った。個

人情報保護担当者の引継

ぎが適切に行われるよう、

機構内のイントラネット

を活用するなどして、切れ

目のない管理体制を構築

した。情報セキュリティに

おいて、リスク評価に必要

なシステム台帳の整備を

進め、記入項目の認識が統

一されるよう、例示を加え

るなどして精度の向上を

図った。また、企画競争時

の添付資料に納品時の脆

弱性診断実施結果の提出

義務を追記し、セキュリテ

ィ対策を実施した。コンプ

ライアンス意識の醸成、強

化を図るため、管理者によ

る受講管理を徹底した。ま

た、研修の実効性を高める

ために、実施時期分散化の

検討を進めた。 

 

② 情報セキュリティ対策の推

進   
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・ 「サイバーセキュリティ

戦略」（平成 27年 9月 4日

閣議決定）等の政府方針を

踏まえ、基幹 ICT インフラ

の継続的な情報セキュリ

ティ対策に加え、以下の取

り組みを行い、PDCA サイク

ルを機能させた。 

 

・ 情報セキュリティ関連会

議の開催（平成 30年度～） 

情報セキュリティに関す

る対策推進計画について

「情報セキュリティ委員

会」で審議するとともに、

情報セキュリティ対策チ

ームの定期会合を開催し、

情報セキュリティに係る

対応状況を定期的に確認

した。 

・ 情報セキュリティ研修の

実施（平成 30年度～） 

情報セキュリティ対策の

周知徹底のため、全役職員

（海外事務所現地職員は

令和元年度より）を対象と

した eラーニングに加え、

新規入構者・海外赴任者向

けの集合型研修を実施し

た。さらに、情報システム

担当職員のスキル向上の

ため、外部研修を受講し

た。 

・ 標的型攻撃メール訓練（平

成 30年度～） 

昨今被害が拡大している

標的型攻撃メールへの対

応能力向上のため、国内外

の全役職員を対象とした

訓練及びeラーニングを実

施した。 

・ 情報システムの管理強化
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（平成 30年度～） 

・ 機構が利用する情報シス

テムの運用状況を CISO も

参加する定例会議におい

て報告し、情報システムが

適正に管理されているこ

との確認を行った。 

・ 情報システムの調達に際

し、運用保守内容の明確化

やインシデント発生時の

対応等、システムの内容に

よって仕様書に盛り込む

べき項目の整理及び周知

を行い、システムの性格を

踏まえた最適なセキュリ

ティレベルの整備を行っ

た。 

・ SNS 開設時の届出、複数担

当者による運用内容や手

順の確認、なりすまし対策

等を徹底し、情報セキュリ

ティ水準の維持を図った。 

・ セキュリティ統一基準へ

の対応（令和 3年度～） 

「政府機関等のサイバー

セキュリティ対策のため

の統一基準」の改定に伴

い、関連規程類の見直しを

実施するとともに、情報シ

ステム管理台帳へ改定版

統一基準への適合性の確

認項目を追加し、各情報シ

ステムの管理状況の把握

に努めた。 

 

 

4．その他参考情報 

特になし 

 

  



146 

様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―2 活動成果等の発信 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 6. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(3) 活動成果等の発

信 

訪日プロモーション

に係る取組の目的や

必要性、その成果に

ついて、ホームペー

ジ等を通じて国民に

わかりやすく説明す

るとともに、政府が

掲げる目標の達成の

ために、どのような

貢献をしているのか

が明確となるような

情報発信に努める。 

8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(3) 活動成果等の発

信 

訪日プロモーション

に係る取組の目的や

必要性、その成果に

ついて、ホームペー

ジ 等を通じて国民

にわかりやすく説明

するとともに、政府

が掲げる目標の達成

のために、 どのよう

な貢献をしているの

かが明確となるよう

な情報発信に努め

る。  

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

訪日プロモーションに

係る取り組みの目的や必

要性、その成果について、

ホームページ等を通じて

国民にわかりやすく説明

しているか。 

また、政府が掲げる目標の

達成のために、どのような

貢献をしているのかが明

確となるような情報発信

に努めているか。 

＜主な業務実績＞ 

・ 機構が実施する訪日プロモ

ーションに係る取組の目

的、必要性、成果につい

て、国民に分かりやすく説

明するため、以下の通り積

極的な情報発信を行った。 

 

【国内広報の取組強化】  

（取組例） 

・ 令和 2年度には広報専門部

署を新たに設立し、機構の

訪日プロモーションに係る

取組の目的や必要性等を、

効率的かつ効果的に発信で

きる体制を整備した。 

・ 機構の活動を国民に対して

分かりやすく情報発信する

ため、国内の報道関係者に

対するメディアブリーフィ

ングを平成 30年度から開

始し、四半期ごとに開催し

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ メディアブリーフィン

グの定期的開催 

・ メディアへの役職員の

寄稿 

・ 役職員の講師派遣 

・ 論説委員、解説委員訪問 

・ 広報専門部署の設置 

・ 日本語ウェブサイト（法

人サイト、地域インバウ

ンド促進サイト、統計サ

イト）の充実、法人サイ

トリニューアル 

・ 機構の取組・業務成果の

公開（例：市場調査結果

の公表、各国出入国規制

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

機構は、広報専門部署を設置した上で、メ

ディアブリーフィングの定期的開催、メデ

ィアへの役職員の寄稿など各種情報発信を

行ったほか、論説委員、解説委員の訪問、日

本語ウェブサイトを充実させるなど、国内

広報の取り組み強化を図った。また、市場調

査結果の公表、各国出入国規制等コロナ禍

情報の提供など、機構の取組・業務成果の公

開に積極的に取り組んだ。とりわけ、メディ

アブリーフィングについては、役員クラス

による対応で、機構の活動を国民に対して

分かりやすく情報発信を行い、令和 3 年度

について、オンラインで発信といった新た

な拡散手法も取り込むことで、インバウン

ドの回復・促進に向けて、多くの国内関係者

に対する積極的な情報提供を実現した。 

以上のことから、中期計画における所期の

目標を上回る成果が得られる見込であると認

められるため、Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

＜評定に至った理由＞ 

機構は、広報専門部署を設置した上で、メ

ディアブリーフィングの定期的開催、メディアへ

の役職員の寄稿など各種情報発信を行ったほ

か、論説委員、解説委員の訪問、日本語ウェ

ブサイトを充実させるなど、国内広報の取り組

み強化を図った。また、市場調査結果の公表、

各国出入国規制等コロナ禍情報の提供など、

機構の取組・業務成果の公開に積極的に取り

組んだ。とりわけ、メディアブリーフィングについ

ては、役員クラスによる対応で、機構の活動を

国民に対して分かりやすく情報発信を行い、令

和 3 年度以降、オンラインで発信といった新た

な拡散手法も取り込むことで、インバウンドの回

復・促進に向けて、多くの国内関係者に対する

積極的な情報提供を実現した。 

 

以上のことから、中期目標における所期の目

標を上回る成果が得られたと認められるため、

「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 
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た。平成 30 年度～令和 4

年度で計延べ 350 人以上の

記者が参加した。 

・ 影響力の強い国内の一般メ

ディア・業界メディアを対

象に、記者の上位職にあた

る論説委員・解説委員を訪

問する活動を令和元年度か

ら開始した。1媒体あたり

年 1回の頻度で実施し、訪

日インバウンドの現状や展

望等について意見交換を行

った。訪問したメディア数

は、令和元年度 7社、令和

2年度は 10 社、令和 3年

度は延べ 8社、令和 4年度

は延べ 9社となった。   

・ 中期期間中、機構の業務に

対する国民の認識・理解を

高めるため、国内広報に重

点的に取組、報道資料の発

表に加え、テレビ・一般

紙・旅行業界紙誌のインタ

ビューへの対応、最新のマ

ーケット動向や機構の活動

状況について役職員の寄稿

等を行った。 

・ 関係省庁、地方公共団体、

観光関連団体等の主催する

会議、セミナー等に役職員

を講師として派遣すること

を通じて、インバウンド振

興への理解の促進、訪日プ

ロモーションにかかる機構

の取組について中期期間中

にわたり情報発信を行っ

た。 

 

【機構の取組・業務成果の公

開】  

等コロナ禍情報の提供） 

・ 統計・マーケティング情

報等保有資料・データの

公開 

 

【総合評価】 

・ 広報専門部署を設置し

た上で、メディアブリー

フィングの定期的開催

や各種情報発信を行い

国内広報の取組強化を

図った。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

評定について、外部有識者は「A」評定が妥当

であるとの意見で一致した。 
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・ 訪日プロモーションの方

針、機構の取組、機構のマ

ーケティング活動を通じて

得られたインバウンドに関

する情報をウェブサイト等

により公開することによっ

て、訪日プロモーション及

び機構の取組に対する理解

の促進を図るとともに、イ

ンバウンド関係者の取組の

参考となる情報を提供し

た。また、年度計画や業務

実績、決算等報告書等をウ

ェブサイトに掲載した。 

 

【ウェブサイトの充実】  

・ 機構の日本語サイトは目的

別に以下のサイトを有して

おり、インバウンドに関す

る新たなデータや動画の公

開、サイトの機能拡充等を

随時行い、国民やインバウ

ンドに取り組む事業者の

方々に対して中期期間中に

わたり様々な情報を提供し

た。 

- 法人サイト：組織紹介、

報道発表、海外のマーケ

ット情報、事業パートナ

ーの紹介等 

- 地域インバウンド促進

サイト：地方自治体・

DMO、民間企業向けイン

バウンドのヒントを紹

介 

- 統計サイト：訪日外客数

や消費動向、訪問地動向

等のデータサイト 
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・ 令和 3年度から 4年度にか

けて法人サイトの大幅な改

修を行い、以下の 4点につ

いて改善を図った。 

- （法人サイトのモ

バイル対応・アク

セシビリティ対応

機能追加）  

現在のデジタル環境

に即したモバイル対

応、アクセシビリティ

対応（文字サイズの変

更、音声読み上げ対応

等）をはじめとした機

能改善やコンテンツ・

レイアウトの整理を

実施し、ユーザビリテ

ィの向上を実現した。 

- （法人サイトへの

流入数増加のため

の SEO 対策） 

PDF の HTML 化、サイト

内回遊を高めるため

の内部リンクの設置、

サイトスピードの向

上やモバイル閲覧時

の最適化などを含む

SEO 対策を実施した。

SEO 対策を実施するこ

とにより、国民がサイ

ト上の必要な情報へ

よりアクセスしやす

くなった。 

- （法人サイト上の

新規記事コンテン

ツ・新規機能の追

加） 

機構のプロモーショ

ンに関する取組を、

「市場・地域別プロモ

ーション」、「テーマ別
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プロモーション」の 2

つに分け、それぞれの

取り組みについて紹

介する記事ページを

計16ページ作成した。 

お問い合わせをメー

ルで集約・管理するた

めのお問い合わせフ

ォームを新設し、お問

い合わせの項目ごと

に直接担当部へお問

い合わせメールが転

送されることで、お問

い合わせ対応の効率

化を実現した。 

- （複数ある国内向

けサイトの統合） 

国内向けウェブサイ

トとの統合・連携強化

を進めることで、閲覧

利便性の向上を図る

ことを目的とした改

修を実施。また、これ

まで個別のコンテン

ツ管理システムで管

理していた日本語ペ

ージのみを持つ各種

サイト（新卒採用サイ

ト、地域室サイト等）

に統合し１つのコン

テンツ管理システム

（以下「CMS」）で管理

することにより、更新

作業の効率化を実現

した。 

 

【統計・マーケティング情報等

保有資料・データの公開】  

・ 中期期間中、訪日外客数、

出国日本人数等の統計情報

を毎月集計・分析し、報道

発表を行うとともに、その
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内容を機構ウェブサイトに

掲載した。令和 2 年度にお

いて、新型コロナウイルス

感染症の影響により、落ち

込んだ訪日旅行市場への回

復の糸口とするべく実施し

た、「訪日旅行市場における

新型コロナウイルス感染症

の影響と需要回復局面の旅

行者ニーズと志向に関する

調査」により、台湾、香港、

豪州、英国における実態を

オンラインでアンケート調

査を実施した。当該報告書

は、今後の旅行需要回復に

向けた有用な情報として、

機構のホームページ上にて

一般向けに公開した（再

掲）。 

・ 令和 2 年度からは、新たに

重点市場となったメキシコ

及び中東地域のデータを追

加するとともに、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大に

伴い、報道発表資料の一部

に海外事務所からの情報提

供に基づく、各国・地域に

おける渡航制限、日本側の

入国制限、航空便の状況の

詳細な記載等を追加し、発

信する情報を拡充した。こ

れらの取組も寄与し、コロ

ナ禍においても当該資料を

引用した情報が、一般紙及

び業界専門誌等において、

毎月 20 件前後掲載される

等、コロナ禍におけるイン

バウンド情報の発信強化に

貢献した。 

・ 訪日外客数や訪日旅行者の

動向（訪日回数、宿泊数、消

費額等）についてわかりや
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すく紹介する「日本の観光

統計データ」サイトを運営

した。また、令和 2年度は、

国際会議誘致関係者のニー

ズに応えるため、新たに国

際会議統計のデータを拡充

し、地方自治体等の国際会

議誘致関係者の戦略立案に

資するデータの提供を開始

した。 

・ 中期期間中、国際観光に関

する以下の出版物を刊行

し、機構がマーケティング

活動等で得られた情報を

発信した。（日本の国際観

光統計、訪日旅行データハ

ンドブック、訪日旅行誘致

ハンドブック、国際会議統

計） 

・ 中期期間中、賛助団体・会

員に対しては、賛助団体・

会員専用サイト「J-

Members」を通じて、市場

別マーケティングデータ、

セミナー等イベントのアー

カイブ及び資料、毎週金曜

発行のニュースフラッシュ

のバックナンバーを掲載

し、情報共有・見逃しフォ

ロー対応を図っている。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―3 関係機関との連携強化 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値（前中期目標期

間最終年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 6. その他業務運

営に関する重要事

項 

 

(4) 関係機関との

連携強化 

在外公館をはじ

めとする関係省

庁、事務所の共用

化・近接化を進め

ている独立行政法

人国際交 流基金、

独立行政法人国際

協力機構及び独立

行政法人日本貿易

振興機構等の政府

関係法人、地方 自

治体やインバウン

ドに取り組む関係

団体・民間企業等

とより一層緊密な

連携を図る体制を

構築 し、在外公館

等連携事業を活用

8. その他業務運

営に関する重要事

項 

 

(4) 関係機関との

連携強化 

在外公館をはじめ

とする関係省庁、

事務所の共用化・

近接化を進めてい

る独立行政 法人

国際交流基金、独

立行政法人国際協

力機構及び独立行

政法人日本貿易振

興機構等 の政府

関係法人、地方自

治体やインバウン

ドに取り組む関係

団体・民間企業等

とより 一層緊密

な連携を図る体制

を構築し、在外公

館等連携事業を活

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

在外公館をはじめと

する関係省庁・政府関係

法人、地方自治体、イン

バウンドに取り組む関

係団体・民間企業等と、

オールジャパンで、戦略

的、効率的かつ効果的な

訪日プロモーションを

実施しているか。 

  

＜主な業務実績＞ 

以下の取組を通じて、在外公館をはじめと

する関係省庁・政府関係法人、地方自治体、

インバウンドに取り組む関係団体・民間企業

等との連携を図る体制を構築するとともに、

オールジャパンでの戦略的、効率的かつ効果

的な訪日プロモーションを実施した。具体的

な事例は以下のとおり。 

 

【在外公館、ジャパン・ハウス等外務省との

連携】   

（取組例） 

・ 令和元年度在外公館連携事業の一環とし

て、在サンパウロ日本国総領事館、在リ

オデジャネイロ日本国総領事館、在ブラ

ジル日本国大使館と連携し、「Festival 

do Japão（日本祭り）」出展、旅行会

社・メディア向けセミナー開催、旅行会

社・メディア招請、共同広告を実施し

た。 

・ 戦略的対外情報発信の強化に向けた取組

の一環として、外務省が世界 3都市（サ

ンパウロ、ロサンゼルス、ロンドン）に

設置した対外発信拠点「ジャパン・ハウ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以

下のような成果を挙げら

れる（個々の詳細な取組

は主な業務実績を参照）。 

・ 在外公館との連携(例：

在ブラジルの在外公館

と連携したイベント

「Festival do Japão

（日本祭り）」の出

展)(例：外務省の対外

発信拠点「ジャパン・ハ

ウス」での観光情報提

供や事業連携) 

・ 関係省庁との連携(例：

環境省と連携しアドベ

ンチャートラベルのイ

ベント「ATWS 北海道」

における国立公園等の

魅力発信) 

・ 政府関係法人との連携 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 
 機構は、在外公館、関係省庁、地方自

治体、民間企業等と連携して事業を行

い、各関係者の強みを生かした訪日プロ

モーション等を戦略的、効率的かつ効果

的に実施した。特に、政府の戦略的対外

情報発信の強化に向けた取組の一環と

して、外務省が設置した対外発信拠点

「ジャパン・ハウス（JH）」の 2 都市（ロ

ンドン・ロサンゼルス）において、平成

30 年より来館者に対する情報提供を実

施しており（令和 4 年よりサンパウロに

おいても開始）、また、ジャパン・ハウ

スと連携したイベントを通じた情報発

信を行う等で日本の観光魅力の発信を

行った。 
以上により、中期計画における所期の

目標を上回る成果が得られる見込であ

ると認められるため、Ａ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、在外公館、関係省庁、地方自治

体、民間企業等と連携して事業を行い、各

関係者の強みを生かした訪日プロモーショ

ン等を戦略的、効率的かつ効果的に実施

した。特に、政府の戦略的対外情報発信の

強化に向けた取組の一環として、外務省が

設置した対外発信拠点「ジャパン・ハウス

（JH）」の 2 都市（ロンドン・ロサンゼルス）に

おいて、平成 30 年より来館者に対する情

報提供を実施しており（令和 4 年よりサンパ

ウロにおいても開始）、また、ジャパン・ハウ

スと連携したイベントを通じた情報発信を行

う等で日本の観光魅力の発信を行った。 

その他、JETRO 等と連携した農林水産物・

食品の輸出とインバウンド観光の促進に係

る取組に注力した。具体的には JETRO・日

本 食 品 海 外 プ ロ モ ー シ ョ ン セ ン タ ー

（JFOODO）・JNTO の三者で「日本の農林

水産物・食品の輸出とインバウンド観光の

促進に向けた相互連携に関する覚書」を締

結しました。その具体的な協力例としては、

3 月にクアラルンプールで開催された一般
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した海外における

イベントやセミナ

ーの開催、官民連

携事業を活 用し

た情報発信等、オ

ールジャパンで、

戦略的、効率的か

つ効果的な訪日プ

ロモーションを実

施する 

用した海外におけ

るイ ベントやセ

ミナーの開催、官

民連携事業を活用

した情報発信等、

オールジャパン

で、 戦略的、効率

的かつ効果的な訪

日プロモーション

を実施する。  

ス（JH）」のうち、海外事務所を設置す

る 2都市（ロンドン・ロサンゼルス）に

おいて、来館者に対する情報提供を通

じ、日本の観光魅力の発信を行った。ま

た、サンパウロにおいて、令和 4年 3月

より観光情報デスクを開設し、情報提供

を開始した。 

・ 令和元年、フィリピン・マニラにおいて、

機構マニラ事務所開設後初めてとなる、

大使館や国際交流基金等と連携した機構

主催の訪日促進イベント「Japan Fiesta 

2019」を実施した。国内外合わせて 33 の

自治体、DMO 等の観光関係団体、旅行会

社、ホテル、交通事業者等の共同出展者

と訪日旅行をアピールし、2 日間で 1 万

8,134 人が来場した。 

 

【関係省庁との連携】   

（取組例） 

・ 中期期間中において、環境省や文化庁、

農水省等の省庁が開催する委員会に参画

し、海外向け情報発信のあり方等につい

て意見を述べるとともに、上述の国立公

園の他、日本博、農泊等の新たな観光情

報を、本部が運営する Facebook 及び

Instagram アカウントで発信を行った。 

・ 平成 30 年度に環境省との連携の一環と

して、機構が運営する英語グローバルウ

ェブサイト内に環境省・国立公園のウェ

ブページ「National Parks of Japan」

を開設する等、国として注力する観光資

源の情報発信強化に向けた取組を開始し

た。環境省・国立公園ウェブページで

は、全 34国立公園の情報を掲載した。

このうち、環境省「国立公園満喫プロジ

ェクト」において先行的・集中的に取り

組むとされた 8カ所（阿寒摩周国立公

園、十和田八幡平国立公園、日光国立公

園、伊勢志摩国立公園、大山隠岐国立公

園、阿蘇くじゅう国立公園、霧島錦江湾

(例：国際交流基金が事

務局を務めたパリでの

大型文化紹介イベント

での訪日キャンペーン

動 画 放 映 等 の 連

携)(例：日本貿易振興

機構との農林水産物・

食品の輸出とインバウ

ンド観光促進に関する

覚書による連携） 

・ 民間企業、関係団体と

の連携（例：自動車メー

カーとの連携） 

・ 官民連携事業（例：ナイ

トタイム、離島振興等

事業） 

 

【総合評価】 

・ 在外公館、関係省庁、国

際系独立行政法人、民

間企業等の各種関係機

関との連携強化を行

い、オールジャパンで、

戦略的、効率的かつ効

果的な訪日プロモーシ

ョンを実施。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回

る成果が得られたと評価。 

＜その他事項＞ 
特になし。 

消費者向け旅行博「MATTAFair」におい

て 、 JETRO ク ア ラル ン プー ル 事務所 ・

JFOODO と日本酒に関するセミナーや試

飲会を開催し、連携によりプロモーションの

効果を最大化し、日本のプレゼンスを高め

られたと考える。 

 

 以上のことから、中期目標における所期

の目標を上回る成果が得られたと認められ

るため、「A」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「A」評定が

妥当であるとの意見で一致した。 
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国立公園、慶良間諸島国立公園）の紹介

を重点的に行った。 

・ 文化庁については、令和 2年 5月に施行

された文化観光促進法に基づき、拠点計

画や地域計画の認定の検討に参画し、文

化観光のプロモーション強化を行った。

令和 4年度には、4月、7月、8月、11 月、

2 月に「文化観光拠点施設を中核とした

地域における文化観光の推進に関する法

律に係る計画認定委員会」の委員として、

計画及び関連事業の審査を行った。8 月

に文化審議会文化政策部会における第２

期文化芸術推進基本計画の検討に際して

のヒアリング及び 8月、12 月に文化観光

推進法に係る有識者会議に出席し、外国

人旅行者の誘客に資する情報提供や助言

等を行った。また、6 月に「大地の芸術

祭」や「リボーンアート・フェスティバ

ル」、「瀬戸内国際芸術祭」、「UBE ビエン

ナーレ」、「あいち 2022」等の芸術祭を特

集したメディア向けニュースレター、12 

月に「MOA 美術館」、「徳島県立阿波十郎

兵衛屋敷」、「城崎国際アートセンター」

等文化観光推進法に基づき認定した拠点

計画及び地域計画での文化施設を特集し

たメディア向けニュースレターを配信し

た。また、Japan Monthly Web Magazine

（観光地等を紹介するウェブ上の記事サ

イト）において、英語圏・韓国・中国・

台湾・香港市場向けに、11 月に文化観光

推進法に基づき認定した拠点計画及び地

域計画での博物館、美術館等文化施設を

紹介する記事 2 本、2 月に日本遺産認定

地域を紹介する記事 3本を発行した。ま

た、米国・カナダ市場において、11 月に

文化・アート観光をテーマにしたオンラ

インツアーを配信し、在日外国人インフ

ルエンサーが備前長船刀剣博物館、越後

妻有里山現代美術館 MonET、越後妻有 大

地の芸術祭等を紹介した。事後配信を含

め 11月から 3月の間に計約 18,000 回再
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生され、視聴者アンケートでは約 90%が

「オンラインツアーを視聴後訪日意欲が

高まった」と回答し、訪日意欲の向上に

貢献した。 

・ 農林水産省と連携し、一般消費者向けに

令和 2年 2月に「Taste Tour Japan(食

と旅)」サイトを公開し、地域の食とそ

れを生み出す農林水産業を核として訪日

外国人旅行者等の誘致を図る取組

「SAVOR JAPAN」や農泊、日本の食に関

する記事を 10本掲載した。また、グロ

ーバルサイト内ウェブマガジンにおいて

農泊や日本の食に関する記事を 3本掲載

した。令和 4年度には、6月、8月、9

月に「多様な地域資源のさらなる活用に

関する農泊推進研究会」に、12 月に

「農泊推進のあり方検討会」に委員とし

て出席し、外国人旅行者の誘客に資する

情報提供や助言等を行った。また、7月

に東北の農泊に関するブログ記事をグロ

ーバルサイトに掲載し、農水省の農泊特

設ウェブサイトへの誘導を図った他、9

月のブログ記事では、農水省が進める

SAVOR JAPAN（農泊 食文化海外発信地

域）認定地域を特集して紹介した。ま

た、9月に国連総会にあわせてニューヨ

ークで開催された日本食・食文化発信レ

セプション「Taste of Japan in New 

York」に参加し、訪日観光プロモーショ

ンを実施した。10月には外国人旅行者

に対して動物検疫・植物検疫に関する注

意喚起を行うため、グローバルサイトに

最新の検疫に係る情報を掲載した。 

・ 国税庁が推進する酒蔵ツーリズムに関し

て、国税庁より外国人観光客の受入対応

が可能な酒蔵の情報共有を受け、令和 4

年 10 月にガストロノミーツーリズム・

酒蔵ツーリズムを特集したメディア向け

ニュースレターを配信した。また、同年

11 月に発行した Japan Monthly Web 

Magazine において、令和 6年度の日本
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酒等のユネスコ無形文化遺産への登録に

向けて、日本酒や酒蔵ツーリズムをテー

マに記事を発行した。 

 

【他の独立行政法人との連携】   

（取組例） 

・ 国際交流基金が事務局を務めた「ジャポ

ニスム 2018」（平成 30年 7 月～令和元

年 2月、フランス・パリ）の公式プログ

ラムにおいて、機構が欧米豪向けに展開

しているグローバルキャンペーンの動画

「Enjoy My Japan」を放映するととも

に、来場者に訪日観光のパンフレットを

配布した他、日本の祭りとそれを契機と

した訪日旅行の魅力を紹介するイベント

をパリ市内で開催する等の連携を行っ

た。また、国際交流基金が事務局を務め

る、米国で日本の文化・芸術を紹介する

イベント「Japan2019」（令和元年 3月～

12 月、米国）における「Japan Day」

(令和元年 5月、ニューヨーク、来場者

6万人)にブース出展を行い、パンフレ

ットや訪日旅行情報を提供した。 

・ 国際交流基金と連携し、商業ベースでは

日本のテレビ番組が放送困難な国・地域

において、機構の訪日プロモーション動

画を放送した。令和 2年度では 51カ

国・地域の 638 番組にて、令和 3年度に

おいては 57 カ国・地域の 876 番組で放

送し、日本の観光魅力の情報発信を行っ

た。また、機構デリー事務所やハノイ事

務所において、独立行政法人国際交流基

金海外事務所と連携し、令和 2年度のコ

ロナによるロックダウン期間中に日本の

アニメキャラクターを用いた記事を SNS

で投稿したり、「アニメから見る日本の

観光情報」をテーマとしたセミナーを実

施する等、日本の文化や観光の情報を発

信した。 
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・ 令和 3年度に日本貿易振興機構が出展

し、約 1万 5,000 人が来場した「第四回

中国国際輸入博覧会」のジャパンパビリ

オンにおいて、機構の訪日プロモーショ

ン動画の放映を行った他、日本貿易振興

機構及び経済産業省による「ミス・イン

ターナショナル」各国・地域代表を通じ

た海外向け発信事業と連携し、訪日観光

情報の発信をグローバルウェブサイト及

び Facebook アカウントにて行った。 

・ 令和 4年度に日本貿易振興機構・日本食

品海外プロモーションセンター

（JFOODO）・機構三者において「日本の

農林水産物・食品の輸出とインバウンド

観光の促進に向けた相互連携に関する覚

書」を締結した。覚書の締結を受け、マ

レーシア市場において、2023 年 3 月 17

日～19 日にクアラルンプールで開催さ

れた一般消費者向け旅行博「MATTA 

Fair」において、JETRO クアラルンプー

ル事務所と連携して日本酒のプロモーシ

ョンを実施。VJ ブース内ステージにて

JETRO による日本酒セミナーおよび会場

内別室にて日本酒の試飲会を開催し、日

本酒の認知度向上および参加者に産地の

観光情報を合わせて提供することで訪日

意欲喚起を図った。 

  

【地方自治体・広域連携 DMO との連携】 

（取組例） 

・ 外国人旅行者が参加可能な体験型アクテ

ィビティや受入体制が整った特徴ある観

光施設等の観光コンテンツを、地方自治

体・DMO から募集・選定し紹介する「観光

コンテンツ収集事業」を実施。令和元年

度に、英語冊子「100 Experiences in 

Japan」等を制作するとともに、した他、

欧米豪市場・東アジア 4市場向けに 5言

語（英語・中国簡体字・台湾繁体字・香

港繁体字・韓国語）で観光コンテンツを

発 信 す る 多 言 語 ウ ェ ブ サ イ ト
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「Experiences in Japan」を開設した。

令和４年度には、「100 Experiences in 

Japan」を改訂したデジタルパンフレット

を 10 言語（上記５言語に加えて、タイ

語・仏語・独語・西語・伊語）で制作す

るとともに、「Experiences in Japan」ウ

ェブページを 10 言語で展開した。 

・ 令和元年度に、台湾・台北市内のコンベ

ンション施設において、東北 6県、東北

観光推進機構及び民間事業者等と連携

し、一般消費者向け東北プロモーション

イベント「日本東北遊楽日 2019」を開

催し、13万 2,000 人以上が来場した。

また、高雄市内の商業施設においても初

めて同イベントを開催し、14万 7,000

人以上が来場した。両イベントでは、東

北 6県等によるブース出展をはじめ、花

笠踊り等の東北地域の伝統芸能披露、試

飲試食や伝統工芸体験を通じた観光魅力

の発信を行った他、台湾現地企業とのコ

ラボレーション商品の制作・会場販売に

より、東北地方への誘客を促進した。 

・ 東京 2020 大会期間中に東京都が開設し

た東京都メディアセンター（TMC）にお

いて、メディア向けに日本全国の観光魅

力を訴求するため機構地方プロモーショ

ンブースを開設した（令和 3年 7月 23

日～8月 9日、8月 23 日～9月 5日）。

期間中は 31 団体（広域 DMO、自治体

等）が、TMC に来場した 470 人（海外

194 人、国内 276 人）のメディアにプロ

モーションを行った。アクセシブルツー

リズムに関するパネル等も展示し、誰に

とっても旅行しやすいデスティネーショ

ンとしての情報発信も行った。また、海

外メディアの来日が制限されたため、来

場できないメディア向けに、ウェブサイ

トを通じたオンラインでの配信にも注力

した。メディア向けのページは令和 3年

7月 1日～9月 15 日の間に 1,110 人が閲

覧、平均滞在時間 6:48、直帰率 18.28％



160 

としっかりとサイト内を閲覧された良い

結果となった。オンライン取材促進を目

的に掲載したテーマ別

（Nature,Tradition,Food,Experience）

動画は 2,881 回再生された。東京都及び

東京 2020 組織委員会とも連携してアク

セス誘引につなげた。 

・ 令和 2年度に自治体・ＤＭＯが作成した

記事や動画を機構のオウンドメディアに

て発信する事業を開始させ、令和 3年度

はウェブページの改修を行いユーザーの

利便性を向上させ、地域の観光情報を効

果的に発信した。閲覧ユニークユーザー

数は 6,003 人となり、日本の知られてい

ない魅力を広く情報発信できた。 

・ 令和 4年度には、全国 10の広域連携 DMO

との連携によるプロモーションに初めて

取り組み、グローバルメディアへの記事

広告の掲載や広域連携 DMO の運営する英

語サイトの SEO 対策等についてのコンサ

ルティングを行い、地域の情報発信力強

化に寄与した。また、3月には、全広域連

携 DMO それぞれと連携協定を締結し、訪

日外国人の地方誘客及び広域周遊に向け

て、相互の訪日誘客事業を効果的及び効

率的に実施できるよう、新たな協力体制

の構築を図った。 

 

【民間企業、その他団体との連携】  

（取組例） 

・ 欧米豪市場向けプロモーションの一環と

して、令和元年度、自動車メーカー株式

会社 SUBARU（スバル）と共同でプロモ

ーション動画を制作し、機構、スバル及

びインフルエンサーの SNS アカウントで

の配信に加え、米国のスバルファンを対

象としたイベントでも紹介した。米国を

中心に海外にもコアなファンを持つスバ

ルとの連携を通じて新しい切り口で日本

の魅力を発信した結果、動画再生回数は



161 

6 万 2,508 回を記録し、236 万人へ拡散

した。 

・ 観光庁との連携として令和元年 10月に

北海道倶知安町で開催された「G20 観光

大臣会合」において、機構は観光大臣会

合に出席した他、各国代表団のリエゾン

として運営の支援を行った。また、各国

代表団・海外メディア向けにブース出展

し、訪日観光等のパンフレット配布、訪

日プロモーション動画の放映を行った。 

 

【官民連携事業】  

・ 民間企業や団体等が有する海外ネットワ

ーク、ブランド力、ノウハウ等を活用す

る事業アイディアを公募し、78 件の応

募の中から、5件のアイディアを官民連

携事業として事業化し実施した。 

（取組例：「ナイトタイム観光のコンテンツ

化及び情報発信による訪日旅行促進事業」） 

- 実施時期：平成 30年度 1月～3月 

- 連携先：（株）ナビタイムジャパン及

び Resident Advisor 

- 概要：日本各地にあるナイトタイム

観光をコンテンツ化し、世界最大の

ナイトカルチャーメディアである

Resident Advisor 社や欧米のインフ

ルエンサー3 人による情報発信を行

った。メディアによる情報発信では、

世界で活躍するアーティストが音

楽、飲食、エンターテイメント等広

いジャンルで自身の好きなスポット

を紹介する 4 本の動画と記事を作成

し、メディアのウェブサイトで発信

した他、SNS やオンライン広告等を

実施した。インフルエンサーによる

情報発信では、日本各地の「ナイト

ライフ」ならびに「夜観光」等日本の

ナイトタイムコンテンツの魅力を外

国人目線で発信することで、日本で

のナイトタイム観光の認知・興味の
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拡大及び訪日旅行意欲の喚起を図っ

た。 

（取組例：「離島観光の魅力発信による訪日

旅行促進事業」） 

- 実施時期：令和元年度 10月～3月 

- 連携先：（株）MELZ 

- 概要：島旅好きや訪日ヘビーユーザ

ー等に向けて日本の離島観光の魅力

を発信し、新たに「日本の島旅」をテ

ーマとした訪日需要の喚起、地方誘

客及び消費拡大を図るため、米国、

豪州、香港、台湾を対象市場とし、8

つの重点発信エリア（①利尻島、礼

文島、②佐渡島③伊豆諸島④隠岐諸

島⑤瀬戸内海の島々⑥五島列島⑦大

隅諸島⑧八重山諸島）を定め、全国

の旅客船運航事業者とのネットワー

クを有する一般社団法人日本旅客船

協会と連携してプロモーションを行

った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―4 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 

 
8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(5) 人事に関する計

画 

上記目標の達成に

向けて、効率的かつ

効果的な業務運営を

行うため、人材確保、

人 材育成を実施す

るとともに国内、海

外における適切な人

事配置を図る。 

 職員の意欲向上

を図り、組織を活性

化させるため、能力

と実績に基づく人事

評価を 行い、これに

応じた処遇を行うと

ともに、内外の研修

等を活用し、能力の

啓発に努める。 

また、中途採用職

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

効率的かつ効果的な業

務運営を行うため、人材確

保、人材育成を実施すると

ともに国内、海外における

適切な人事配置を行って

いるか。 

 給与水準については、国

家公務員の給与水準も考

慮し、適正化に取り組んで

いるか。 

＜主な業務実績＞ 

以下の取組を通じて、適切な

業務運営を行うための人材確

保、人材育成、適材適所の人事

配置、能力と実績に基づく人事

評価と処遇、専門人材の活用、

給与水準の適正化、勤怠管理シ

ステムの導入、コロナ禍におけ

る職員の安全確保・テレワーク

等の業務環境整備、ウクライナ

情勢対応、職員が安心して働け

るよう労働環境の確保等に取

り組んだ。 

 

【適切な業務運営を行うため

の人材確保、人材育成、適材適

所の人事配置】  

・ 本部体制の強化、海外事務

所の設置拡大等を受け、業

務をより効率的かつ効果的

に実施できるよう、総合職

職員として新卒採用及び中

途採用により人材を確保し

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 適切な業務運営を行う

ための人材確保、人材育

成、能力と実績に基づく

人事評価と処遇 

(例：職員への階層別等

の研修実施、キャリアパ

スの明確化、現地職員の

人事制度改革や研修の

充実) 

・ 適材適所の人事配置、専

門人材の活用 

(例：自治体、民間企業等

からの受入や、デジタル

マーケティング、ICT 専

門人材の活用) 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、効率的かつ効果的な業務運営を行うた

め、本部職員の中途採用、現地職員の人事制度

改革や研修を充実させるなど、人材確保・人材育

成に積極的に取り組んだ。 

 また、国家公務員の給与水準と比較するラスパ

イレス指数については、令和 3 年度時点での年

齢・地域・学歴勘案で 101.7 となっており、適正な

給与水準となっている。 

 以上のことから、人事に関する計画を着実に実

行しており、目標水準を満たしているため、Ｂ評価

とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、効率的かつ効果的な業務運営を

行うため、本部職員の中途採用、現地職員

の人事制度改革や研修を充実させるなど、

人材確保・人材育成に積極的に取り組ん

だ。 

 また、国家公務員の給与水準と比較する

ラスパイレス指数については、令和4年度時

点での年齢・地域・学歴勘案で 101.8 となっ

ており、適正な給与水準となっている。 

 

 以上のことから、中期目標における所期の

目標の成果が得られたと認められるため、

「B」評定とする。 

 

＜その他事項＞ 

評定について、外部有識者は「B」評定が妥

当であるとの意見で一致した。 
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員の増加に伴い、職

員一人ひとりの能力

が十分発揮されるよ

う、 適材適所の人事

配置を行うととも

に、組織の力が最大

化するよう、適切な

措置を講じ 10 組織

力の強化を図る。 あ

わせて、地方自治体・

民間事業者等からの

専門人材の活用を行

う。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、手当を含め役職

員給与 の在り方に

ついて検証した上

で、その適正化に取

り組むとともに、そ

の検証結果や取 組

状況を公表するもの

とする。 

 

 

 

た。 

・ 令和 4年度において、キャ

リアパスの明確化や人材

育成の体系化として、戦略

的な人材育成に向けたキ

ャリアパスの策定を行う

と共に、キャリアパスのそ

れぞれの段階で必要な能

力を育成するための研修

について、体系的に整備を

行った。 

・ 業務遂行に必要な知識・ス

キルを習得する機会を拡充

すべく、階層別研修や奨学

金支給等を実施し、職員の

能力開発・向上を支援した。

また、現地職員についても

本部における組織・業務理

解に係る研修等を実施し、

人材育成を行った。例えば、

令和 4 年度においては、水

際対策等によって中止して

いた現地職員の訪日研修を

9 月に再開し、16 事務所か

ら 16人が来日した。訪日困

難な現地職員もリアルタイ

ムでオンライン参加できる

ハイブリット形式を採用

し、研修内容を録画するこ

とで時差の大きなエリアの

現地職員もフォローできる

環境を整えることで、広く

現地職員間の交流や各事務

所の取組事例等の共有を活

発かつ効率的に促進できる

研修プログラムとすること

ができた。また、来日した

現地職員には、最新の市場

動向等を踏まえて作成させ

た旅程による現地視察も認

めることで、より実践的な

知識や経験を得られる機会

・ 給与水準の適正化（令和

４年度時点ラスパイレ

ス指数は年齢・地域・学

歴勘案で 101.8） 

・ 勤怠管理システムの導

入 

・ コロナ禍における職員

の安全確保、ウクライナ

情勢対応 

・ 職員が安心して働ける

労働環境の確保（例：在

宅勤務の恒久制度化、育

児休業制度の充実） 

 

【総合評価】 

・ 適切な業務運営を行う

ための人材確保、人材育

成、適材適所の人事配置

等、各種人事に関する施

策を行った。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を達成し

ていると評価。 
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を確保・拡大した 

 

【能力と実績に基づく人事評

価と処遇、専門人材の活用】 

・ 能力評価（年 1 回）と業績

評価（年 2 回）を区分した

人事評価制度に基づき、各

職員の能力及び業績を適切

に評価し、その結果を昇給・

昇格及び勤勉手当支給の処

遇に反映するとともに、能

力、適性、職務経験、専門分

野を踏まえながら、適材適

所の人事配置を行った。（再

掲） 

・ 海外事務所の現地職員の更

なる活躍に向け、令和 2 年

度に現地職員制度の改革を

行い、新たな肩書の追加、

新たな昇給・昇格制度等を

設けた。新制度に基づき、

現地職員の給与改定・昇格

を行ったことに加え、日本

語習得又は業務関連知識に

関する講座受講に係る補助

制度を導入し、現地職員の

業務に関する理解と意欲の

向上を図った。（再掲） 

・ 業務運営の高度化を進める

ため、地方自治体、民間企

業等から専門人材の受入、

中途採用を行い、デジタル

マーケティング、地方連携、

ICT 等の部門に配属した。 

 

【給与水準の適正化】（再掲） 

中期計画を通じたラスパイ

レス指数（国家公務員と比

較した給与水準）について、

年齢・地域・学歴を勘案し

た対国家公務員指数は平成

30 年度の 92.8 から令和 4
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年度は 101.8 となり、中期

計画期間を通じて 9.0 ポイ

ント上昇した。これは当法

人の主要業務である訪日外

国人旅行の促進において

は、新型コロナウイルス感

染症の世界的蔓延により、

事業活動に大きな制約が生

じていたものの、その後わ

が国の入国規制緩和によ

り、急速な回復を辿ってお

り、むしろ訪日旅行のター

ゲットとすべき対象層や訪

日旅行のニーズ等の多様化

し、プロモーションの前提

となる市場調査・分析及び、

これらに基づく企画・ 審査

を行うなど、従前に増して

より高度な専門性が求めら

れるようになってい る。加

えて、訪日旅行促進のター

ゲットとすべき市場も世界

中に拡大しており、 高いレ

ベルの語学力が必須となっ

ている 。こうした業務に対

応する人材の確保のため、

特別都市手当を国家公務員

並みに引き上げるなど、機

構として職員の処遇改善に

取り組んできたことが反映

されたものである。  

   

＜ラスパイレス指数＞   

平成 30 年度    92.8  

令和元年度     95.9  

令和 2年度     98.0  

令和 3年度    101.7  

令和 4年度  101.8 

 

・ 業務実績・勤務実績の報酬・

給与への反映方法として、

役職報酬に関しては、期末
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特別手当に対し主務大臣が

行う業績評価の結果を参考

にして、役員の実績に応じ

決定した。職員に関しては、

人事評価制度による厳正な

人事評価を行い、評価結果

を職員の昇給等の処遇に反

映させた。 

・ 「一般職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する

法律」に基づく国家公務員

の給与の見直し内容等を踏

まえた給与改定を実施し

た。 

・ 給与水準については、その

内容をウェブサイトを通じ

て公表した。 

 

【勤怠管理システムの導入】 

・ 本部及び海外事務所でのシ

ステム共通化を図り、職員

のより適切な労働時間の把

握及び勤怠管理、各種申請

手続きの効率化を図った。  

 

【コロナ禍における職員の安

全確保・業務環境整備、ウクラ

イナ情勢対応】 

・ 内部の緊急対策本部を設置

して、新型コロナウイルス

感染症やウクライナ情勢を

受けた組織運営にかかる方

針の策定及び取組状況の確

認を実施した。 

・ コロナ禍での業務の継続性

及び職員の安全を確保する

ため、テレワークシステム

の環境整備を行い、在宅勤

務の試行的な実施を継続し

た。 

・ 海外事務所に勤務する職員

の安全を確保するため、一
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部事務所のコロナの拡大等

を受けた一時退避を実施し

た。 

・ ワクチンの接種環境の整備

及び職場における感染防止

対策の実施を通じて、コロ

ナ禍での勤務環境を整備し

た。 

・ 面談の強化等により、コロ

ナ禍における職員の心身の

健康管理を徹底した。 

 

【職員が安心して働けるよう

労働環境の確保】 

令和 4年度において、多様で柔

軟な働き方の実現及び業務の

継続性の確保を目的に、コロナ

禍における緊急措置として実

施していた在宅勤務について、

恒久的な制度として新たに内

規制定を行い、正式な制度とし

て導入した。また、仕事と家庭

の調和を図り、働きやすい職場

環境を一層推進するため、育児

介護休業法改正に伴い育児休

業制度の充実や同休業の取得

促進に関する周知・広報を行っ

た。 

 

4．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―5 独立行政法人国際観光振興機構法（平成 14年法律第 181 号）第 11 条第 1項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、難易度 ― 関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

― 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 

 
8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(6) 独立行政法人国

際観光振興機構法

（平成 14 年法律第

181 号）第 11 条第 1

項に規定する積立金

の使途 

前期中期目標期間の

最終事業年度におい

て、独立行政法人通

則法第 44 条の処理

を行った後の積立金

に相当する金額のう

ち主務大臣の承認を

受けた金額につい

て、やむを得ない事

情により前期中期目

標期間中に完了しな

かった業務の財源、

前期中期目標期間に

発生した経過勘定等

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

前期中期目標期間繰越積立金

2,595,033 円 については、自己

収入財源で取得し、当期中期目

標期間に繰り越した固定資産

の減価償却費等に要する費用

に 72,066 円を充当し、前期中

期目標期間繰越積立金の残高

は 2,522,967 円となった。 

なし 

 

評定 ― 評定 ― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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の損益影響額に係る

会計処理等に充当す

る。 

 

4．その他参考情報 

特になし 
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別紙①    

平成 30 年度 予算 

 〔一般勘定〕   （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 11,700 11,699 △1 

寄附金等収入 334 357 22 

事業収入 362 303 △59 

事業外収入 8 17 9 

計 12,404 12,375 △28 

 ＜支出＞    

業務経費 9,380 8,518 △862 

受託等経費 433 327 △105 

人件費 2,124 2,091 △33 

一般管理費 468 335 △132 

計 12,043 11,271 △1,132 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 1,300 1,300 0 

計 1,300 1,300 0 

 ＜支出＞    

運営費交付金 1,300 1,273 △27 

計 1,300 1,273 △27 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

寄付金収入 100 37 △63 

事業外収入 0 0 ‐ 

計 100 37 △63 

 ＜支出＞    

交付金事業経費 100 36 △64 

計 100 36 △64 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
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別紙①    

令和元年度 予算 

 〔一般勘定〕   （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 16,503 16,503 0 

寄附金等収入 353 360 7 

事業収入 384 332 △52 

事業外収入 6 94 88 

計 17,246 17,289 43 

 ＜支出＞    

業務経費 13,686 6,603 △7,083 

受託等経費 368 341 △27 

人件費 2,404 2,087 △317 

一般管理費 788 660 △127 

計 17,246 9,691 △7,555 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 4,279 4,279 0 

計 4,279 4,279 0 

 ＜支出＞    

運営費交付金 4,279 3,878 △401 

計 4,279 3,878 △401 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔交付金勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

寄付金収入 100 26 △74 

事業外収入 0 0 0 

計 100 26 △74 

 ＜支出＞    

交付金事業経費 100 66 △34 

計 100 66 △34 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
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別紙①    

令和 2 年度 予算 

〔一般勘定〕   （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 18,537 18,537 0 

寄附金等収入 370 329 △41 

事業収入 372 128 △244 

事業外収入 6 137 131 

計 19,285 19,131 △154 

 ＜支出＞    

業務経費 15,421 4,624 △10,798 

受託等経費 436 223 △213 

人件費 2,703 2,275 △428 

一般管理費 725 769 44 

計 19,285 7,890 △11,395 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

   

〔国際観光旅客税財源勘定〕        

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 5,443 5,443 0 

計 5,443 5,443 0 

 ＜支出＞    

運営費交付金 5,443 1,594 △3,849 

計 5,443 1,594 △3,849 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

寄付金収入 100 2 △98 

計 100 2 △98 

 ＜支出＞    

交付金事業経費 100 5 △95 

計 100 5 △95 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
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別紙①    

令和 3 年度 予算 
〔一般勘定〕   （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 7,370 7,370 0 

寄附金等収入 269 288 19 

事業収入 302 134 △168 

事業外収入 4 26 21 

計 7,945 7,818 △128 

 ＜支出＞    

業務経費 20,325 7,835 △12,490 

受託等経費 433 210 △223 

人件費 2,724 2,483 △241 

一般管理費 690 512 △177 

計 24,171 11,040 △13,131 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

   

〔国際観光旅客税財源勘定〕        

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 708 708 0 

計 708 708 0 

 ＜支出＞    

運営費交付金 4,716 2,294 △2,422 

計 4,716 2,294 △2,422 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

    

〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

寄付金収入 100 0 △100 

計 100 0 △100 

 ＜支出＞    

交付金事業経費 100 5 △95 

計 100 5 △95 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
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別紙①    

令和 4 年度 予算 
〔一般勘定〕   （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 6,540 6,540 0 

寄附金等収入 305 285 △20 

事業収入 540 169 △371 

事業外収入 7 22 15 

計 7,392 7,016 △376 

 ＜支出＞    

業務経費 16,335 13,027 △3,307 

受託等経費 444 380 △64 

人件費 2,696 2,576 △121 

一般管理費 589 621 32 

計 20,063 16,604 △3,460 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   

   

〔国際観光旅客税財源勘定〕        

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

運営費交付金 1 1 0 

事業収入 - 2 2 

事業外収入 - 0 0 

計 1 3 2 

 ＜支出＞    

運営費交付金 2,562 1,998 △563 

受託経費 - 1 1 

計 2,562 1,999 △562 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
    

〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜収入＞    

寄付金収入 100 8 △92 

計 100 8 △92 

 ＜支出＞    

交付金事業経費 100 2 △98 

計 100 2 △98 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。   
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別紙②    

平成 30 年度 収支計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

経常費用 12,423 11,316 △1,107 

 業務費用 9,380 8,484 △896 

 受託等経費 433 333 △100 

 一般管理費 2,591 2,470 △121 

 減価償却費 21 28 7 

臨時損失 ‐ ‐  ‐ 

計 12,423 11,315 △1,108 

 ＜収益の部＞    

運営費交付金収益 11,700 11,153 △547 

国際観光振興事業収入 696 487 △209 

資産見返運営費交付金戻入 20 25 5 

資産見返寄附金戻入 ‐ 3 3 

事業外収益 8 9 1 

計 12,424 11,677 △747 

当期純利益（△当期純損失） △1 360 361 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1 63 62 

当期総利益（△当期総損失）  ‐ 423 423 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 1,300 1,237 △27 

 業務経費 1,300 1,237 △27 

計 1,300 1,237 △27 

 ＜収益の部＞    

 運営費交付金収入 1,300 1,291 △9 

計 1,300 1,291 △9 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 18 18 

当期総利益（△当期総損失） ‐ 18 18 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞ 100 36 △64 

 経常費用 100 36 △64 

  交付金事業経費 100 36 △64 

計 100 36 △64 

 ＜収益の部＞ 100 34 △66 

寄付金収入 100 34 △66 

事業外収益 ‐ ‐ ‐ 

計 100 34 △66 

当期純利益（△当期純損失） ‐ △2 △2 

当期総利益（△当期総損失） ‐ △2 △2 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙②    

令和元年度 収支計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

経常費用 17,291 9,756 △7,535 

 業務費用 13,686 6,518 △7,168 

 受託等経費 368 350 △18 

 一般管理費 3,192 2,812 △380 

 減価償却費 46 76 30 

臨時損失 ‐ 296  296 

計 17,291 10,052 △7,239 

 ＜収益の部＞    

運営費交付金収益 16,503 9,563 △6,940 

国際観光振興事業収入 737 442 △295 

資産見返運営費交付金戻入 45 56 11 

資産見返寄附金戻入 - 3 3 

賞与引当金見返に係る収益 - 104 104 

退職給付引当金見返に係る収益 - 72 72 

事業外収益 6 92 86 

臨時利益 - 290 290 

計 17,291 10,622 △6,669 

当期純利益（△当期純損失） △1 570 571 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1 1 0 

当期総利益（△当期総損失）  ‐ 571 571 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 4,279 3,880 △399 

  業務経費 4,279 3,880 △399 

計 4,279 3,880 △399 

 ＜収益の部＞    

 運営費交付金収入 4,279 3,966 △313 

計 4,279 3,966 △313 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 86 86 

当期総利益（△当期総損失） ‐ 86 86 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 100 66 △34 

  交付金事業経費 100 66 △34 

計 100 66 △34 

 ＜収益の部＞    

寄付金収入 100 65 △35 

事業外収益 0 0 0 

計 100 66 △34 

当期純利益（△当期純損失） - △1 △1 

当期総利益（△当期総損失） - △1 △1 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙②    

令和 2 年度 収支計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

経常費用 19,314 7,692 △11,622 

 業務費用 15,421 6,846 △8,575 

 受託等経費 436 44 △392 

 一般管理費 3,428 778 △2,650 

 減価償却費 29 24 △5 

臨時損失 ‐ 7 7 

計 19,314 7,699 △11,615 

 ＜収益の部＞    

運営費交付金収益 18,537 7,957 △10,580 

国際観光振興事業収入 742 356 △386 

資産見返運営費交付金戻入 29 40 11 

資産見返寄附金戻入 - 2 2 

事業外収益 6 300 294 

計 19,314 8,655 △10,659 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 956 956 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ‐ 0 0 

当期総利益（△当期総損失）  ‐ 956 956 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 5,443 1,594 △3,849 

 業務経費 5,443 1,594 △3,849 

計 5,443 1,594 △3,849 

 ＜収益の部＞    

 運営費交付金収入 5,443 1,655 △3,788 

 財務収益 ‐ 6 6 

計 5,443 1,661 △3,782 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 67 67 

当期総利益（△当期総損失） ‐ 67 67 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 100 5 △95 

  交付金事業経費 100 5 △95 

計 100 5 △95 

 ＜収益の部＞    

寄付金収入 100 0 △100 

計 100 0 △100 

当期純利益（△当期純損失） - △5 △5 

当期総利益（△当期総損失） - △5 △5 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙②    

令和 3 年度 収支計画 
〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

経常費用 24,216 11,008 △13,208 

 業務費用 20,325 10,311 △10,014 

 受託等経費 433 36 △397 

 一般管理費 3,413 607 △2,806 

 減価償却費 45 53 8 

臨時損失 ‐ 2 2 

計 24,216 11,009 △13,207 

 ＜収益の部＞    

運営費交付金収益 23,159 12,062 △11,097 

国際観光振興事業収入 1,008 376 △632 

資産見返運営費交付金戻入 45 117 73 

資産見返寄附金戻入 - 3 3 

事業外収益 4 298 294 

計 24,216 12,856 △11,359 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 1,847 1,847 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 ‐ 0 0 

当期総利益（△当期総損失）  ‐ 1,847 1,847 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 4,716 2,282 △2,434 

  業務経費 47,16 2,282 △2,434 

計 4,716 2,282 △2,434 

 ＜収益の部＞    

 運営費交付金収入 4,716 2,346 △2,369 

 資産見返運営費交付金戻入 - 0 0 

 財務収益 ‐ 3 3 

計 4,716 2,349 △2,367 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 67 67 

当期総利益（△当期総損失） ‐ 67 67 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 100 4 △96 

  交付金事業経費 100 4 △96 

計 100 4 △96 

 ＜収益の部＞    

寄付金収入 100 0 △100 

計 100 0 △100 

当期純利益（△当期純損失） - △4 △4 

当期総利益（△当期総損失） - △4 △4 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙②    

令和 4 年度 収支計画 
〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

経常費用 20,163 16,413 △3,750 

 業務費用 16,334 15,400 △934 

 受託等経費 444 444 0 

 一般管理費 3,285 524 △2,761 

 減価償却費 99 44 △56 

臨時損失 ‐ 2 2 

計 20,163 16,415 △3,748 

 ＜収益の部＞    

運営費交付金収益 19,211 17,989 △1,223 

国際観光振興事業収入 845 488 △357 

資産見返運営費交付金戻入 99 117 18 

資産見返寄附金戻入 - 2 2 

事業外収益 7 235 228 

臨時利益 - 204 204 

計 20,163 19,035 △1,128 

当期純利益（△当期純損失） △0 2,619 2,619 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 0 0 

当期総利益（△当期総損失）  ‐ 2,619 2,619 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 2,562 2,001 △560 

  業務経費 2,562 2,000 △562 

  受託業務経費 - 1 1 

計 2,562 2,001 △560 

 ＜収益の部＞    

 運営費交付金収益 2,562 2,214 △348 

 国際観光振興事業収入  2 2 

 資産見返運営費交付金戻入 - 2 3 

 財務収益 ‐ 3 3 

 臨時利益 - 246 246 

計 2,562 2,466 △95 

当期純利益（△当期純損失） ‐ 465 465 

当期総利益（△当期総損失） ‐ 465 465 
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（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
    

〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜費用の部＞    

 経常費用 100 2 △98 

  交付金事業経費 100 2 △98 

計 100 2 △98 

 ＜収益の部＞    

寄付金収入 100 2 △98 

計 100 2 △98 

当期純利益（△当期純損失） - 0 0 

当期総利益（△当期総損失） - 0 0 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙③    

平成 30 年度 資金計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 12,403 17,846 5,443 

投資活動による支出 ‐ 44 44 

事業外支出 ‐ 60 60 

次期への繰越金 ‐ 6,390 6,390 

計 12,403 24,340 11,936 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 12,403 12,359 △45 

 運営費交付金による収入  11,700 11,700 0 

 寄附金等収入 334 356 22 

 事業収入 362 294 △68 

 事業外収入 8 9 1 

投資活動による収入 0 3 3 

前期からの繰越金 0 11,978 11,978 

計 12,403 24,340 11,936 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 1,300 920 △380 

次期への繰越金 ‐ 380 380 

計 1,300 920 △380 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 1,300 1,300 380 

運営費交付金による収入 1,300 1,300 380 

 前期からの繰越金 ‐ ‐ 0 

計 1,300 1,300 △380 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

 業務活動による支出 100 36 △64 

 次期への繰越金 ‐ 79 79 

計 100 115 15 

 ＜資金収入＞    

 業務活動による収入 100 37 △63 

  寄附金収入 100 37 △63 

  事業外収入 0 ‐ 0 

 前期からの繰越金 ‐ 78 78 

計 100 115 15 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙③    

令和元年度 資金計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 17,246 11,470 △5,776 

投資活動による支出 ‐ 153 153 

事業外支出 ‐ 2 2 

次期への繰越金 ‐ 5,627 5,627 

計 17,246 17,252 6 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 17,246 17,252 6 

 運営費交付金による収入  16,503 16,503 0 

 寄附金等収入 353 360 7 

 事業収入 384 297 △87 

 事業外収入 6 92 86 

投資活動による収入 - - - 

前期からの繰越金 - 6,390 6,390 

計 17,246 23,642 6,396 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 4,279 1,717 △2,562 

事業外支出 ‐ 3 3 

次期への繰越金 - 2,559 2,559 

計 4,279 4,279 0 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 4,279 4,279 0 

運営費交付金による収入 4,279 4,279 0 

前期からの繰越金 ‐ 380 380 

計 4,279 4,659 380 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 100 67 △33 

次期への繰越金 ‐ 41 41 

計 100 108 8 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 100 26 △74 

 寄附金収入 100 26 △74 

 事業外収入 0 0 0 

前期からの繰越金 ‐ 79 79 

計 100 105 5 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙③    

令和 2 年度 資金計画 

〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 19,285 8,566 △10,719 

投資活動による支出 ‐ 264 264 

次期への繰越金 ‐ 22,350 22,350 

計 19,285 31,180 11,895 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 19,285 19,089 △196 

 運営費交付金による収入  18,537 18,537 0 

 寄附金等収入 370 329 △41 

 事業収入 372 161 △211 

 事業外収入 6 62 56 

投資活動による収入 - 76 76 

前期からの繰越金 - 12,017 12,017 

計 19,285 31,182 11,897 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 5,443 3,311 △2,132 

次期への繰越金 - 5,078 5,078 

計 5,443 8,389 2,946 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 5,443 5,450 7 

運営費交付金による収入 5,443 5,443 0 

事業外収入 ‐ 7 7 

前期からの繰越金 ‐ 2,939 2,939 

計 5,443 8,389 2,946 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

 業務活動による支出 100 11 △89 

 次期への繰越金 ‐ 29 29 

計 100 40 △60 

 ＜資金収入＞    

 業務活動による収入 100 2 △98 

  寄附金収入 100 2 △98 

 前期からの繰越金 ‐ 39 39 

計 100 41 △59 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙③    

令和 3 年度 資金計画 
〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 24,171 9,182 △14,990 

投資活動による支出 ‐ 186 186 

次期への繰越金 ‐ 20,786 20,786 

計 24,171 30,154 5,982 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 7,945 7,804 △142 

 運営費交付金による収入  7,370 7,370 0 

 寄附金等収入 269 288 19 

 事業収入 302 123 △180 

 事業外収入 4 23 19 

前期からの繰越金 - 22,350 22,350 

計 7,945 30,154 22,208 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 4,716 1,339 △3,376 

投資活動による支出 - 12 12 

次期への繰越金 - 4,437 4,437 

計 4,716 5,789 1,073 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 708 711 3 

運営費交付金による収入 708 708 0 

事業外収入 ‐ 3 3 

前期からの繰越金 ‐ 5,078 5,078 

計 708 5,789 5,080 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

 業務活動による支出 100 5 △95 

 次期への繰越金 ‐ 25 25 

計 100 29 △71 

 ＜資金収入＞    

 業務活動による収入 100 0 △100 

  寄附金収入 100 0 △100 

 前期からの繰越金 ‐ 29 29 

計 100 29 △71 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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別紙③    

令和 4 年度 資金計画 
〔一般勘定〕  （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 20,063 12,246 △7,817 

投資活動による支出 ‐ 271 271 

次期への繰越金 ‐ 15,297 15,297 

計 20,063 27,814 7,751 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 7,392 7,022 △370 

 運営費交付金による収入  6,540 6,540 0 

 寄附金等収入 305 286 △19 

 事業収入 540 179 △361 

 事業外収入 7 17 10 

投資活動による収入 - 7 7 

前期からの繰越金 - 20,786 20,786 

計 7,392 27,814 20,422 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
    

〔国際観光旅客税財源勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

業務活動による支出 2,562 2,126 △436 

投資活動による支出 - 0 0 

次期への繰越金 - 2,317 2,317 

計 2,562 4,442 1,881 

 ＜資金収入＞    

業務活動による収入 1 5 4 

運営費交付金による収入 1 1 0 

事業収入 ‐ 2 2 

事業外収入  3 3 

前期からの繰越金 ‐ 4,437 4,437 

計 1 4,442 4,441 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 
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〔交付金勘定〕    

区分 予算額 決算額 差額 

 ＜資金支出＞    

 業務活動による支出 100 7 △93 

 次期への繰越金 ‐ 26 26 

計 100 33 △67 

 ＜資金収入＞    

 業務活動による収入 100 8 △92 

  寄附金収入 100 8 △92 

 前期からの繰越金 ‐ 25 25 

計 100 33 △67 

（注）単位未満を四捨五入しているため合計値が一致しない場合がある。 

 


